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予 算 決 算 委 員 会 記 録 

 

令和５年３月１４日（火曜日） 

  午前１０時００分開議 

  場所：第１委員会室 

 

１．本日の会議に付した案件 

 １．令和５年第１回玉名市議会定例会付託案件 

議第１号  令和４年度玉名市一般会計補正

予算（第９号） 

議第２号  令和４年度玉名市国民健康保険

事業特別会計補正予算（第４号） 

議第３号  令和４年度玉名市後期高齢者医

療特別会計補正予算（第３号） 

議第４号  令和４年度玉名市介護保険事業

特別会計補正予算（第４号） 

議第９号  令和５年度玉名市一般会計予算 

議第１０号 令和５年度玉名市国民健康保険

事業特別会計予算 

議第１１号 令和５年度玉名市後期高齢者医

療特別会計予算 

議第１２号 令和５年度玉名市介護保険事業

特別会計予算 

 

２．出席委員（２２名） 

 委 員 長    多田隈 啓 二 君 

 副 委 員 長    一 瀬 重 隆 君 

 委 員    大 野 豊 重 君 

 委 員    中 村 慎 吾 君 

 委 員    浜 田 繁次郎 君 

 委 員    瀬 崎   剛 君 

 委 員    田 浦 敏 晴 君 

 委 員    山 下 桂 造 君 

 委 員    立 川 信 之 君 

 委 員    坂 本 公 司 君 

 委 員    𠮷 田 真樹子 さん 

 委 員    北 本 将 幸 君 

 委 員    松 本 憲 二 君 

 委 員    德 村 登志郎 君 

 委 員    西 川 裕 文 君 

 委 員    江 田 計 司 君 

 委 員    近 松 惠美子 さん 

 委 員    前 田 正 治 君 

 委 員    作 本 幸 男 君 

 委 員    森 川 和 博 君 

 委 員    中 尾 嘉 男 君 

 委 員    田 畑 久 吉 君 

 

３．欠席委員（なし） 

 

４．事務局職員出席者 

 書 記    德 永 優 貴 君 

 

５．説明のため出席した者 

 教 育 長    福 島 和 義 君 

 教 育 部 長    藤 森 竜 也 君 

 教育部首席審議員    堀   治 也 君 

 税 務 課 長    冨 安   崇 君 

 総合福祉課長    小 山   聡 君 

 くらしサポート課長    平 田 光 紀 君 

 高齢介護課長    瀬 崎 しのぶ さん 

 保険年金課長    松 下   匡 君 

 保健予防課長    木 村 隆 宏 君 

 子育て支援課長    中 野 光 昭 君 

 教育総務課長    西 原 正 信 君 

 教育総務課指導主事    松 本 恒 明 君 

 教育総務課指導主事    島 田 浩 一 君 

 教育総務課指導主事    成 瀬 陽 一 君 

 文 化 課 長    平 川 裕 一 君 

 博 物 館 長    竹 田 宏 司 君 

 コ ミ ュ ニ テ ィ 推 進 課 長    西 川 慶一郎 君 

 スポーツ振興課長    小 山 晃 生 君 

その他関係職員 

 

午前１０時００分 開会 

－－－－－－○－－－－－－ 
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○委員長（多田隈啓二君） 皆さんおはようござ

います。 

 委員会を始める前に、委員各位並びに執行部の

皆さんに注意事項を申し上げます。本委員会は、

インターネット中継をしておりますので、個人情

報等発言には十分御注意願います。なお、審査に

当たっての発言の際には、必ず挙手をされ、指名

しますので、委員におかれましてはマイクスタン

ドのボタンを押して氏名及び予算資料ページ番号

及びナンバーを述べられてから発言し、終わりま

したら再度ボタンを押してください。執行部にお

かれましては、ワイヤレスマイクのスイッチを入

れ、所属と氏名を述べられてから発言し、終わり

ましたらスイッチをお切りください。 

 それでは、ただいまから予算決算委員会を再開

します。 

 本日は、健康福祉部及び教育部所管の案件の審

査であります。 

 まず、健康福祉部所管の議第１号令和４年度玉

名市一般会計補正予算（第９号）を議題といたし

ます。 

 執行部の説明を求めます。 

○保健予防課長（木村隆宏君） 保健予防課の木

村でございます。おはようございます。 

 これから審査いただきます健康福祉部所管の議

第１号令和４年度玉名市一般会計補正予算（第９

号）につきまして、予算資料を用いて主なものの

内容につきまして各担当課長から御説明いたしま

すのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、予算資料の５ページをお願いいたし

ます。 

 ３８番の岱明ふれあい健康センター管理運営事

業１４３万３,０００円の追加及び３９番の横島

総合保健福祉センターゆとりーむ管理運営事業３

１０万円の追加は、ともに原油価格高騰に伴う指

定管理料補填による追加を主とするものでござい

まして、指定管理者との基本協定のリスク分担に

基づき協議したもので、令和４年度４月から３月

までの電気代の高騰見込み分につきまして、岱明

ふれあい健康センターにあっては２３０万円の追

加、横島総合福祉センターゆとりーむにあっては

３１０万円の追加を行なうものでございます。 

 保健予防課からの説明は以上でございます。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 引き続き、５ページの下段をお願いします。 

 ４５番、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事

業の１億５,８３４万１,０００円の減額は、実績

見込みによる事業費の減額で、令和４年度当給付

金１世帯当たり１０万円の給付対象世帯を最大２,

５００世帯と見込んでおりましたが、対象世帯が

９３３世帯であったため事業費の減額をお願いす

るものです。 

 次に、６ページをお願いします。 

 ４６番、物価高騰対策臨時特別給付金支給事業

の１億４,３５７万円の減額は、実績見込みによ

る事業費の減額で、１世帯当たり６万円の給付対

象世帯を最大１万世帯と見込んでおりましたが、

対象者が非課税世帯７,６１５世帯、家計急変世

帯が５５世帯、計７,６７０世帯であったため、

事業費の減額をお願いするものです。 

 くらしサポート課は以上です。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課

の中野です。 

 同じく６ページをお願いいたします。 

 ４８番、子ども医療費助成事業２,３４３万４,

０００円の追加でございますが、現在、中学生ま

での子どもに対し助成している子ども医療費の助

成額の実績見込み額が予算額を上回ることから増

額補正をお願いするものでございます。 

 続きまして、５０番、保育所運営事業７５８万

円の追加でございますが、物価高騰の影響を受け

ている保育所等に対し利用定員数に応じて光熱費、

燃料費の支援を行うものです。利用定員１９人以

下が１施設当たり６万円で３施設に助成、利用定

員２０人以上５９人以下が１施設当たり２０万円
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で１施設に助成、利用定員６０人以上が１施設当

たり３６万円で２０施設に助成するもので、財源

については、県２分の１、市２分の１で、市の財

源については、新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金でございます。 

 以上でございます。 

○保健予防課長（木村隆宏君） 保健予防課の木

村でございます。 

 予算資料の７ページをお願いいたします。 

 ５８番の地域医療体制整備事業２億７,１５３

万９,０００円の追加は、玉名市玉東町病院設立

組合運営費負担金を主とするものでございまして、

当該負担金につきましては、病院事業に関する地

方交付税の算定額を運営費負担金として支出する

ものでございますが、当初予算で見込んでおりま

した額に対して、本年度の交付税に算入される額

が確定したことからその差額分を追加するもので

ございまして、例年３月議会におきまして調整の

補正を行なっているところでございます。 

 続いて、８ページをお願いいたします。 

 ６３番の新型コロナウイルスワクチン接種事業

２億４,４４０万円の減額は、本年度実施いたし

ました１２歳以上の１回目から５回目までの接種、

５歳から１１歳までの小児接種、６か月から４歳

までの乳幼児接種の実績見込みによる減額でござ

います。 

 また、この事業の財源である国の新型コロナウ

イルスワクチン接種対策負担金及び新型コロナウ

イルス接種体制確保事業補助金を合わせて歳出と

同額の２億４,４４０万円を減額するものでござ

います。 

 以上で、健康福祉部所管に係る議第１号令和４

年度玉名市一般会計補正予算（第９号）の説明を

終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で、執行部の説

明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第１号について、質疑及び委員間討議ありま

せんか。 

○委員（中尾嘉男君） おはようございます。中

尾ですけども、７ページの５８番、玉名市玉東町

病院設立組合の運営費の負担金を書いてあるけど

も、これ年間通してどのくらいきよるとかな、今。

国のほうからは。 

○保健予防課長（木村隆宏君） 保健予防課の木

村でございます。 

 組合の負担金でございますけども、１年間で７

億５,６８１万８,０００円でございます。 

○委員（中尾嘉男君） これはもう完全に通り予

算で市の持ち出しはなかっただろ。 

○保健予防課長（木村隆宏君） はい、委員から

質問のとおりでございます。通り予算でございま

す。 

○委員（中尾嘉男君） 以上です。 

○委員（大野豊重君） おはようございます。大

野です。 

 岱明コミュニティセンター「潮湯」のほうなん

ですけれども、ここでは項番はないんですが、燃

料高騰とかであそこも湯を沸かしますので、燃料

高騰等の補填というのは、ここはなかったんです

かね。昨日、天水と玉名湯のほうは指定管理者制

度だけれども、燃料高騰による補填をやられてま

したので、そもそも鍋の潮湯の指定管理のほうは

ずっと赤字ということも続いてましたので、その

辺りの補填とかの状況てどうなのかなと思いまし

て。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課の小

山でございます。 

 今、大野委員からございました岱明コミュニ

ティセンター「潮湯」の管理運営の光熱費等の補

填につきましては、毎月報告があっておりますけ

れども、当然、赤字ということでの報告は受けて

おりましたけれども、その際に補填のお話もさせ

ていただいているところでしたけれども、指定管

理者のほうからその補填を依頼されるようなこと

がなかったため、補填のほうの話までには至らな
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かったというのが現状でございます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 何か正直すごいなという

感じを受けているんですけども、指定管理者側の

ほうからのあくまでも申請というか、話によって

あがってきたらそれを検討されて補填をするとい

う流れだと思うんですけども、指定管理者側のほ

うからそれが、話しをされたということですよね。

それでも申請されなかったということは、じゃあ

いいのかなと思うんですけど、あとはそのしっか

り話をされて理解された上での話だったらよろし

いかと思いますので、そこのところはちょっとま

た指定管理者側にも別段で伺っていきたいと思い

ます。 

 引き続き、大野です。 

 ナンバー４５、５ページの住民税非課税世帯の

臨時特別給付金なんですけども、４６番と合わせ

て実績見込みが４５番のほうの１０万円に関して

は２,５００中の９８３、ナンバー４６のほうは

６万円のほうなんですけど、これが１万件に対し

て７,６１５と５５ということだったんですけれ

ども、これは本来支給すべき世帯にはしっかり支

給されていたのか。また、その支給方法がどう

だったのか。プッシュ型じゃなかったような気が

してたんですけど、その辺りはいかがでしょうか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 両給付金につきまして、支給すべき人には支給

できたものと認識しております。 

 方法につきましては、こちらプッシュ型でやっ

ております。見込み数との違いと申しますのは、

当初、税法上の非課税世帯を抜き出しまして、そ

こから転出者であるとかそういったものを省いた

ところで実績が見込みよりも少なくなったと。そ

れが大きな原因かと思われます。 

○委員（大野豊重君） すみません、見込みとの

差異のところをもう少しだけ、ちょっとすみませ

ん、今ちょっと聞き取れなかったので。見込みと

の差異。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 見込み数と実績の違いというところですけれど

も、最初非課税世帯、純然たる非課税世帯を抽出

いたしまして、そこから扶養に取られている方と

いうのは対象になりませんので、親族から扶養を

受けているとかですね、そういった方を除く。も

しくは、この要件に該当しない方を除いた数とい

うものを計算積み上げたところ、このような実績

になったというところです。 

○委員（大野豊重君） はい、大野です。 

 ということは、そもそも見込みの段階でその条

件から削除すべきものっていうのを削除できな

かったのかなっていうのは気になるところと、も

う１点は、扶養が親族の中であれば除くと言われ

てましたけれども、それは事務上の話であって、

実際住んでいるところが違ったりだとか、そうい

う影響っていうのはなかったでしょうか。なかな

かそこは調べづらいと思うんですけども。例えば、

そういう人が申請に来られて、実はもう生活も全

然分離しててと。ただ扶養上入ってたとか。何か

そういうのってないんでしょうか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 非課税世帯、まずもって第一段の非課税世帯に

つきましては、システム上、やはり８,５００ぐ

らいという数字が出たんですけれども、その後、

玉名市内でお住まいの方、例えば親御さんが非課

税世帯、その子どもさんが玉名市内に住まれて課

税世帯で扶養に取られていると。そういったのは

内部のほうで抽出できるんですけれども、委員

おっしゃるとおり、市外に住んでいる方から扶養

を受けているという方もいらっしゃいます。そう

いった方は、やはり申告を基にこちらも調査をか

けて対応していると。そういった事務作業を行

なっております。 

○委員（大野豊重君） 申告を受けて調査をやっ
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たということだったんですけども、例えば、そう

いう世帯に対して電話連絡だとか、民生委員通じ

て何か確認をしたとか、そういう作業をやられた

ということでよろしいでしょうか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 例えば、市外の身内の方から扶養を受けている

というところであれば、他自治体へ照会をかけま

して扶養しているかどうかということを調査して

おります。 

○委員（大野豊重君） そこまでやられているの

であればよろしいかと思うんですけど、実際、そ

の扶養云云かんぬんというよりは、実際そこで生

活している方々が非課税世帯ということは、当然

その分の年収もないという、基準より下というこ

とになりますので、本来救わなきゃいけないとこ

ろにお金が行き届かないというのが一番ＮＧなこ

とだと思いますので、もしそういうのがイレギュ

ラーとして発生する場合にはしっかりと精査をし

ていただいて、判断をしていただきたいというふ

うに思っております。 

 続けて、８ページのナンバー６３、新型コロナ

ワクチンの接種で、先ほどの説明では１２歳以下

から６か月から４歳までとか３段階ぐらいあって

と、それの実績見込みがダウンしたということ

だったんですけども、実際その年齢区分ごとの見

積もってた接種数と実績の数というのを教えてい

ただければと思います。 

○保健予防課長（木村隆宏君） 保健予防課の木

村でございます。 

 今ちょっと手元に数値を持ち合わせておりませ

んので、当初計画との比較というところにつきま

しては、後ほど説明をさせていただいてよろしい

でしょうか。 

○委員（大野豊重君） それで構いません。 

 ここで私が一番心配していたのは、元々その計

画をして、例えば、年何回か計画して、例えば１

０回計画してて、それがもう後半戦で２回ぐらい

やらなかった。だから１０回中８回しかやらな

かった分の差異になってたのか。実際１０回やっ

たんだけれども、接種に来られる方が少なかった

のか。そこのところの懸念点を持ってたんですけ

ど、これあくまでもその１２歳のところの年齢区

分の対象の未実施の分というのがこの２億４,０

００万円という認識でよろしいでしょうか。 

○保健予防課長（木村隆宏君） 今回の減額の理

由というふうになりますけども、こちらにつきま

しては、当初、本市のほうで見込んでおりました

接種率との差でございまして、先ほどの質問にも

関連するわけでございますけども、これまでワク

チン接種につきましては、多くの接種を実施いた

しております。先ほど１２歳以上１回から５回ま

でというふうに申し上げましたけども、都度都度

精算をしているわけではございませんで、これま

で継続して接種を実施しておりますので、その差

につきましては、当初私どもが接種率の見込みと

しては７０％ほどを見込んでおりましたけども、

ここですみません、接種率を、現在の接種率を申

し上げてよろしいですか。 

○委員（大野豊重君） はい、お願いします。 

○保健予防課長（木村隆宏君） まず、１２歳以

上になりますけども、１、２回目の接種、これ初

回接種でございますけども、１回目の接種率でご

ざいます。１２歳以上全体でございますけれども、

８８.７３％、２回目でございますけども８８.４

９％、３回目の接種になります。こちらも１２歳

以上でございます。８１.７２％。 

そして、令和４年度に実施をいたしました４回

目接種になります。こちらは１８歳以上でござい

ましたけれども、５８.１２％。 

そして、オミクロン対応のワクチン接種を１０

月ごろから実施いたしておりますけども、こちら

につきましては、１２歳以上全体で５１％でござ

います。 

 続きまして、小児接種でございます。５歳から

１１歳でございますけども、１回目の接種率でご
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ざいます。１５.８１％。２回目接種、１５.１３

％。３回目接種、６.０３％。そして、６か月か

ら４歳でございます。こちらにつきましては、１

回目、２回目、３回目現在行なっておりますけど

も、１回目の接種率でございます。２.６２％。

２回目の接種率でございます。２.１９％。３回

目でございます。０.９％でございます。 

 もしよろしければ、先ほどの当初の計画と実績

につきましては、よろしければこの接種率に代え

させていただければというふうに思いますけれど

も。 

○委員長（多田隈啓二君） 大丈夫ですか。 

○委員（大野豊重君） はい、大丈夫です。大野

です。 

 １２歳以上のところですね、特にオミクロン二

価ワクチン以上のところが今半分、５０％という

のはちょっと驚きというか、私も一般質問のとき

に接種の期間が非常に受ける割合が減ってきてい

ますよという話をしてたんですけども、あと５歳

から１１歳と６か月から４歳児のところについて

は、一番下の４歳未満のところの３回目の０.

９％というのはちょっと別段として、それ以外の

ところは大体数値的には接種率が変わってないの

で、そこは親が１回打ったらもう次ということで

認識されているかと思いますので、実際、その接

種率が１２歳以上のところでかなりどんどんどん

どん下がってきている、分散接種のですね。そこ

のところの認識って何かどういうふうに考えられ

ているのかという、個人の見解で構いませんし、

あと、今後その５月の第５類からの部分において、

この辺の接種ってどうなっていくのか。予測って

どうされているのかなっていうふうなお伺いがで

きればと思います。 

○保健予防課長（木村隆宏君） 保健予防課の木

村でございます。 

 接種の状況でございますけども、こちらにつき

ましては、本市特有の状況ではございませんで、

全国的な接種でございまして、ちなみに私ども、

本市につきましては、国、また県に対しましては、

接種率のほうは若干上回っているところでござい

ます。 

 そして、やはり１、２回目の接種につきまして

は、これは新型コロナウイルスの発現によりまし

て相当危機感があった状況の中での接種率でござ

いますので、非常に高うございましたけども、そ

の後の接種につきましては、どうしてもやはり副

反応、特に若い世代につきましては、副反応等も

あったことから、やはり３回目、４回目の接種あ

たりに影響があり、接種率のほうが低くなってき

たというところがあろうかと思います。 

 ちなみに、６５歳以上の接種率につきましては、

これは相当高い数値を維持してきておりますので、

私どもといたしましては、このリスクが高い方々

の接種率が高い率で維持しているということはこ

のワクチン接種につきましては、非常に私どもも

期待している、効果を反映させる形にもつながっ

ているのかというふうに思っております。 

 それがまず１点目でございます。 

 ２点目の５類に類型が見直しをされた後の来年

度の接種の見込みでございますけども、こちらに

つきましては、やはり４回目接種あたり、こちら

につきましては、高齢者を中心に接種を行い、後

ほど若い世代にという形にございましたけれども、

今回も国につきましては、国民全体につきまして

は、秋の９月から接種を実施すると。そして、そ

の間、ハイリスク者でございますけども、高齢者

と基礎疾患の方につきましては、５月から間で追

加の接種を行なうという形になってくるというふ

うに思いますので、接種率につきましては、やは

り４回目、５回目あたりに近い形になるかという

ふうに想定はしておりますけれども、とにかくこ

のワクチン接種に特に影響がありますのは、その

背景となります、その時の感染状況というのもご

ざいますので、感染状況がそう高くなければ接種

率のほうは思ったよりも低くなる可能性もあろう

かというふうに思っているところでございます。 
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 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） はい、大野です。 

 実際、今感染状況が非常に下がってきていると

いうのは数字でも連日の報道でわかっております

のでよろしいかと思いますし、先ほどの答弁で後

遺症というか、接種時の副反応のところですね。

副反応のところで若者があんまり打たなかったん

じゃないのかなという御認識もあられたんですけ

ど、ここも一般質問の時に、国からの指導で言え

ませんていう内容だったかと思うんですけれども、

そんなに数がなければ僕はむしろそこは出して、

いやそんな問題ないんですよということでアピー

ルしていったほうがいいのかなとは思っておりま

すので、ワクチン接種自体が正しいのか。もしく

は、個人判断で控えたほうがいいのかとか、その

辺りは難しいところであるとは思うんですけども、

実質数も今は減ってきていますので、感染者がで

すね。なのでワクチン接種の影響もあろうかと思

いますので、また引き続き、そこのところはまた

令和５年度のほうでもまた予算立てられてますの

で、また当初予算のほうで別段で質問していきた

いと思います。 

 はい、ありがとうございました。以上です。 

○委員（松本憲二君） すみません、松本です。 

 ６ページ、この子ども医療費の助成が見込みよ

りも２,３００万円ほど上がったというのは、こ

れはそのコロナの影響ですかね。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 子ども医療費、過去の推移をお話してよろしい

ですか。 

 平成３０年１０月から子ども医療費の支払い方

法が償還払い方式から、一度医療機関の窓口で

払っていただく、後からお返しする償還払い方式

から現物給付の方式に変わっております。令和元

年度から推移を申しますと、決算額で令和元年度

が約２億３,６８０万円、令和２年度が約１億９,

７６０万円、令和３年度が約２億２,７７０万円

と推移しております。令和２年度は令和元年度の

８３.４％、令和３年度は令和２年度の１１５.

２％となっております。令和２年度については、

新型コロナ感染症の受診控えで低い数字となって

いると推測しているところです。 

今年度につきましては、４月から２月支払いま

でを昨年までと比較しますと、昨年度の１０７％

になっている状態です。子ども医療費については、

子育て支援課が払う時に、実は病名とかが書いて

ありません。金額だけ、あと入院とか外来とかの

やつなので、ちょっと詳細の中身はわかっていま

せんけど、今年度については、入院外が極端に増

えている状態です。外来が極端に増えています。

実は８月頃が上昇している傾向になっております。

８月というと、やっぱりコロナウイルス関連が結

構流行った時期ですので、やっぱりそれと何らか

の関わりはあるのかなと考えているところです。 

○委員（松本憲二君） 引き続きよかですか。 

 この保育所運営事業で物価高騰ということで、

これ保育所というのは、普通保育園とか、認定こ

ども園だけなんですか。学童とかはこれ入ってな

い。学童クラブとかは。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 これについては学童は入っておりません。 

○委員（松本憲二君） すみません、松本です。 

 これは結局国の指導なんですか、これは。その

県の指導なんですか。県が半分とか、市が半分と

かってさっきおっしゃったでしょう、財源に関し

ては。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 これについては、県の事業になります。 

○委員（松本憲二君） 県がじゃあこういうふう

にするから市が半分出してくださいみたいな感じ

で。じゃあその県のほうがもちろん学童保育は抜

きですよということでっていう通知があったから

こういう対応をしているということですよね。 
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○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 委員おっしゃるとおりでございます。 

○委員（松本憲二君） すみません、松本です。 

 これやっぱり保育ていうならば、この燃油高騰

で言うならば電気代とか光熱費というのはもちろ

んそのやっぱり学童もやっぱり対象になってくっ

とかなとやっぱり思うとですよね。だけん、やっ

ぱりその辺は、それは県のあくまでもあれだった

けん、市のほうからでもそういうその学童保育に

関してもやっぱりその辺は全体的に小学校とかそ

の辺には十分手厚い対策は多分なされておるとい

うのがあるけんがですね。やっぱり学童保育のほ

うもやっぱり市のほう、単独でもやっぱり考えて

いかんと、やっぱり子育て支援の面からですね、

その施設運営はやっぱり非常にこう今燃油高騰な

んかで電気代も上がってますんで、その辺はしっ

かり考えていただきたいなと思います。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 まず、４ページの３４番の高齢者等生活支援事

業なんですけど、これは見込みと実績をちょっと

教えてください。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

の瀬崎でございます。 

 まず、高齢者住宅改造事業につきましては、ま

ず、この事業についてなんですけれども。 

○委員（前田正治君） あのすみません、前田で

すけど、家族介護医療だけでよかです。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 家族介護医

療金に関しましては、見込みは１０件でございま

した。実績は４件でございます。差額が６０万円

の減額ということになります。来年度に関しまし

ては、実績を勘案しまして、５件あげさせており

ます。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、実績が少

なかけん減らせというのも一理あると思いますけ

ど、やっぱりこれは制度そのものをちょっと見直

して、より多くのところがこれを受給できるよう

な制度に改善せんといかんかなと思いますので、

それは今後そういう方向で改善方できるようにお

願いしときます。 

 続けて、６ページのナンバー４７、認可外保育

施設事業なんですけど、これは説明では対象施設

休園による事業費の減額ということになってます

けど、ここに通ってた園児は違うところに移った

ですかね、きちんと。入るところがないとか、そ

ういう状況はなかったですかね。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 対象施設が１園でしたけど、通われてた人数が

少なかったということで休園されております。そ

の方たちは他の施設に移られたと認識していると

ころです。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、続けて、

５０番なんですけど、さっき学童保育にも補助ば

せんとでけんという話があったですけど、これは

私立保育所、認可保育所に対しての支援でしょ、

物価高騰対策はですね。公立保育所３園について

は補正予算組まんでよかっですかね。どっかで組

んであっとですか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 公立保育園については、現予算で足りていると

いうことで補正は組んでおりません。 

○委員（前田正治君） 十分。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 電気代については、１２月補正を行なっている

ところです。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 じゃあ後は今の予算内でほぼ対応できるという

判断ですね。はい、わかりました。 

 続けて、７ページの生活保護総務費の中につい

てちょっとお尋ねしたいんですけど、生活保護、

今、マイナンバーカードの取得についてずっと推
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進が図られよっとですけど、生活保護をもらって

いる人たちのカードの申請率ていうのはどの程度

なんですか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 今ちょっと資料を持ち合わせておりませんので、

後ほど調査の上回答したいと思います。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、２月まで

に申請すればポイントをもらわれたでしょう。そ

のポイントに対する収入認定についてはどういっ

た扱いをされたんでしょうか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 厚労省の通達といいますか、ホームページにも

そういったマイナンバーカードを取得に関するポ

イントは収入認定しないというものがございまし

たので、収入認定はしておりません。 

○委員（前田正治君） はい、わかりました。

じゃあ後からちょっと申請率は教えてください。 

 ８ページのナンバー６４番の養育費医療給付事

業についてちょっと説明をお願いします。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 養育医療費については、早産とか未熟児のため

の入院されている方に対して補助を行なっている

ものです。それについてが償還が出てきたんです

けど、それ令和３年度に実際償還しているために

令和４年度減額したものでございます。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、令和３年

度にもう返しとっとばですよ、令和４年度の予算

に何であげてあったつかなと、素朴な疑問なんで

すけど、その予算書を作るときと、そこら辺の狭

間にあったつかな。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 当初の作成が１１月ごろに作成いたしますので、

実際、償還の通知が来たのが年末に来ておりまし

て、当初の予算の削減には間に合わなかったとい

う形です。 

○委員（前田正治君） はい、わかりました。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。どうぞ。 

○委員（近松惠美子さん） 近松です。 

 一つだけお伺いします。 

 ３４の先ほど前田委員の質問のあった家族介護

慰労金なんですけども、これ確か条件として介護

保険を利用していない家族だったですかね。この

対象の条件をちょっと。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

の瀬崎でございます。 

 家族介護慰労事業と申しますのは、常時介護を

必要とする重度の要介護４、５の高齢者の介護を

行なっている方に対して家族介護慰労金というこ

とで年間１０万円の支給を行なっているところで

ございます。 

 本市におきましては、４、５以外でも１年以上

居住されていて、４月１日現在、玉名市に居住さ

れていて住民基本台帳があられる方で非課税世帯

の方というところで、入院・入所なさらずに、こ

の期間を通算して６０日以上の入院とか、２１日

以上の福祉施設への入所等がなされなかった方に

対して支給を行なっているものでございます。な

ので、介護保険自体は受けていらっしゃる方とい

うことになります。 

○委員（近松惠美子さん） 私はデイサービスと

か、そういう公的なサービスを使ってない家庭と

いうふうにちょっと認識してたんですけど、デイ

サービスとかそういうのを使ってても出すという

ことなんですね。あんまり何ですかね、そしたら

対象者はすごく多くないですか。この４件じゃな

くて。その要介護４、５くらいで、一応家にいて、

入院・入所じゃなくて、そしてショートをどんど

ん使っているとか、そういう家庭っていうのはも

うちょっと多くはないですか。非課税に限るから

少ないんですかね。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

の瀬崎でございます。 
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 まず、広報掲載のほうで周知を行なっておりま

す、６月号で。申請の受付を７月に行なっており

まして、そういった形で広報をまず御覧になって、

広報での周知ということです。この入院に関しま

しては、６１日以上入院された場合はもう在宅で

１年以上見られているというふうにはみなさない。

または、２１日以上の福祉施設、例えば、ショー

トステイなど、短期入所のある場合につきまして

は対象外、ずっと家の在宅で１年ほとんど見てい

らっしゃる方が対象になります。どうしても要介

護４、５のかなり介護を必要とする方につきまし

ては、入所されたり、入院されたり、非常にそう

いった方のほうが多いため人数が４名という少な

い人数かと思います。なので、前田委員がおっ

しゃるように、このところの条件を少し緩和して

はどうかというようなお話ですので、またこれ以

降ですね、ちょっと課内のほうでも検討はしたい

と思います。 

○委員（近松惠美子さん） 近松です。 

 家族介護に対して条件を緩めるのはいいかもし

れないですけど、出費を抑えるために家でそうい

う、家族の愛情とか、家で見てあげたいというの

で家で見ている家庭と、それから、出費がすごく

嵩むから家でみるというふうな家庭もあるんじゃ

ないかと思うんですね。そういう意味であまり家

族介護に対してこういう慰労金出すということは、

本人がいい介護を受けれるかどうか、どっちがい

いかわからないというふうな考えもありますよね。

その辺を両方考えた上で今後のことを考えていた

だきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。はい、どう

ぞ。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

 ４ページの２９番の県補助金決定に伴う財源組

み換えってあるんですけれども、ちょっと疑問に

思ったのが重度心身障がい者医療給付費補助金と、

これとても大切な補助金だと思うんですよね。こ

れがそのもらえたりもらえなかったりする。これ

県の話ではありますけれども、予算が付いたり付

かなかったりするというのはちょっとこれも市の

ことじゃない、県の立場であるんでしょうけども、

県に対しても私自身不信感を持ってしまうんです

が、こういうことがやっぱり毎年起こるんでしょ

うか。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課の小

山です。 

 この重度心身障がい者医療費助成事業の財源の

県の補助金の３００万６,０００円の減額につき

ましては、この補助の対象期間というのが暦年で

ございます。補助の対象は暦年、私どもが執行す

る歳出のほうは年度でございますので、その辺の

ずれがございまして、歳出は補正はございません

けれども、財源のほうがその分、暦年で換算した

ときに減額が出たということで、交付決定が出た

ということで減額をしておるところでございます。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） ごめんなさい、暦年とい

う意味がわからないのですが。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課の小

山でございます。 

 暦年と言いますのは、１月から１２月までを補

助の対象期間というふうになります。それですの

で、今回減額している分につきましては、令和４

年の１月から令和４年の１２月までの対象期間に

なりますので、年度が多少ずれるというようなこ

とでの差異でございます。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） ということは、町として

は特に困っていないというか、受けている人も

困ってはいないということなんですよね。特に

減っているとか、増えているということでもない。 

 はい、わかりました。ありがとうございます。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） すみませ

ん、くらしサポート課、平田です。 
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 先ほど前田委員から御質問の生活保護受給者の

マイナンバーカード取得についてでございますけ

れども、令和４年の１１月３０日時点の数になり

ますが、被保護者数４９６名に対して１７９名の

取得、保有率にすると３６％が１１月末の数字に

なります。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

 今、質疑の途中でございますが、１時間近く会

議経ちましたので、議事の都合により、暫時休憩

いたします。再開は１１時に再開ということでお

願いします。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午前１０時５２分 休憩 

午前１１時００分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（多田隈啓二君） それでは、休憩前に

引き続き会議を開きます。 

 次に、議第２号令和４年度玉名市国民健康保険

事業特別会計補正予算（第４号）を議題といたし

ます。 

 執行部の説明を求めます。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 予算資料の２６ページをお願いいたします。 

 議第２号令和４年度玉名市国民健康保険事業特

別会計補正予算（第４号）について御説明します。 

 １番、国保一般管理費４２８万５,０００円の

減額は、職員分の人件費の調整でございます。 

 ２番、一般分療養給付費分１億１,３８０万円

の追加は、保険給付の増額を見込むもので、コロ

ナ禍の受診控えのリバウンドが続いて今増加に転

じていること。それから、入院等の医療の高度化

などの影響によるものでございます。 

 ３番、一般被保険者医療給付費分から７番、介

護納付金分まで国民健康保険事業納付金３,８３

０万１,０００円の減額は、令和４年度納付金の

確定に伴うものでございます。 

 また、今回補正額の財源でございますが、主に

財源調整としまして令和３年度の繰越金でござい

ます。 

 以上で、議第２号令和４年度玉名市国民健康保

険事業特別会計補正予算（第４号）の説明を終わ

ります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で、執行部の説

明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第２号について、質疑及び委員間討議ありま

せんか。 

○委員（西川裕文君） 西川ですけども、２款の

一般分療養給付額の中で、県の普通交付金が５億

７,３００万円減額になっているのはどういうこ

とですか。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 これは、今回の補正で繰越金で財源調整として

使ったときに、これに匹敵する額を補正するのが

この普通交付金ぐらいしかないんですよ。この調

整するための、はい。こういう大きい額というの

が普通交付金、このあたりしかないもんですから、

ここから調整をかけているということです。 

 繰越金を含めた一般財源のところ、一般財源の

部分というのが繰越金がだいぶ含まれるんですよ、

かなり、６億円ほど。それに匹敵するだけの要は

多いところを減らす必要が出てきますので、それ

だけを動かせるところというのがこの普通交付金、

この辺ぐらいしかないんですよ。予算の科目の中

で。特会の科目の中で。ここぐらいしかございま

せんので。 

 わかりましたかね、わからないですか。 

○委員（西川裕文君） ということは、県から来

る交付金をもらわんごつなるわけですかね。 
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○保険年金課長（松下 匡君） 形的にはそうは

なるんですけど、これあくまでも調整というとこ

ろで考えてもらいたいです。 

 給付金自体は、医療給付費に充てられた分につ

いては県から全額後で入ってきます。だから、今

回は補正の段階での話でございますので、あくま

でもそういうふうに捉えていただければと思いま

す。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、同じよう

な質問だったですけど、一般被保険者療養給付が

増えればですよ、当然、県からの交付金も増えて

くるわけですよね。だけん、言いなはるように、

当面は一般財源で代わりはしとるばってん、この

分な後から県からの普通交付金で来るということ

ですよね。よかっですよね。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 はい、そのとおりでございます。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

これより討論に入ります。議第２号について討

論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 討論なしと認めます。 

これより採決に入ります。議第２号令和４年度

玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４

号）については、全員一致をもって可決すること

に御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第３号令和４年度玉名市後期高齢者医

療特別会計補正予算（第３号）を議題といたしま

す。 

 執行部の説明を求めます。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 予算資料の２６ページの下段から２７ページま

でにまたがります。資料２７ページのほうをお願

いします。 

 議第３号令和４年度玉名市後期高齢者医療特別

会計補正予算（第３号）について御説明します。 

 １番、後期高齢者医療広域連合納付金１億３,

０７４万７,０００円の減額は、被保険者保険料

負担金の実績見込み及び保険基盤安定負担金の確

定に伴うものでございます。 

 令和４年度から５年度に係る保険料につきまし

ては、引き上げ改定ということになっております

が、その後、広域連合において積算の見直し、引

き上げ幅の修正が行なわれたことによりまして、

その分の影響があったものでございます。 

 ２番、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な

実施事業１２１万９,０００円の減額は、人件費

の実績見込みに伴います一般会計操出金の調整で

ございます。 

 以上で、議第３号令和４年度玉名市後期高齢者

医療特別会計補正予算（第３号）の説明を終わり

ます。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で、執行部の説

明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第３号について、質疑及び委員間討議ありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 質疑及び委員間討議

なしと認めます。 

これより討論に入ります。議第３号について討

論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 討論なしと認めます。 

これより採決に入ります。議第３号令和４年度

玉名市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

については、全員一致をもって可決することに御



 

 －13－

異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第４号令和４年度玉名市介護保険事業

特別会計補正予算（第４号）を議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

の瀬崎でございます。 

 予算資料の２７ページをお願いします。 

 議第４号令和４年度玉名市介護保険事業特別会

計補正予算（第４号）について御説明いたします。 

 第１表歳入歳出予算補正、２７ページの一番下

段、１款の総務費の計９２０万円の減額をお願い

するものです。主なものは２番、認定調査費等は

６４６万３,０００円の減額でございますが、こ

れは新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点

から認定調査が困難な場合、更新申請のみ認定申

請を行なわず、現在の有効期間を１年延長するこ

とが可能となっており、その分の主治医意見書の

手数料が不要となったためでございます。 

 次に、２８、２９ページをお願いいたします。 

 ２款保険給付費につきましては、２９ページの

一番下、下段、全体として補正額はありませんが、

サービスごとの実績見込みにより調整しておりま

す。傾向といたしましては、居宅サービスの増加、

施設サービスの減少がありました。 

 次に、３０ページ、４款地域支援事業費、計６

０４万３,０００円の減額をお願いするものです。

主な事業は、２３番、一般介護予防事業で通いの

場の運営サポーター等に関する報償費を実績見込

みにより減額するものでございます。 

 次に、５款基金積立金、２６番の介護給付費準

備基金積立金で１億３,５０８万円を積み立てる

ものでございます。これは令和４年度の国・県か

らの歳入増分と、令和３年度の繰越金から償還金

を差し引いた余剰分を基金へ積立てするものでご

ざいます。 

 以上で、議第４号令和４年度玉名市介護保険事

業特別会計補正予算（第４号）の説明を終わりま

す。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で、執行部の説

明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第４号について、質疑及び委員間討議ありま

せんか。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、３０ペー

ジのナンバー２６番の介護給付準備基金積立金に

ついてなんですけど、これに関連してですね。介

護保険第９期計画は今５年度だけん６年度からで

すかね。６年度の見直しをするにあたって、この

積立金の使い道もより考慮されるということです

ね。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

の瀬崎でございます。 

 委員のおっしゃるとおり、この基金積立金のほ

うを考慮した上で９期計画で保険料の設定をした

いと思っております。 

○委員（前田正治君） はい、わかりました。 

前田です。 

 予算書見ると何か介護給付基金もだいぶ貯まっ

てきたなと思って。５年度末残高見込みがおよそ

５億円になる計画になっとるけどですね。十分時

期保険料算定にあたってはこの辺を考慮してもら

いたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

これより討論に入ります。議第４号について討

論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 討論なしと認めます。 

これより採決に入ります。議第４号令和４年度
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玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

については、全員一致をもって可決することに御

異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第９号令和５年度玉名市一般会計予算

を議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

の瀬崎でございます。 

 それでは、議第９号令和５年度玉名市一般会計

予算、健康福祉部所管の各課長より主なものにつ

きまして御説明いたします。 

 はじめに、予算資料の１５ページでございます。 

 １１６番、成年後見制度利用促進中核機関設置

運営事業は、新規事業で５８万６,０００円を計

上しております。主に成年後見制度中核機関運営

協議会を設置するための運営協議会委員の報酬及

び市民後見人養成講座開催事業委託等の費用でご

ざいます。 

 財源としましては、県の権利擁護人材育成事業

補助金８万７,０００円でございます。 

 この事業は、要支援者の権利擁護の支援等に関

すること。成年後見制度の利用促進に関すること。

中核機関の運営及び活動方針並びに事業計画に関

することなどを協議し、事業を展開していくもの

でございます。 

 以上でございます。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課、小

山でございます。 

 予算資料１６ページをお願いいたします。 

 １２７番、障がい児通所給付事業２億１,０１

６万８,０００円の計上でございます。こちらは

知的障害、発達障がい等で療育が必要な児童の放

課後等デイサービス等の福祉サービスによる通所

支援に要する経費でございます。 

 財源としましては、国２分の１、県４分の１の

財源がございます。 

 続きまして、１３１番、発達障がい児者及び家

族等支援事業３８万５,０００円につきましては、

これは新規事業でございます。先ほど１２７番で

申し上げました障がい児通所給付事業の年々増加

をしておりますけれども、そのために家族等の困

りごともかなり増えてきている状況で、この事業

を新規事業として取り上げているところでござい

ます。 

 内容としましては、ペアレントトレーニング事

業というものを実施したいと思います。このペア

レントトレーニングというのは、保護者の方々が

子どもとのよりよい関わり方を学びながら日常の

子育ての困りごとを解消し、子どもの発達促進や

行動改善を目的とした保護者向けのプログラムで

ございます。このペアレントトレーニングを行う

ことにより、保護者の孤独感を提言、子どもへの

適切な対処技術を獲得し、育児への自信を回復す

ることを目指すものでございます。 

 また、発達特性を持つ子どもの混乱が減り、二

次障がいに至る可能性を減らすことも併せて目指

しております。 

 内容としましては、１クール６回のプログラム

でございまして、年間２クール実施をする予定で

ございます。 

 対象は、市内在住の発達障がいを持つ児童の保

護者で、全６回をすべて参加できる方でございま

す。これは原則３歳児から小学校２年生までの診

断を持っている児童ということで考えております。 

 定員は今申し上げましたとおり６名でございま

す。 

 講師は、熊本県北部発達障がい者支援センター

の職員の方に来ていただきます。 

 場所が玉名温泉旅館を活用したいというふうに

思っております。 

 時間帯は平日の午前１０時から２時間ほどを予

定しております。 

 財源につきましては、国２分の１、県４分の１
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の財源がございます。 

 続きまして、予算資料１７ページをお願いいた

します。 

 １４０番、岱明コミュニティセンター管理運営

事業でございます。２,５６７万６,０００円を計

上しているものでございます。 

 こちらは、岱明コミュニティセンター「潮湯」

の管理運営に係る経費でございまして、まず、指

定管理業務委託で２,１８０万円。令和５年度か

ら指定管理者の変更があっておりますけれども、

今までの管理運営に併せて、松原海岸をより活性

化していただくというような業務も入っておりま

すので、前年度よりも多少上がってきているもの

でございます。 

 併せて、修繕料としまして３８７万６,０００

円計上しておりますけれども、脱衣所のトイレ洋

式化でありますとか、浴室の排煙窓、それと休憩

室等の空調の改修を実施するものでございます。 

 総合福祉課からは以上でございます。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

の瀬崎でございます。 

 続きまして、１４３番、天水老人憩の家管理運

営事業は１,９５４万２,０００円をお願いするも

のです。 

 天水老人憩の家は、老朽化が激しく、玉名市公

共施設長期整備計画の中で令和４年度に基本設計、

令和５年度に実施設計、令和６年度に閉館をいた

しまして改修工事の実施を予定しております。 

 現在、御利用される住民への説明等を経て、令

和４年度の基本設計が完成したところでございま

す。 

 予算の内容といたしまして、指定管理業務委託

料として１,２９３万１,０００円、中規模改修実

施設計業務委託６２７万３,０００円でございま

す。この設計業務に関する財源としまして、社会

福祉施設設備事業の６２０万円を予定しておりま

す。 

 以上でございます。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 １８ページをお願いいたします。 

 １６４番、子ども医療費助成事業２億８,５８

３万１,０００円でございますが、令和５年４月

から子ども医療費の助成対象を中学校終了前から

高等学校終了前に拡大いたしますが、その子ども

医療費助成に要する経費でございます。 

 財源につきましては、県の補助で入院が義務教

育、中学校終了前まで。入院外が就学前までの県

で定めている基準額を超える部分の２分の１補助

となっております。 

 続きまして、１７０番、低所得者の子育て世帯

支援給付金事業その他世帯１,０６４万６,０００

円でございますが、低所得の子育て世帯に対し児

童世帯の生活環境改善を図るための給付金の支給

に要する経費でございます。１世帯当たり２万円、

第２子以降、１人当たり５,０００円を加算して

給付し、対象世帯３２５世帯へ令和５年６月に支

給する予定としております。 

 財源につきましては、県の全額補助でございま

す。 

 続きまして、次のページ、１７３番、低所得者

の子育て世帯支援給付金事業、ひとり親世帯１,

３９５万４,０００円でございますが、先ほど御

説明した事業と同様で、低所得のひとり親の子育

て世帯に対し、児童世帯の生活環境改善を図るた

めの給付金の支給に要する経費でございます。 

 その他世帯と同様、１世帯当たり２万円、第２

子以降１人当たり５,０００円を加算して給付し、

対象世帯５８２世帯へ令和５年５月に支給する予

定としております。 

 財源については、県の全額補助でございます。 

 続きまして、１８１番、待機児童解消事業３億

９,７５０万６,０００円でございますが、待機児

童解消に係る保育所整備及び認可外保育所利用者

への支援に要する費用でございます。 

 主なものとしまして、令和５年度に整備予定の
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岱明幼稚園整備事業補助３億１,５８６万１,００

０円で、事業費に対する負担割合は国２分の１、

市４分の１、事業主４分の１でございます。 

 以上でございます。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 引き続き、１９ページからお願いします。 

 １８８番、社会保障税番号制度事業の３２８万

６,０００円は、生活保護医療扶助オンライン資

格確認事業の導入に係るもので、主なものとして、

システム改修業務委託１７６万円、レセプト管理

システム等の資格確認連携サービスなどの使用料

６３万８,０００円です。 

 この事業は、令和６年４月からの国の本格運用

を目指しており、財源といたしましては、国の社

会保障税番号制度システム整備費補助金として全

額補助されるものでございます。 

 次に、２０ページをお願いします。 

 １９０番、生活保護扶助事業の８億６,７６０

万円は、令和２年度途中から被保護者世帯が減少

し、その後、同水準で移行していることから、前

年度当初予算８億７,０００万円とほぼ同額を見

込むものです。 

 以上でございます。 

○保健予防課長（木村隆宏君） 保健予防課の木

村でございます。 

 引き続き、２０ページ中段をお願いいたします。 

 １９６番の献血事業４４万円は、主に令和５年

度より新たに取り組みます骨髄等移植ドナー助成

金の４０万円でございまして、ドナー登録の拡大

及び骨髄等提供しやすい環境づくりの推進のため、

公益財団法人日本骨髄バンクが実施する、骨髄バ

ンク事業において、骨髄等の提供を完了した無給

による休暇取得のドナーに対して助成するもので、

骨髄等の提供に係る通院・入院または面談に要し

た日数に応じて１日当たり２万円を助成するもの

でございます。 

 また、骨髄等の採取を完了したドナーに対して、

有給のドナー休暇等または有給休暇を付与した勤

務事業所に対しては、１日当たり１万円を助成す

るものでございます。 

 なお、この事業の財源は、県の骨髄移植ドナー

助成支援事業補助金として２分の１である２０万

円が交付されるものでございます。 

 続いて、１９７番の地域医療体制整備事業７億

３,１２４万８,０００円で、主なものは、玉名市

玉東町病院設立組合運営費負担金の７億６００万

円、熊本県北病院小児医療体制支援負担の１,８

００万円でございまして、玉名市玉東町病院設立

組合運営費負担金につきましては、先ほど一般会

計補正予算（９号）で説明いたしましたが、地方

交付税の基準財政需要額の令和５年度見込み額で

ございます。 

 また、熊本県北病院小児医療体制支援負担金に

つきましては、小児医療体制を充実させるため、

小児科医４名のうち、医師１名分を確保するため

玉名市及び玉東町負担分のうち９割に相当する費

用を本市が負担するものでございます。 

 それでは、２１ページをお願いいたします。 

 ２１０番の新型コロナウイルスコロナワクチン

接種事業２億５,８１４万１,０００円は、新年度

に実施いたします新型コロナワクチン接種に要す

る経費ですが、これまで同様、市内の医療機関が

実施する個別接種を基本にして集団接種で補完す

る体制を可能とする予算立てを行なうものでござ

います。当初予算要求の段階では、令和５年度の

ワクチン接種計画を国は示しておりませんでした

が、先週末に国から詳細なワクチン接種の実施体

制につきまして情報が提供されましたので、今後、

オミクロン株の２回目接種を具体的に計画してい

くことになってまいります。 

 なお、この事業の財源は、国の新型コロナウイ

ルス接種対策負担金として１０分の１０の１億３,

６４９万６,０００円及び新型コロナウイルスワ

クチン接種体制確保事業補助金として１０分の１

０の１億１,９１１万２,０００円が交付されるも
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のでございます。 

 保健予防課からの説明は以上でございます。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 飛びまして、２７ページをお願いします。 

 ３２１番、消費生活センター事業の３７６万８,

０００円は、例年実施している弁護士無料法律相

談業務委託等のほか、例年成人式会場での消費ト

ラブル防止啓発費に加え、来年度は啓発パンフ

レットの配布、また、市民へより一層の普及と経

年劣化等での張り替えに対応するため、訪問販売

お断りステッカーの増刷を行なうものです。 

 以上で、健康福祉部所管に係る議第９号の説明

を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で、執行部の説

明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第９号について、質疑及び委員間討議はあり

ませんか。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども、２点ほ

どお尋ねします。 

 まずはじめに、１６ページの１３６番、老人ク

ラブの補助金についてですけども、この割り振り

といいますか、割合を説明をお願いします。 

 それと２０ページの１９７番、県北病院の小児

医療体制の１,８００万円、先ほどちょっと説明

ありましたけれども、この県北病院にて小児科の

時間外かな、こういうとこの説明をちょっとお願

いします。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

の瀬崎でございます。 

 １３６番、老人クラブ支援事業の割合とおっ

しゃいましたけれども、割合というのはどういう。 

○委員（中尾嘉男君） 各町に配分しよっでしょ

う。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 町の割合で

すか。 

○委員（中尾嘉男君） うん。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 各町の割合

ですね。 

○委員（中尾嘉男君） うん。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 申し訳ござ

いません。各事業ごとにこの事業を行ないますと

いって各老人クラブのほうから申請があがってく

るものでございますので、どの町に何割、どの町

に何割とか、玉名市に何割というような割合とい

うのはないんですけれども。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども、以前は

何か各町のほうに交付しよったでしょう。その中

からいろんなそこの各町でいろんな活動をされて、

中で配分されよったっじゃなかっですか。今違う

とですか。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

の瀬崎でございます。 

 各老人クラブの中で連合会の補助金等とふれあ

い＆ヘルプ事業補助金と健康づくり事業補助金と

連合会本部分等の補助金というのはございますが、 

連合会補助会の分の中の内訳っていうことでござ

いますかね。連合会補助金が全体で３８０万円ほ

どございますけれども、この分の町の振り分けと

いうことでございますか。少々お待ちください。 

 申し訳ありません。すぐに資料が出ませんので、

後で御説明します。 

○保健予防課長（木村隆宏君） 保健予防課の木

村でございます。 

 ２０ページ、１９７番の熊本県北病院の小児の

関係で、時間外につきましては時間外の体制とい

うことでよろしいでしょうか。 

○委員（中尾嘉男君） はい。 

○保健予防課長（木村隆宏君） 小児医療の体制

でございますけれども、２４時間の体制を取って

おるところでございますけれども、２４時間と言

いましても２４時間常駐しているわけではござい

ませんで、オンコールという制度でございまして、

２４時間、勤務時間外につきましては、もし緊急

な場合がございましたら、連絡がすぐ取れる体制
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を取っておりまして、電話が入り次第、駆けつけ

るという形で２４時間の体制を取っているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども、ちょっ

と以前は、何年か前だったかな。１１時だったか

１０時かちょっとわからんけども、そのくらいま

では常駐されて、今その課長の説明のように医師

を電話あたりで呼んで、それが先ほど私が申した

ように、時間はちょっとはっきりわからんけども、

その以後は何か熊本のほうに搬送するとかいうこ

とだったけども、今そういうことじゃなかつね、

今現在は。これ私が言いよっとは中央病院のとき

の話たいね。県北になってからちょっと話を聞か

んもんだけん。 

○保健予防課長（木村隆宏君） 保健予防課の木

村でございます。 

 中尾委員がおっしゃったとおり、２３時で基本

的には切り替えを行なうということで、他の病院

には搬送というところございますけども、しかし

ながら、状況に応じては電話で駆けつけるという

こと、電話での状況の確認という形は取れる体制

を取っているというところは伺っているところで

ございます。 

○委員（中尾嘉男君） じゃあ、以前のように、

熊本あたりの病院に送るとかそういうことは未だ

もってありよるわけね。 

○保健予防課長（木村隆宏君） 保健予防課の木

村でございます。 

 はい、そこの部分はあってはおります。 

○委員（中尾嘉男君） もう何か前は、もう１１

時以降は受付がだめだっただろうと思うとたいね。

そっで、なら今は１１時以降でも受け付けはされ

るわけね。 

○保健予防課長（木村隆宏君） 保健予防課の木

村でございます。 

 オンコールでの対応はいたすというところで

伺っておりますので、具体的に病院のほうですべ

てを他の病院にという形を取っているのかどうか

はちょっと実際私も確認をしてませんけれども、

２４時間での連絡が取れる体制を整えているとい

うことでは伺っているところでございます。 

○委員長（多田隈啓二君） どうぞ。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 申し訳あり

ません。先ほどの老人クラブの連合会の補助金で

すけれども、各支部ごとに申し上げますと、玉名

は９６万５,０００円、岱明が６３万５,０００円、

横島が１６４万３,０００円、天水が５８万２,０

００円でございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾です。 

 ありがとうございました。何か横島が断トツ多

かごたるばってん、いろいろその中で活動が主に

頻繁にされよっとかなという解釈でいいですかね、

これ。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

の瀬崎でございます。 

 確かに横島の老人会の方はかなり積極的に活動

をされてはいらっしゃいます。 

○委員（中尾嘉男君） はい、いいです。 

○委員（坂本公司君） すみません、坂本です。

いくつかあります。すみません。 

 １９６番の献血事業についてなんですけど、こ

の４４万円は多分年間２人分ぐらいだと思うんで

すけど、言われてましたかね。大体県で年間何人

ぐらいがそのドナーになられているのかお聞きし

ます。 

○保健予防課長（木村隆宏君） 保健予防課の木

村でございます。 

 ドナーの登録状況でよございますか。 

○委員（坂本公司君） その何ちゅうかな、提供

されたという。 

○保健予防課長（木村隆宏君） 骨髄移植という

ところでございますか。 

○委員（坂本公司君） 移植、はい。 

○保健予防課長（木村隆宏君） 熊本県での骨髄

移植の現状でございます。ちょっと把握してます
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のが令和２年度まででございますけれども、実績

といたしましては、令和２年度で１３件でござい

ます。ちなみに令和元年度が１４件、平成３０年

度が１６件でございます。 

 以上でございます。 

○委員（坂本公司君） はい、坂本です。 

 大体玉名でも多分年間に１人とかぐらいかなと

思うんですけども、たまたま僕の同級生が２年ぐ

らい前にこのドナー提供をして、こういう補助が

なかったということでちょっと御相談するんです

けど、この事業ができてありがたいなと思います

ので、周知のほうをよろしくお願いします。 

 それとすみません、続けてお願いします。 

 １３１番の発達障がい児家族支援事業なんです

けども、この講師の方が来られてこの説明をされ、

トレーニングをされるんですけども、６名以上は

できないのかなと。簡単に考えるとその講師の先

生がこういうその勉強されるので、もう少し人数

が多くできないのかなと思ってお尋ねします。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課長の

小山でございます。 

 講師であられますワッフルさんとも協議をしま

したところ、他の自治体でも実施をされている状

況の中で、少人数でこの講座を実施されておりま

す。その理由としましては、よりきめ細やかなそ

のお母さんお母さんごとに合った対応をするとい

うようなことかと思いますので、私どももそうい

う少人数で実施をやっていこうという考えでござ

います。 

 以上です。 

○委員（坂本公司君） はい、坂本です。 

 その講師の方のやり方がそうであればそれで仕

方ないとは思うんですけども、かなりやはり発達

障がいのお子さんの数が増えていらっしゃること

はもちろん把握されていると思いますけども、や

はり保護者の方がやはりすごくいろんな精神的に

困っていらっしゃるところがあると思いますので、

研修の回数を増やすなりやっていただきたいなと

思いますので、よろしくお願いします。 

 すみません、最後に一つお尋ねをします。 

 １１６番の成年後見人制度についてなんですけ

ども、簡単に認知症だったり、精神疾患だったり

とかする方に対することだったと思うんですけど

も、例えば、まだ４０代、５０代だったりとかし

て精神疾患があられて、でも、身寄りが誰もおら

れない場合とかに対して、その誰が、結局、精神

疾患の方はそういう制度も知らなかったり、そう

いうことに何というかな、反発されたりとか、そ

ういう方に対してはどういったアプローチとかが

できるのかなという質問なんですけど。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

の瀬崎でございます。 

 この事業は新規事業ということになりまして、

今、委員がおっしゃったように、かなりそういっ

た方が増えていて、どういうふうな対応をしたら

いいのかという相談、そういったところも、そう

いう窓口というのもなかったのかなというところ

がございます。なので、そういったこの中核機関

をつくるというところで、まずはその相談窓口に

あたるところに相談していただくということ。 

 それから、やはり認知症の方とか判断能力がな

い方につきましては、やっぱり成年後見をつけて

きちんとした金銭管理等を行なっていく必要があ

るというところでしております。 

 ただ、御本人の病識とか、診断がない方につき

ましてはなかなかどこまでできるかなというとこ

ろではございますが、来年度しっかり相談窓口を

開けたいなと思っているところでございます。 

○委員（坂本公司君） 坂本です。 

 例えば、その近所の方とかが、いや、あの方多

分困っていらっしゃると思うんでとかと言っても、

市としてそういう強制的じゃないけども、そうい

う対応はできないということですよね。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

長、瀬崎でございます。 

 あくまでも御本人の尊厳が一番大切なものです
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ので、その方が拒否された場合等は介入するのは

非常に厳しい部分があるかと思います。もちろん

わからずに拒否されているのか、ちゃんと判断を

持って嫌だと言われているのか、そういったそう

いうところは確認をしていかなければならないの

かなとは思います。 

○委員（坂本公司君） 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。はい、どう

ぞ。 

○委員（田浦敏晴君） 田浦です。お世話になり

ます。 

 １７３の低所得者子育て支援事業の件なんです

けど、子育て世帯、ひとり親の世帯に２万円給付

するということだったですけど、それは起算日か

なんかがあるんですか。この時点でこうだったら

とかっていうのが。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 令和４年度の国の低所得の子育て世帯支給支援

給付の受給者が対象となっておりまして、令和４

年４月分の児童扶養手当を受給している者が対象

でございます。そのほかに転出とかあると思いま

すので、その分が減ってくるという形です。 

○委員（田浦敏晴君） すみません。例えば、９

月とか１０月ぐらいにひとり親になった場合とか

は、そういった場合はその支給はどうなるんです

か。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 その分は追加して支給していますので、その人

たちも支給するようにしています。 

○委員（田浦敏晴君） じゃあ年間で月割りみた

いなのができるっていう解釈でいいですかね。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 月割りというか、もう該当すれば支給している

状況でございます。 

○委員（田浦敏晴君） じゃあこの１７０万円の

何かな、低所得者も一緒ですかね。ひとり親。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 そうですね、一緒で児童手当を受給している方

が一緒に支給することになります。 

○委員（田浦敏晴君） はい、わかりました。あ

りがとうございました。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。はい、どう

ぞ。 

○委員（近松惠美子さん） 近松です。 

 １８ページの１６４の子ども医療費の件なんで

すけども、２億円、約３億円近くのお金を出しな

がらも、あまり詳しいどういう疾病が多いのかと

かいうことがわからないというのは、ちょっと何

ですかね、それでいいのかなと思っちゃうんです

けども。これは何かの補助金でもあればいいんで

すけど、これを分析、医療費分析するということ

はできないんですか。どういう病気が多いのかと

か、と言いますのは、私たちの年代って、もう小

学校の時に、多分皆さんそうだと思うけど、もう

数回しか病院に行ってないんですよね。だから、

今の子どもたちっていうのは、１人当たり幾ら

使っているのか。そして、小学生は幾らなのか。

中学生は幾らなのか。どんな病気をしているのか

と、そういうことをやはりちゃんと情報を知って

おかないと、そしてまた、これが増えていくのか

どうか、１人当たりが。そういうところをやっぱ

り見ていかないと、国保もそうですし、後期高齢

者もそうですけど、医療費で本当にもう、本当は

後期高齢者の保険料も上限が上がったわけですよ

ね。保険料の負担にかかってくるもんですから、

やはり小さい時にそういう習慣つけとかないとい

けないんじゃないかなと思うんですよね。こない

だ看護系の参議院議員と話をしたんですけども、

やはり鼻水一つ垂らして病院に行くような状況で

は医療費もたないと。やはり家庭看護というのを

普及させていかないといけないねというふうなこ

とを言われたんですけども、そのためにも一つは
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医療費分析をするということ。もう一つは、やは

り身寄りに係ることの多い保健師とかがきちっと

やっぱり家庭看護、看護の基本というのがナイチ

ンゲールが家庭看護の基本というのを言っている

わけですから、それをきちっと学んで教えていく

ということが、２つがこれからの時代必要かなと

思うんですけど、そういう面で医療費分析ができ

ないのかどうかお伺いします。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 現段階では医療費分析は難しい状況でございま

すが、近松委員が言われることは最もだと思いま

すので、できる限り医療費分析ができるような体

制を取っていかなければならないかと思いますの

で、今後検討してまいりたいと思います。 

 また、医療費抑制とかは子育て支援課だけでは

できないもんですから、横断的にその資料を共有

できたらと思っております。 

 以上です。 

○委員（近松惠美子さん） 近松です。 

 ぜひ、できるところだけでいいので、せめて未

満児は平均幾らかかっているのかとか、国レベル

での何か情報があって、どうも月１回ぐらいはか

かっているのかなっていう覚えがあるんですけど

も、月１回も病院に行くのかっていうのが私の年

代からしたら驚きなんですけど。小学生は平均幾

らかかっているのか。今度取り組む中学生はまた

幾らかかっているのか。そして、それが経年的 

に見てどう増えていくのかということを、私、７、

８年前にお願いしたんですよね、その医療費はど

ういうふうに個人負担、子どもの医療費、１人当

たりがどのくらい増えていくのか。そういう数字

を国が求めなくても内部で経年的に見ていくって

いうことが必要じゃないかということをお話した

んですけども、いろんなことでそのままになって

いるかと思うけども、お願いしたいと思います。 

 その辺で保健師のほうも、木村課長にお伺いし

たいんですけども、ちょっと話は飛ぶんですけど

も、健診の何ですかね、再通知みたいなことを今

幾つかされているんですか。健診のお知らせきま

すよね。それは後期高齢者のほうの健診かしら。 

○保健予防課長（木村隆宏君） 保健予防課の木

村でございます。 

 健診の未受診者につきましては、受診勧奨の通

知のほうを発送いたしております。 

○委員（近松惠美子さん） これは私個人の考え

じゃあるんですけども、保健センターも遅くまで

電気がついてて、市役所どの部署もそうですけど、

仕事が本当に大変だということを課長のほうから

も聞いておりますので、何に力を入れなくちゃい

けないかというと、病気にならない方法を教える

ことが大事なんであって、その私は、忙しいなら

未受診者通知をする必要はないって思っているん

ですよ。こんなにみんなが病院に行ってる中で、

後期高齢者は９５％ぐらい病院に行っているって

言いますもんね。そして、健診でわかることって

いうのは１００％じゃないわけですよね。便秘が

わかるわけじゃないし、不眠がわかるわけじゃな

いし、ストレスがわかるわけじゃないし、その健

診を主体としたところから少し考えを変えて、エ

ネルギーをもうちょっとその辺をやめて、そうす

ると人手も金も余りますし、やはりその丈夫な体

づくりというところにもうちょっとシフトできな

いものかなというふうに思うんですけど、どうで

しょうか、課長。 

○保健予防課長（木村隆宏君） 保健予防課、木

村でございます。 

 近松委員がおっしゃるとおり、健診後の指導と

いうもの、これは当然ながらやるべきことですの

でやっておりますけれども、そもそも病気にかか

らない形での部分について取組のほうは検討して

いくべきかというふうには考えておるところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員（近松惠美子さん） お忙しいでしょうか

ら取捨選択ということで、私としては、未受診者
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の通知などは止めてもいいんじゃないかなという

ふうに思っております。それより大事なことは何

かという、その予防ができないんだったらそうい

うこともする必要がないというのが私の考えです

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 もう１点お伺いしたいんですけど、何かヘルス

メイトさんのがちょっと私、何ページだったか探

し出さないんですけど、食育に絡んでどんな活動

をしていくつもりですか、これから。来年度に向

けて。 

○保健予防課長（木村隆宏君） 保健予防課の木

村でございます。 

 ヘルスメイト、食生活改善推進員でございます

けども、これまでやはり人と接する部分がござい

ましたので、新型コロナによるところでの活動と

いうものが減少しておりましたけども、今後は

ウィズコロナという形で、これまでのような活動

に戻していくっていうことを行なっていく必要が

あるというふうに思っています。 

 そして、あと幸いにしてというのはどうかとい

うふうに思いますけども、今まで行なっておりま

せんでしたウェブでの、ウェブと言いますか、オ

ンラインでの活動というものも昨年度から実施す

ることが、そういうことの方法を得ることができ

ましたので、このあたりも活用しながら対応して

いきたいというふうには考えているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○委員（近松惠美子さん） 近松です。 

 私は地域にいてあまり活動が見えないんですけ

ど、コロナ以前からですね。その辺の食育に関し

てもしていただきたいし、もう料理をしないとい

う、それから、そのいわゆるレトルトとか、加工

品を使うということがどんどんどんどん増えてき

ているんですけども、地元に農産物いっぱいあり

ますので、まず、もうバランスとか栄養とか減塩

とかじゃなくて、地元の安い農産物を使って簡単

に料理ができるという、そういうふうな立場で、

もうウェブもいいかもしれないですけども、見る

と今スマホでもいっぱい料理は出てきますもんね。

それよりは、地元の物で食べれる物を、主食も兼

ねていろんな場面で若い人たちにぜひ教えるとい

うふうなことをしていただきたいなと思います。

もうあんまりいろいろ難しく考えるから料理がで

きないんであって、もっと簡単にですね、という

ふうな方針も考えていただきたいなということで、

以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ただいま質疑の途中

でございますが、ここで昼食のため午後１時まで

休憩いたします。午後１時から再開いたします。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ０時００分 休憩 

午後 １時００分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（多田隈啓二君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

 ほかに質疑及び委員間討議はありませんか。 

○委員（江田計司君） 江田ですけど、ひょっと

すると大野委員と一緒かもしれんな。岱明のコ

ミュニティすっとですか。 

○委員（大野豊重君） いや、いえそこじゃない

です。 

○委員（江田計司君） よかですか。 

 １７ページ、１４０番、岱明コミュニティセン

ターの要するに運営事業ですか。結局、修繕料が

３８７万６,０００円、これの内訳をもう１回お

願いします。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課長の

小山でございます。 

 まず、脱衣所のトイレの洋式化を４８万８,０

００円です。 

 次に、浴室の排煙窓、これの修繕が１０１万２,

０００円です。 

 それと最後に、休憩室等の空調改修が２３７万

６,０００円です。 

 以上です。 
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○委員（江田計司君） はい、ありがとうござい

ました。 

 排煙窓というとは、やっぱりしゃんむりせなん、

老朽化しとったですか。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課の小

山でございます。 

 排煙窓については、かなりもう劣化をしており

まして、早急に修理をする必要があるというふう

に思いますので、今回あげさせていただいており

ます。 

 以上です。 

○委員（江田計司君） はい、江田ですけど、結

局４月から今度新しく指定管理者が変わるわけで

すね。それで折角老朽化しとるならば、例えば、

そのほら蛇口とかあがんとは何本かね、かなり傷

んどっとですよ。それはおそらく先になっていろ

いろあると思いますけども、とにかくまあせっか

くお客さんをお迎えするんですから、ある程度の

ことは考えて十分やっていただきたいと思います。

先ほど大野委員からもあったけども、燃油でも申

請しとらっさんということはですね、あんまりそ

の全指定管理者は全然あんまり興味なかったご

たっとですね。新しい指定管理者とよく協議をし

て、とにかく地元のためになるようによろしくお

願いしときます。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 ２１ページの２１０番、新型コロナウイルスワ

クチン接種事業なんですけども、集団接種のほう

ですね、２億５,０００万円、集団接種に関して

はもうたたむ方向だというふうにお伺いしてたん

ですけども、また今回令和５年度で予算が計上さ

れております。これどうしてかなというのと。 

 あと、第５類に対する扱いのところを見解を教

えていただければと思います。 

○保健予防課長（木村隆宏君） 保健予防課の木

村でございます。 

 集団接種については実施今後しないという話に

ついてでございますけども、今回、２億５,８０

０万円予算を計上しておりますけれども、この予

算につきましては、令和５年度のワクチン接種自

体がまだ詳細に国から示されてない状況下におき

まして予算化したところではございますけども、

これまでの令和４年度までの状況からいたしまし

て、令和５年度におきましてもワクチン接種は実

施していくことを準備するという形で予算を計上

したところでございます。 

 これまでの状況からいたしますと、当初説明で

もいたしましたが、ワクチン接種の体制につきま

しては、個別接種を基本におきまして、集団接種

で補完をするというふうに考えてきたところでご

ざいますので、どうしても個別接種のみにでは接

種を希望される方が接種をしたい時期に接種でき

ないというような状況がこれまでも見られたとこ

ろでございます。そのようなことを考えますと、

やはり集団接種を設けることによって、希望され

る方が個別接種で予約はしたものの遅い時期に接

種するということに対しての回避ができるのかな

というふうに、調整ができるのかなということで、

来年度に向けては個人と集団接種という形をこれ

までと同様な形で計画をいたしたところでござい

ます。 

○委員（大野豊重君） いわゆる準備のためとい

うことで予算措置があるかと思います。ただ、予

算だけを準備しておくていうのに関してはいいん

ですけど、あと、その今、桃田の会場が昨年の集

団接種やっていた時からもそうだったんですけど、

段々やっぱり数が減ってきて、そろそろ桃田を１

００％解放してはどうかなというふうな思いもあ

りますし、あと、やはり集団接種するためには医

師会との調整も必要になってくるかと思うんです

が、その辺り、医師会との協議では今の段階どん

な状況でしょうか。 

○保健予防課長（木村隆宏君） 保健予防課の木

村でございます。 
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 医師会との協議につきましては、これまで来年

度の接種の計画が示されておりませんので、現段

階としてはまだ行なっていないところでございま

す。 

 しかしながら、先週でございますけども、国か

ら説明がございまして、来年度臨時特例接種の期

間を１年延長し、国民に対しまして１年間無料で

の接種ができる体制を国が取りまして、９月から

の秋に向けて全国民が接種体制を取るということ

でお示しがあったところでございます。 

 また、その間でございますけども、ハイリスク

者に位置づけられております６５歳以上の高齢者

と基礎疾患を有する方につきましては、５月から

間での追加接種という形での接種を計画するよう

に国から、接種体制を取るように国から指示がご

ざいましたので、今後早い段階で医師会と協議の

場を持とうというふうに今計画をいたしていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） あと、桃田とか、その辺

りはどうでしょう。 

○保健予防課長（木村隆宏君） 保健予防課の木

村でございます。 

 桃田総合体育館でございますけども、これまで

集団接種で会場として利用させていただきました。

令和４年度の４回目接種の時が６０歳以上の高齢

者時におきまして、集団接種会場として１か所、

桃田として会場を設置したところでございますの

で、その後もオミクロン株対応として桃田も使っ

てきておりますので、これまで市民の方々にも継

続してこう使われてきたという経緯を考えますと、

桃田を利用していくことが違う場所に変更するこ

とよりも混乱が少ないかなというところもござい

ますし、駐車場の確保等もございます。また、桃

田の会場につきましては、会場が広うございます

ので、いろんな柔軟な対応が可能でございますの

で、これまでも担当の所管とは一部分ですけども、

制限する形で会場のほう、体育館の利用を制限か

ける形の使用ではございましたけども、ただ、制

限はかかるものの大会自体は開催もされてきたと

いうことございますので、今後の接種会場として

も桃田の総合体育館というものは優先順位として

は高いところで今考えているところでございます。 

○委員（大野豊重君） これまでも、今年度接種

会場として使われたきた中で、一部制限をかけな

がらということで、大会もできていたということ

なんですけれども、実際、あそこのロビー、あれ

何ていうんですか、エントランス、ラウンジのと

ころもやはり大会を行なう上では、大会主催者側

としては、やっぱりあそこも計画に入れた上での

大会を行なわれる競技団体もありますので、あそ

こを全部今の答弁ですと、やはり今後も活用して

いく。駐車場の問題だとか、あとは空調もあそこ

ききますので、そういったところを考慮するとや

はり有効活用していくしかないということなんで

すが、集団接種をやらない期間においてはなるべ

くあそこのスペースを極力開放していただけるよ

うにちょっとお願いをして、こないだまでは全面

的にあそこはこう仕切ってたもんですから、あと

体育館との出入口のところも全部施錠してました

んで、そこをこう縮小するというか、使わない時

には、一番端っこに押しやるとか、そういったと

ころも検討していただければなというふうに思い

ます。 

 以上です。 

○委員（立川信之君） 立川です。 

 １５ページをお願いします。 

 この結婚、転入者に対するハローポイント付与

事業については具体的にどうなっているのかな。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課の小

山でございます。 

 この結婚、転入者に対するハローポイントの付

与事業でございますけれども、まず、令和３年度

の実績を申し上げたいと思います。婚姻につきま

しては８２件、転入に関しましては９０４件、出

生につきましては、ちょっと確認をさせてくださ
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い。ちょっと転入と同じ数字を書いておりました

ので、すみません、確認をさせてください。 

 以上のような実績でございます。ちなみに、婚

姻につきましては１,０００ポイント、転入につ

きましては、お一人の転入に対しまして１００ポ

イント、出生については１,０００ポイントとい

うようなポイントの付与になります。 

 以上です。 

○委員（立川信之君） ありがとうございました。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。はい、どう

ぞ。 

○委員（松本憲二君） すみません、松本です。 

 １９ページ、１７５番から１７８番まで、これ

第一保育所、伊倉保育所、豊水保育所ということ

で、運営に関する経費というふうに書いてあるん

ですけども、この一番上の公立保育所３園の運営

に要する共通経費ということで、光熱費とかてい

うとがずっと書いてあっですよね。ばってん、下

にも光熱費、光熱水費とかていうとが書いてあっ

ですよね。１園１園じゃこれわからんと。１７５

番が保育所費ということで、公立保育園３園の運

営に関する共通経費、光熱水費３３４万５,００

０円とか、これずっと書いてあっですたいね。

ほっで、これ下にも第一保育所で光熱水費、伊倉

保育所は燃料費、豊水保育所も燃料費、これ一番

上ばこう１園ずつには分けられんとこの何かあっ

とですか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 共通経費とし

て一番上のところでも第一保育所、伊倉保育所、

豊水保育所それぞれの電気料を計上しております。

分けれないのかということですけど、そうですね、

事業としては分けている状況。 

 子育て支援課長、中野です。 

 一応その当時わかりやすいように事業として分

けてたというだけだと思います。分けれないこと

はありません。 

○委員（松本憲二君） ちょっと何かわかりにっ

かねというところの、だけんそれなら１７６番、

１７７番、１７８番でこの５５１万８,０００円

ばこう分けたほうが何かわかりやすかつかなと思

たわけですよね。何でその共通経費というとで。

それはほらもう市の所有物だけん、電気代とかは

こうもう全部統括して払いますよとかていうこと

で認識してよかっですか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 そうです。市の建物ということで共通経費の中

で入っているところです。そのほかにも全体的な

やっぱり研修会費とか、修繕料とかは共通経費の

中で予算を組んでいるところでございます。 

○委員（松本憲二君） はいはい、わかりました。 

 じゃあ引き続きお願いします。 

 １８１番、待機児童解消事業で、本年度岱明幼

稚園が約３億１,５００万円かけて建設をされる

わけですけれども、これってこの待機児童解消と

いうことであがっているんで、これは玉水保育園

と同じ認識でよかっですか。３分の２補助。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 ２分の１補助になります。国の２分の１補助。 

 その理由といたしまして、補助率が保育整備事

業の分についてが待機児童等保育のニーズ、申込

者数とか、利用定員及び予算を勘案した補助率が

決定されることになりますけど、今回は２分の１

ということになっているところでございます。 

○委員（松本憲二君） 今回は２分の１。 

 すみません、松本です。 

 いやいや、ここにほら待機児童解消って書いて

あったもんだけん、玉水保育園が結局３分の２に

なったっていうのは、待機児童解消っていうこと

でなったという答弁だったと私は認識しとっとで

すよ。ここにもちょっとそがん載っとったもんだ

けん、これ事業費がですよ、項目が。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 事業としては、同じ事業となります。待機児童
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解消事業の中で、その中に保育整備事業というの

があるんですけど、その保育整備事業の部分が待

機者数等によって３分の２とか２分の１になって

しまうという形になります。 

 この岱明幼稚園の場合は、ちょっと令和４年４

月１日現在の待機者数とか、あと申込者数、利用

定員数を見て補助率が決定するんですけど、その

嵩上げの部分、３分の２まではいかなかったとい

う形になっております。 

○委員（松本憲二君） わかりました。 

 じゃあ引き続きお願いします。 

 今、じゃあ結局今ほとんど保育園の申込みが完

了がもうしていると思うとですよね。どこに何名

だったりとか、結局待機児童は令和５年度では出

ない予定ですか、今の段階では。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 今現在、待機

児童というよりも、この場所がいいということで

待たれているところはあると思います。 

○委員（松本憲二君） ある。 

○子育て支援課長（中野光昭君） はい。どこの

保育園がいいということで。 

○委員（松本憲二君） はい、すみません、松本

です。 

 第一希望に結局入られんけんが、じゃあ一時

待っときますというような待機児童ですよね。し

かしながら、空きはあるということですよね。だ

から、ほかの保育園、だけん第二希望、第三希望

じゃなかばってん、その市全体の私立の保育園ま

で全部含めた中で、募集人員と応募人数で応募人

数が多かということはなかっでしょう。ほら、も

う極端に言うなら東京みたいに、入られんていう

児童というとはおらんとでしょ。それは第一希望

に入られんけん待っとんなはるだけであって、

どっかに行こうと思えば入らるっとでしょ。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 松本委員が言われるように、どこかにと言えば

入れる状況でございます。ただ、今０歳、１歳児、

かなり人数がひっ迫している状態でございます。 

○委員（松本憲二君） すみません。ちょっとよ

かなら、これ第一保育所、伊倉保育所、豊水保育

所の今児童数、今度令和５年度の人数がわかっで

すか。もうそら０歳児からが何人とかじゃなくて、

全部の人数、第一保育所が何人。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 ちょっと今手持ちに持ってませんので、後で回

答させていただきます。 

○委員（松本憲二君） はい、じゃあお願いしま

すね。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 先ほど立川委

員のほうから御質問がありました、ポイント付与

事業で出生の数を確認しましたので、２６８件で

ございます。申し訳ございません。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。はい、どう

ぞ。 

○委員（山下桂造君） １５ページ、１０８番で

す。山下です。 

 自殺対策推進事業ということで行なわれており

ますが、全国で３万人もの人が自殺で亡くなって

いる中、玉名市の状況はここ数年どのような状況

だったんでしょうか。 

 また、この事業を行なうことによって、非常に

検証は難しいと思うんですけれども、効果が出て

いる、出ていない。もうその辺のところがわかり

ましたら教えてください。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課長の

小山でございます。 

 今御質問がありました自殺者数の推移でござい

ますけども、令和３年度は１２名でございました。

推移としてはそこまでその増加傾向ということで

はないかとは思いますけれども、なるべくその自

殺者を減らすような取組をやりたいというふうに

思っております。そのためには、ここに書いてあ

りますとおり、心理士による相談会を年１２回開

催したいというふうに思っております。 
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 また、啓発ということで、今年度２月の１３日

に引きこもり等を理解するための啓発講座という

ものを開催しておりまして、民生委員さんが主に

参加していただきまして、参加者７０名ほど参加

していただきました。その中で、引きこもりと併

せて自殺予防、そういった当事者の方々に対する

聞き方だとか、そういった対応の仕方というのを

学んでいただいたところです。参加者の方々のア

ンケートを見ましても、かなり参考になったとい

うようなことの評価はいただいております。 

 以上でございます。 

○委員（山下桂造君） １２名だったということ

なんですが、年齢的なものはどんな感じだったで

しょうか。何か傾向が見られますか。一様でしょ

うか。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課長の

小山でございます。 

 大変申し訳ありません。ちょっと年齢別には把

握はしていない状況でございます。すみません。 

○委員（山下桂造君） はい、山下です。 

 原因とかは何か。それもわかりませんか。わか

んない。はい、わかりました。ありがとうござい

ます。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに、どうぞ。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 １６４番の、さっきも出たんですけど、子ども

医療費のところで、今度から高校生までなると思

うんですけど、この高校生までになるにあたって、

県が補助ば上げたと思うんですけど、どんくらい

上がったですか。３,０００万円て書いてあるん

ですけど。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 県の補助です

けど、約１,３００万円ぐらいは上がる見込みで

予算を計上しているところでございます。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 今回、この２億７,６００万円ぐらいが医療費

であがっているんですけど、今までの分がどんく

らいとして、上乗せ分がどんくらいで計算して

あっとですか。 

 県の補助じゃなくて。結局、補正で２,０００

万円ぐらい組んどったじゃないですか。多分今年

が結構上がっとると思うとですよ。今年までの１

５歳までの分ば幾らとして、今度１５歳から１８

歳ば幾らとしてこれば出してあっとかなと。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 高校生の医療費見込みで３,６５０万円ほどを

予定しております。それまでが２億４,０００万

円ほどですね。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 ２億４,０００万円は今年と同じぐらいという

ことですか、令和４年度と。見込み的に。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 金額的には上がったところも同程度と考えてい

るところです。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに、どうぞ。 

○委員（松本憲二君） １９ページの１８３万円

で保育所費ということで会計年度任用職員という

ことで約５７人分があがっとですよね。この

ちょっと年齢、年齢別、２０代が何人とか、３０

人代が何人とか、４０代が何人とかてわかります。 

要するに、公立保育所のこれは職員さんですよね、

３園の。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 ちょっと年齢ごとには集計しておりませんので、

また集計してから御説明します。 

○委員（松本憲二君） すみません、松本です。 

 令和５年から岱明ふれあい健康センターが市の

直轄の運営になると思うとですよ。担当課として

は、どういうふうな運営業務、従来どおりの形態

で運営をされるのか、何か少しぐらいその工夫を

凝らして何か運営しようかなというふうにちょっ

と考えておられるのかというのをちょっとお聞か

せ願えればと思います。 
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○保健予防課長（木村隆宏君） 保健予防課、木

村でございます。 

 運営方針は変えずに、従来どおりの形で運営を

していくという形ではございます。 

 以上でございます。 

○委員（松本憲二君） 松本です。 

 １回前だったかな、ちょっと高齢介護課だった

ですか、横島の公民館で高齢者向けに九看大の生

徒さんたちが何か出向かれて、一緒に何か体操、

元気体操かなんかわかりませんけれども、何かそ

れが非常に好評だったというふうに私は、その利

用者の方々からちょっと聞いたわけですよね。そ

ういうのが何か時期的にちょっとこうお試し期間

でされたんだったと思うとですよね。そういうの

がこう要望があれば、九看大あたりと連携を取っ

てですよ、ましてや、その岱明ふれあい健康セン

ターのようなところで、あそこはスポーツ施設み

たいなのがあるじゃないですか。ましてや温泉も

あるということで、今、こう皆さん非常に何てい

うか、テレビで聞かれると思うとですよね、レッ

ツリハ、レッツリハていうて、よくＣＭがあって

ますよね。桜十字グループがやってらっしゃる、

そのリハビリステーションみたいなのが、ちょっ

と聞いたら、私の息子横浜に住んでいるんですけ

ども、結構東京とかまでにも結構進出がしてきて

いると。その桜十字グループがですね。そのレッ

ツリハというところで、小さい施設でもそういう

お年寄りの方々が歩いて、ちょっと簡単に来られ

て、そこで元気体操みたいなのを、結局、その病

気にかからずに健康でいきましょうねということ

で、だけん、せっかくこうふれあい健康センター

で、ましてや公設民営の九看大があってというの

で、お年寄りの方々も非常に喜ばれるということ

であれば、何かそういう事業展開が高齢介護課と

保健予防課あたりと組んで何かちょっとでけんと

かなと思いよっとですが、その辺についてどがん

ですか。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

長の瀬崎でございます。 

 九看大の学生さんが来てなさった時というのは、

多分学校のカリキュラムの中で行なわれた時、も

しくは、夏休みとかを利用されてそういうボラン

ティア的なところでされたのかなというところが

ございますけれども、多分、その九看大の学生さ

ん、本分はやっぱりお勉強ですので、平日の昼間

になかなか定期的にお年寄りのお相手をするとい

うのは、非常に厳しいかなと。夏休みとかだった

ら大丈夫なのかもしれませんけれども、定期的に

とかいうのは厳しいかなというのは感じておりま

す。 

 私どものほうでは、玉名市の送迎付きのフォ

ローアップ体操教室というのをやっていて、それ

を岱明ふれあい健康センターのほうに送迎付きで

ライフケアさんのほうに委託をしてやっているも

のがあります。実際に実施しております。 

○委員（松本憲二君） すみません、松本です。 

 今、課長がおっしゃったように、夏休みとか春

休みとか、ちょっと長期休暇のときでもそういう

そのお年寄りの方々が生き生きしてやっぱり体操

教室に来られるて。ましてや楽しいということで

もちょっとお話を聞いてますものですから、その

辺は九看大のほうにちょっと呼びかけをしていた

だいて、そういう長期休暇のときでも、もし対応

がしてもらえるんであれば、ぜひやっぱり取り組

んでいっていただきたいなというふうにも思いま

すし、岱明ふれあい健康センターでもそういうこ

う何て言うですかね、リハビリっていうか、その

リハビリ科も多分あっとでしょう、九看大は。な

かったかな。あったですよね。だけんそういうと

ころと連携ばとってからいろんな腰の痛みだった

りとか、膝の痛みだったりとかも、そういうのも

何ていうですかね、授業のその実習ていうですか

ね、何かそがんとも兼ねて、そういうところでも

しできればなというふうなのもありますんで、よ

かったら大学との連携をしっかりちょっと取って

いただきたいなというのは、これは要望でお願い
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しときます。 

○保健予防課長（木村隆宏君） 保健予防課の木

村でございます。 

 ちょっと先ほどの答弁ていいますか、少し

ちょっと訂正させていただきます。 

 従来どおりというふうにしか答えませんでした

けども、ふれあい健康センターについては、今後

の民営化に向けての移行期間という形で、今後、

利用いたすわけでございますけども、一般質問の

北本委員でも答弁いたしましたけども、新しく防

災コミュニティセンターっていうものを新しく設

けましたので、将来的なことを考えますと、そち

らのほうにこれまでのふれあい健康センターの利

用団体あたりもできるだけ優先的には使用してい

ただくというような方向性は持ちながらも、そう

いったところの状況といいますか、ございますけ

れども、これまでのふれあい健康センターにつき

ましては、保健福祉の活動の拠点という形で利用

いたしておりましたけども、利用の目的につきま

しては、公共性、公益性というところをある程度

拡大解釈をいたしまして、ある程度自由に使って

いただくというところで、その辺は緩やかにして

いきながらふれあい健康センターの活用をしてい

ただくようなことで取組をしていこうというふう

に考えておりますので、これまでよりも少しは自

由に使っていただく範囲を持ちたいなというとこ

ろで考えているところでございます。 

○委員（松本憲二君） はい、よろしくお願いし

ます。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 先ほど松本委員からの第一保育所、伊倉保育所、

豊水保育所の入所人数ですけど、令和５年度で第

一が８２人、伊倉保育所が６７人、豊水保育所が

３４人です。 

 先ほど電気代についてです。まとめて請求がさ

れてたので共通経費で組んで払っているという形

になります。 

 あと、会計年度の人数については、ちょっと今

しばらくお待ちください。 

○委員（松本憲二君） はい、わかりました。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに、はい、どう

ぞ。 

○委員（西川裕文君） 西川ですけども、繰り返

しになります。１８ページの１６４番、子ども医

療費の助成ということで、県からの助成が先ほど

入院は中学生までと、そして、通院のほうは小学

校の入学前までというところでありましたけども、

それ以外にもちょっとあった県の金額による基準

というか、あったというふうな話がありました。

具体的にそれ以外の県の基準というのはどういう

ふうになっていますか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 自己負担額が幾ら以上から県がみますというの

があります。自己負担額、課税世帯で入院、通院

ともですけど、月額３,０００円を超える部分、

非課税世帯が入院が月額２,０４０円、通院が１,

０２０円、これを超える部分が県の補助の対象と

なっております。この基準額を超える割合なんで

すけど、令和３年度で５５.２％がこの基準額を

超えております。それの２分の１補助ですので、

約２７.６％が県の補助という形になります。こ

れは、今話したのは、３歳までの入院と外来です

ね。４歳から就学前の入院の分になります。それ

以外については全額市の負担ということになって

おります。 

 以上です。 

○委員（西川裕文君） どうもありがとうござい

ました。 

 全額が県から来るかなと思ったら、そういう条

件があるのがわかりました。 

 もう一ついいですか。 

 １６ページの１２７番、障がい児給付事業です

けども、現在、知的障がい児、発達障がい児は全

体でどれぐらいいらっしゃいますかね。 



 

 －30－

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課の小

山でございます。 

 全体の数はちょっとわからないんですけども、

就学前の児童発達支援でありますとか、放課後デ

イサービスの利用者数をお答えさせていただきた

いと思います。 

 就学前であります、児童発達支援で８０名の見

込みを立てております。令和５年度の予算の中で。

放課後デイサービスでは１７０名の実人数の見込

みを立てて、合わせて２５０名の人数でこの障が

い児通所給付事業のほうを予算を積算していると

ころでございます。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。はい、どう

ぞ。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 ２０ページの１９０番の生活保護扶助事業のと

ころで８億６,０００万円予算づけしてあります

けど、今、生活保護受給の方というのは何人ぐら

いで、やっぱり推移としては上がってるんでしょ

うか。お尋ねいたします。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 生活保護受給世帯、また受給者数ですけれども、

今現在、令和５年２月末現在で４１１世帯、人員

で言いますと４６８名というふうになっておりま

す。 

 この数がどうかと言いますと、令和３年度末は

４１８世帯、４９９名。令和２年度も同様に４１

５世帯、４９６名ということで、令和２年度から

は総数でいえば低水準で移っております。 

 ちなみに、令和元年度、その前の令和元年度末

ですと、保護世帯数が４４４世帯、人員が５３３

名ということで、以前は大体４４０世帯ぐらいの

推移でございました。 

 以上です。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 １５ページの１１３番の就学準備支援事業委託

料とかついてますけど、この辺で就労につながる

支援のほうに何人中何人が就労につながったとか

いうのはどんな感じでしょうか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 就労準備支援事業で言いますと、この事業が生

活困窮者で就労を目指している方、しかしながら、

一般就労にすぐ就けずに、そのためのパソコンの

スキルであるとか、日常生活の改善であるとか、

履歴書の書き方とか、そういった就労の前準備を

する事業でございますけれども、これまでに令和

４年度でいいますと、継続を含め６名の方が対象

でありました。その内の２名の方ですかね、就労

に結び付いたということになります。その前も継

続の方を多く支援してまいりましたけれども、就

労に至ったという方はちょっと少ない水準、２名

とか、そういったところで推移しています。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 数で見ると少ないなとは思うんですけど、これ

をすることで生活保護を受給するというところを

食い止めるというところにはなっていると思いま

すので、しっかり力を入れていっていただきたい

なと思います。 

 以上です。 

○委員（立川信之君） すみません、立川です。 

 今の関連ですけれど、２０ページ、１９０番、

生活保護、先ほどのやつで世帯数言われましたけ

れど、国籍わかりますか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 国籍でございますか、国籍につきましては、き

ちんとした詳細な分析というのはちょっと調査し

てみないとわかりません。ちょっと調べてみない

と、今のところ回答はできない状況です。 

○委員（立川信之君） はい、じゃあ後でお願い

しときます。 

 以上です。 

○委員（松本憲二君） すみません、松本です。 
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 その年代別が何人ぐらいというとはわかります

か。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 生活保護受給者の方の年代ということですか。 

 年代につきましては、２０代、３０代というふ

うな詳細なところは今のところ持ち合わせており

ませんけれども、例えば、高齢者で言いますと、

全体の７１％、これが２９６世帯が高齢者世帯と

いうことになります。全体の７１％ということに

なります。 

○委員（松本憲二君） ありがとうございます。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。はい、どう

ぞ。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、まず、

ちょっと子育て支援課にお尋ねしたいんですけど、

ページ数でいうと１２ページの子育て支援課のと

ころじゃなかっですけど、１２ページの４４番、

行政改革推進ていうことで、保育所のここの説明

のとき、保育所の入所調整にもＡＩを活用します

よと、事務の改善につながりますというようなこ

とがあったんですけど、個人情報の保護あるいは

漏洩についての対応というか、対策というのはど

ぎゃんなっとっとですか。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 今回、このＡＩＯＣＲシステムについては、現

在、入所を希望される時に紙で提出されているわ

けですけど、その紙をＯＣＲで読み込む作業をこ

のシステムでするという形になります。よって、

個人情報の漏洩とかはないと考えているところで

す。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、じゃあそ

の読み込むでしょう、紙に書いた入所希望の紙を。

そして、自動的にそのずっとコンピュータで振り

分けるというようなことじゃなくて、それを整理

する上でこがんとば使って事務的な改善を図って

いくということですかね。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 前田委員、おっしゃるとおり、あくまでそこに

入っている数字を読み取って数値化するというだ

けのものになります。 

○委員（前田正治君） はい、じゃあわかりまし

た。 

 続けてよかですかね。 

 前田ですけど、１６ページの１２０番です。重

度心身障がい者医療費助成事業なんですけど、こ

れは該当者の人が病院に行って医療費を払って、

それの補助を市役所に申請するというようなこと

なんですけど、いわゆる現物給付っていうことに

はできんとですかね。利便性を向上させるという

か、障がい者の人、あるいは家族の人が請求して

きなはっと思いますけど。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課、小

山でございます。 

 この課題につきましては、以前からあったとい

うふうに認識しておりますけれども、当然。もし

実施するとなると一般財源ということになろうか

と思います。そのために、国・県からの補助だっ

たり、現物給付をすることによって、いわゆるペ

ナルティ、以前からも言われているかと思います

けれども、そういった部分についても緩和をして

いただくような要望は行なっておりますけれども、

なかなか改善できないというような状況の中で、

単市でなかなか実施が今のところできないという

のが現状でございます。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、実際に手

続き方法なり、案内をホームページで見てみます

と、わざわざ市役所に来なくても、医療費支払っ

た領収証持って来なくても、何か病院の窓口で申

請すればそれができるみたいなことを書いてあっ

とですけど、それはそがんですかね。 

○総合福祉課長（小山 聡君） 総合福祉課、小

山でございます。 
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 すみません、私が認識している限りでは窓口に

申請していただくというのが、ということになっ

ているかと思いますけども、その医療機関で申請

できるっていうことの確認をちょっとさせていた

だきたいと思います。申し訳ございません。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、医療機関

で領収証を払った人は提出しなくていいですよみ

たいな書き方をしてあるわけですよ。玉名市の

ホームページでこれを検索してみるとですね。だ

けん、いわゆるもうそこまででくるならですよ、

以前の高額医療費の払い戻しの件でよくやってた

委任払い制度てあっじゃないですか。ああいうの

を活用すれば現物給付にはいたらんばってん、

ちょっとまあ、ちょっとじゃなかな、だいぶ改善

されるなと思ったんですよ。そこら辺はちょっと

研究していただきたいと思います。 

 次、よかですか。 

 続けて、１８ページなんですけど、１６２番の

放課後児童健全育成事業なんですけど、これはい

わゆる希望者は全部もう可能になっとっとですか

ね。入られんでもう待っとかなんという児童はお

らんとでしょう。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 子育て支援課、

中野です。 

 入られなくて待っているという状況にはなって

ないと思います。全員入れる状況です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 待機児童なしと、この点はですね。はい、じゃ

あわかりました。 

 続けて、２０ページの２０４番、フッ化物洗口

事業ですけど、もうフッ化物洗口を始めてかなり

長年になっと思いますけど、始める前からと始め

た後からのそのいわゆる虫歯の疾病率というかな、

その辺の推移はどぎゃんなっとですかね。細かく

じゃなくてもう簡単によかです。 

○保健予防課長（木村隆宏君） 保健予防課、木

村でございます。 

 すみません、後で回答させてもらってよろしい

ですか。 

○委員（前田正治君） はい、わかりました。な

ら、後からお願いします。 

 続けて、２７ページですけど、２７ページの３

２１番、消費生活センター事業についてお尋ねし

ます。 

 ここでセンター職員の研修の計画数、その予算

及び計画はどぎゃんふうになっていますか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 消費生活センターの相談員の研修でございます

けれども、ここ３年間ぐらいはコロナによるオン

ラインの研修、全国研修等でどっかに会場に集

まってということは控えております。ただ、相談

員の、いわゆる初任者の研修であるとか、担当す

る自治体職員向けの研修というものは、ここ数年、

以前から開催されており、積極的に参加をしてい

るところでございます。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、じゃあ今

年もそれなりの予算化はしてあるということです

ね。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 はい、予算化しております。 

○委員（前田正治君） どのくらいしてあっです

か、ちなみに。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 今年度において、職員研修等への参加について

は、旅費の部分等が多くなりますけれども、旅費

において３４万８,０００円の旅費、失礼いたし

ました。旅費については２６万円、出席負担金に

ついては４万９,０００円を予算計上しておりま

す。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、はい、わ

かりました。それはほんならもうやっぱりオンラ

インじゃなくて、直接行って研修を受けるという

ところで組んであるわけですね。 
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○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 現地に出向いての研修もございますけれども、

部署が遠方であったりとか、そういった場合には

ウェブによる受講というふうに切り替えた部分も

ございます。 

○委員（前田正治君） はい、わかりました。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに、どうぞ。 

○子育て支援課長（中野光昭君） 先ほど松本委

員からの質問で、保育所の会計年度任用職員の年

代ごとの人数ということですけど、保育士と調

理・看護・用務員等その他の人数でお答えしたい

と思います。 

 保育士で２０代が１人、その他で１人。３０代、

保育士が３人、その他も３人。４０代が保育士が

６人、その他が４人。５０代が保育士が１２人、

その他が１人。６０代が保育士が１３人とその他

が４人。７０代でその他で１人となっております。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほか、はい、どうぞ。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、保険年金

課とあそこの保健センターどっかに聞きたいんで

すけど、玉名市のいわゆるメタボっていうのは、

県内でも非常に多いということで、その対策とし

ては、やっぱ健康推進事業というかな、そぎゃん

とが大事になると思うとですよ。ところが、その

それも国保会計で賄おうとすればなかなか賄い切

れんような状況があっとじゃないかなと。それで、

私はそういった市民の健康については、やっぱ一

般会計できちっと健康維持を図っていくのが基本

と思うとですけど、そのことについての見解を

ちょっと聞きたいんですけど。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 私の方から国保会計だけじゃなくて、一般会計

のほうから入れてでもというところで回答させて

いただきます。 

 今のところ保険事業については、保健予防課が

主体でやってますけども、当然、うちのほうが所

管している関係でやっぱり健康づくりに関する事

業についてはこちらのほうでやっているというと

ころで、例えば、健康づくりとかでいいますと、

国保運動実践講座、運動習慣付けさせるために国

保被保険者を中心に年に前期、後期２回やってい

ると。それと、あと病院の重複頻回とか、多剤服

用についても対象者をＫＤＢ国保データベースか

ら引っ張ってきて、そういった対象者の方を絞っ

て健康に関する保健指導とか、そういったことも

行なっておりまして、これらについては、県の補

助もございますし、国保だけで賄えないというこ

とはございませんですけれど、なかなか一般会計

のほうから毎年人件費とか事務費、あと保険事業

に関しましても繰り入れを多額にいただいておる

状況で、その中で何とか効率的に行なっていくと

いうところの考えでございますので、今のところ

は、その一般会計を増額してでもという考えは、

今のところはございません。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、保健予防

課の課長に聞きます。 

 メタボ率を下げていく何ていうか、下げていく

というとちょっと具合があっですけど、少なくし

ていくというかな、そのための何か対策は今年度

は今まで以上にこういうのをやりたいとか、何か

ありますか。 

○保健予防課成人保健係長（北原久美子さん） 

すみません、保健予防課の北原です。 

 メタボリックシンドロームは、前田委員がおっ

しゃるように、年々増加しておりまして、市民へ

の啓発として４、５０代の特定検診の受診者を対

象に、今年度はモデル地区で健診結果説明会を実

施したり、ホームぺージとか、広報紙とかで野菜

摂取をもうちょっとしましょうとか、メタボリッ

クシンドロームの周知・啓発をしていく予定です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 今までやってきたことを引き続きやっていくと
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同時に、何かやっぱ手ば、対策をとっていかんと、

ちょっとその右肩下がりになっていかんとじゃな

いかなという気がしましたので、質問しました。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） １点だけよかですか。

すみません、多田隈です。 

 １６ページの１３４番だと思いますけど、玉名

市で総合事業サービスされとると思いますけど、

通所型サービスはもう元気アップ教室とかいろい

ろされておりますけど、訪問型サービスの中で、

ふれあい家事支援サービスということでシルバー

人材さんがされておると思います。調理、掃除、

その他介助、ごみ出しを週回数１回から３回１５

０円ぐらいでされておると思いますけど、これの

大体利用者というのはどういう推移なのか。何人

ぐらいおられるのか。 

 もう１点、その中で基準緩和型サービスの中で

今度は買物支援も頼まれている方がおられると思

いますけど、そういう方の数と、あとは今後そう

いう幅広くこういうサービスがあるよという周知

活動をどうやってなされていくのかというのを、

その３点だけ、最後お伺いしたいと思います。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

の瀬崎でございます。 

 ふれあい家事支援に関しましては、一般会計で

はなく特別会計のほうでやっておりまして、そち

らのほうになるかと思いますけれども、その際に

その人数と買物支援についてもお答えしてもよろ

しいでしょうか。 

○委員長（多田隈啓二君） そうですね、はい、

わかりました。 

 それでは、ほかにありませんか。 

○くらしサポート課長（平田光紀君） くらしサ

ポート課、平田です。 

 先ほど立川委員から御質問ありました、生活保

護受給者の方の国籍というところですけれども、

韓国、いわゆる在日と言われる方で、今通称日本

名で過ごされる方が１世帯２名はいらっしゃるの

は明確なちょっと記憶、記憶で申し訳ございませ

んけれども、いらっしゃいます。あとはおそらく

いらっしゃらない。ほかの国籍の方もいらっしゃ

らないというところで答弁とさせていただきます。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） その他質疑、委員間

討議はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

次に、議第１０号令和５年度玉名市国民健康保

険事業会計予算を議題といたします。 

執行部の説明を求めます。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 予算資料は４６ページでございます。 

 議第１０号令和５年度玉名市国民健康保険事業

特別会計予算の主なものについて御説明します。 

 まず、歳入でございます。 

 １款国民健康保険税、全体で１６億９,９９７

万８,０００円でございます。前年比５,８８９万

２,０００円減額の主な理由としまして、被保険

者数は団塊世代の後期高齢者医療への移行等によ

る減少傾向が続いていることから、全体的に減少

を見込むものでございます。 

 次に、４款県支出金、６２億７,９２２万９,０

００円でございます。前年比３,０９６万８,００

０円の増額で、主な理由としましては、このあと

歳出のほうで出てまいります、保険給付費の増額

を見込んでいるためでございます。その中の普通

交付金６０億５,４６９万９,０００円は、医療給

付に必要な額を全額熊本県から受け入れるもので

ございます。 

 次に、６款繰入金７億２,９２０万２,０００円

でございます。内訳としまして、一般会計繰入金

２億６,２４０万５,０００円は、人件費など一般
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会計からの繰入金でございます。保険基盤安定繰

入金４億６,１１０万７,０００円は、保険税軽減

分２億９,３２６万３,０００円、これは保険税の

軽減対象となった被保険者の保険料軽減分を補填

するものでございます。保険者支援分１億６,７

８４万４,０００円、これは保険税軽減対象とな

りました一般被保険者数に応じ、保険税額の一定

割合を補填するものでございます。未就学児均等

割軽減分５６９万円は、国保税の未就学児均等割

半額軽減分でございます。 

 次に、７款繰越金８,７８６万１,０００円でご

ざいます。これは前年度繰越金のうち、財源調整

分でございます。 

 次に、８款諸収入、被保険者延滞金２,７００

万円でございます。これは国保税の延滞金でござ

います。 

 次に、４７ページ、歳出でございます。 

 １款総務費１億５２６万６,０００円をお願い

するものでございます。一般管理費は、保険年金

課、税務課、支所、市民生活課職員分の人件費な

どでございます。国保連合会負担金は、被保険者

割など国保連合会へ支払う負担金でございます。

賦課徴収費は国保税の賦課徴収に係る物件費でご

ざいます。 

 次に、２款保険給付費６１億１,０１８万２,０

００円で、前年比２,２３７万３,０００円の増額

でございます。一般被保険者療養給付費は５,４

３０万２,０００円の増額となっております。コ

ロナ禍の受診控えにより落ち込んだ令和２年度以

降、増加に転じており、３年ぶりですかね、イン

フルエンザも今現在、少なからず出ておりますし、

医療の高度化等の影響を見込むものでございます。 

なお、主な財源は県負担金でございます。 

 一般被保険者高額療養費８億２,９５４万７,０

００円でございます。高額療養費につきまして、

令和５年度から申請の簡素化を図る予定でござい

ます。今現在、高額療養費の支給を受けるには、

診療月ごとに医療機関等の領収証を添えて申請が

必要となっておりますが、令和５年４月から初回

の簡素化申請をしていただくことで、翌月以降の

申請が不要となり、高額療養費に該当する場合に

は、自動で指定口座に振り込むこととなります。 

主な財源は県負担金でございます。 

 次に、３款国民健康保険事業費納付金２４億５,

９７３万４,０００円でございます。財産運営の

主体であります熊本県へ一般被保険者分国保税な

どを納付するものでございます。 

 次に、５款保険事業費１億８１万円は、生活習

慣病の発症予防、重症化予防、疾病の早期発見な

ど、国保被保険者の健康保持、増進、医療費の適

正化を図ることを目的に行なっております。特定

健康診査等事業費６,４５１万７,０００円は、特

定検診や特定保健指導等に係る人件費や物件費、

集団個別検診、人間ドックなどに係る経費でござ

います。保健衛生普及費１,９７５万３,０００円

は、医療費通知の作成手数料、共同電算手数料や

レセプト点検業務委託、若人人間ドック業務委託

などに係る経費でございます。 

主な財源は県支出金１,８４８万７,０００円な

どでございます。 

 次に、健康づくり推進費１,０２０万８,０００

円は。保健師による保健指導や運動実践講座など

行なう事業で、それらに係る経費でございます。 

主な財源は県支出金など１,００２万８,０００

円でございます。 

 ８款諸支出金８３０万１,０００円は、国保税

の還付金でございます。 

 ９款予備費５,０００万円は、緊急的、突発的

な保険給付増に対応するための予備費の計上でご

ざいます。 

 以上で、議第１０号の説明を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で、執行部の説

明を終わりました。 

 これより質疑、委員間討議入りたいところです

が、１時間を超えておりますので、議事の都合に

より、暫時休憩いたします。 
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○保健予防課長（木村隆宏君） 保健予防課の木

村でございます。 

 先ほど一般会計のほうで前田委員のほうから質

問がございました、フッ化物洗口の効果の状況で

ございますけれども、フッ化物洗口事業につきま

しては、平成２７年から取り組んでいるところで

ございますけれども、１２歳での虫歯の病有率で

ございますが、平成２８年度につきましては、３

２.２１％でございます。熊本県が３９.７１％で

ございますけども、玉名市は３２.２１％でござ

います。そして、平成２９年が２７.８６％、３

０年度が２７.０３％、ちょっと令和に入りまし

て数値のほうが上がっておりますけども、３２.

０５％とかに上がっておりますけども、おおむね

病有率につきましては減少傾向にあるかというふ

うに思っておりますので、一定の効果は上がって

いるというふうに認識しております。 

 以上でございます。 

○委員長（多田隈啓二君） それでは、暫時休憩

いたします。なお、再開は１４時２５分とします。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ２時１４分 休憩 

午後 ２時２５分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（多田隈啓二君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第１０号について、質疑及び委員間討議あり

ませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

これより討論に入ります。議第１０号について

討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 討論なしと認めます。 

これより採決に入ります。議第１０号令和５年

度玉名市国民健康保険保険事業特別会計予算につ

いて、全員一致をもって可決することに御異議あ

りませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第１１号令和５年度玉名市後期高齢者

医療特別会計予算を議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

○保険年金課長（松下 匡君） 保険年金課長の

松下です。 

 予算資料は４８ページでございます。 

 議第１１号令和５年度玉名市後期高齢者医療特

別会計予算につきまして御説明します。 

 まず、歳入でございます。 

 １款後期高齢者医療保険料、全体で７億６,１

４９万３,０００円でございます。前年比５,４９

１万７,０００円減額の主な理由として、先ほど

議第３号の後期高齢特別会計補正予算で説明しま

した、令和４年度から５年度にかかります保険料

率の引き上げ幅の修正が行なわれた影響というこ

とでなっております。そういうものでございます。 

 次に、３款繰入金３億３,１４４万３,０００円

でございます。事務費繰入金１,１８７万４,００

０円は、一般管理費や徴収費、健康診査費などの

繰入金でございます。保険基盤安定繰入金３億１,

９５６万９,０００円は、保険料軽減相当額を公

費で補填するものでございます。 

 次に、５款諸収入４,９６６万４,０００円でご

ざいます。健康保持増進事業収入医科・歯科２,

７２８万１,０００円は、医科検診事業収入２,５

７１万９,０００円、歯科口腔審査事業収入１５

６万２,０００円でございます。健康保持増進事

業収入、これ一体的な事業でございますが、２,

１３８万１,０００円は、高齢者の保健事業と介

護予防の一体的な実施事業収入でございます。 

 ４９ページ、歳出でございます。 

 １款総務費８７９万１,０００円でございます。

総務管理費６３８万５,０００円は、時間外勤務
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手当や保険証発送などに係る経費でございます。

徴収費２４０万６,０００円は、普通徴収納付書、

督促状、催告書等発送の郵送料でございます。 

 次に、２款後期高齢者医療広域連合納付金１０

億８,１１６万２,０００円は、被保険者保険料負

担金及び保険基盤安定負担金として広域連合へ納

付するものでございます。前年比７,８８７万２,

０００円の減額で、主な理由は、歳入で説明いた

しました保険料収入減少の影響でございます。 

 次に、３款保険事業費５,１９４万７,０００円

でございます。健康診査費２,４８３万８,０００

円は、医科健康診査でございます。後期高齢者の

生活習慣病等の早期発見や早期治療のため、玉名

郡市４１医療機関で実施し、健康の維持、さらに

は医療の適正化を図ることを目的に事業を行なっ

ております。主な財源は全額熊本県広域連合から

の委託費として手当されます。高齢者の保健事業

と介護予防の一体的な実施事業２,１３８万１,０

００円でございます。この事業は保険事業であり

ます。生活習慣病、フレール対策と介護予防を一

体的に実施するもので、健康寿命の延伸と生活の

質の維持・向上を目的とするものです。 

 医療介護健康診査等の情報をＫＤＢ、国保デー

タベース等で把握、データ分析し、保健師により

ます個別支援や通いの場等への関与等を行なうと

共に、継続的な健康相談や健康指導による効果的、

効率的な事業を実施するものでございます。令和

２年１０月の事業開始からこれまでは高齢化率が

高い玉南、玉陵地区や有明天水地区を対象として

おりましたが、令和５年度につきましては、対象

地区を拡大する方向で計画しているところでござ

います。 

 なお、主な財源は全額熊本県広域連合からの委

託費として手当されます。 

 以上で、議第１１号の説明を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で、執行部の説

明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第１１号について、質疑及び委員間討議はあ

りませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 質疑及び委員間討議

なしと認めます。 

これより討論に入ります。議第１１号について

討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 討論なしと認めます。 

これより採決に入ります。議第１１号令和５年

度玉名市広域高齢者医療特別会計予算について、

全員一致をもって可決することに御異議ありませ

んか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第１２号令和５年度玉名市介護保険事

業特別会計予算を議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

長の瀬崎でございます。 

 予算資料５０ページをお願いします。 

 議第１２号令和５年度玉名市介護保険事業特別

会計予算。歳入の主なものについて説明いたしま

す。 

 １番、保険料、１、介護保険料の第１号被保険

者保険料として、現年度分の特別徴収と普通徴収

及び滞納繰越分の合計、本年度１４億４,９３５

万８,０００円でございます。前年と比較して１,

０７９万９,０００円の増額となっております。 

 ３番、国庫支出金、計１９億６,５２３万４,０

００円。前年比較で４,２６８万６,０００円の増

額となっております。 

 １、国庫負担金、介護給付費負担金１３億２,

９２７万５,０００円。この負担金は、介護給付

費に係る国の負担分を計上しております。 

 ２、国庫補助金、調整交付金５億２．６８１万

３,０００円につきましては、介護給付費の５％
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をめどに各市町村の高齢者の比率、財政状況によ

り交付されるものでございます。地域支援事業交

付金、総合事業、一般介護予防事業６,１９２万

９,０００円は、要支援１、２の方を対象に介護

サービス事業所を指定して行なう介護予防費に係

る国の負担分でございます。 

 次に、包括的支援事業、任意事業４,７２１万

５,０００円は、包括支援センター運営費や医療

介護連携事業などに係る国の負担分でございます。 

 保険者機能強化交付金及び介護保険努力者支援

交付金については、交付額の決定を待って補正で

対応したいと思っております。 

 ４番、支払基金、計２０億４,０２４万円につ

きましては、前年比１,１４２万１,０００円の増

額となっております。 

 １、支払基金交付金、介護給付費交付金１９億

７,３３５万７,０００円は、介護給付費に係る支

払基金の負担分を計上しております。地域支援事

業支援交付金６,６８８万２,０００円は、地域支

援事業の支払基金の負担分を計上しております。 

 ５番、県支出金、計１１億６３万７,０００円

につきましては、前年比５６５万１,０００円の

増額となっております。 

 １、県負担金、介護給付費負担金１０億４,６

０６万３,０００円は、介護給付費に係る県の負

担分を計上しております。県補助金、地域支援事

業交付金、総合事業、一般介護予防事業３,０９

６万５,０００円は、県補助金となっております。

包括的支援事業、任意事業２,３６０万８,０００

円も補助金でございます。 

 ７番、繰入金、計１３億５,６３７万１,０００

円で、前年比１,５１９万３,０００円の増額でご

ざいます。 

 １、一般会計繰入金、小計１２億７,７７８万

１,０００円、前年比１,９７８万４,０００円の

増でございます。これは介護給付費地域支援事業

費及び人件費等に係る市の負担分でございます。 

 ２、基金繰入金、介護給付費準備基金繰入金７,

８５９万円は、介護保険事業特別会計において歳

出見込みに対し、歳入が不足する額を基金から取

り崩し繰り入れするものであります。 

 １０番、諸収入、下のほうの下段の３雑入４８

４万３,０００円は、各事業の利用者負担額を計

上しております。 

 ５１ページをお願いします。 

 歳出の主なものについて説明します。 

 １番、総務費、１、総務管理費、一般管理費と

して９６４万９,０００円は、被保険者証の印刷

製本費や介護保険事業計画作成委託料などの事務

費でございます。この内、９７万４,０００円は、

令和５年度の新規事業で介護人材育成支援事業助

成金でございます。これは介護支援専門員不足対

策として、介護事業所に対し、介護支援専門員の

資格取得、受験費用等の助成を行なうものです。

一般管理費、人件費の職員分９,３７７万７,００

０円、一般管理費会計年度職員分６８５万９,０

００円、６０１万４,０００円の増は、人事院勧

告による昇給、職員の昇格、会計間異動によるも

のでございます。 

 ２、徴収費、賦課徴収費４５７万３,０００円、

前年比７２万２,０００円の増につきましては、

主にキャッシュレス決済通知用の印刷製本費等に

伴う経費でございます。 

 ３、介護認定審査会費、認定調査等費２,５８

１万８,０００円。前年比１２６万５,０００円の

減は、令和４年度に認定調査用の公用車の買い替

えを行なったためでございます。また、認定調査

費の会計年度任用職員３,７８３万５,０００円、

前年比１０３万６,０００円の増額は、来年度認

定調査数の増加が見込まれているため、出勤日数

を増やして対応する予定としております。認定審

査会共同設置負担金２,０８２万３,０００円は、

有明広域事務組合に認定審査会を２市４町で設置

しており、その負担金でございます。 

 ５、運営協議会費３３万８,０００円につきま

しては、高齢者福祉及び介護保険運営協議会４回
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分の委員の報酬及びお茶代でございます。 

 ２番、保険給付費の計は７３億８７２万８,０

００円で、前年比３,２３２万９,０００円の増額

をお願いするものです。これは全国一律の基準単

価で、介護保険事業所等に支払いを行なう保険

サービス費用でございます。令和５年度の予算額

は第８期計画策定時に見える化システムによって

令和５年度保険給付費を算定したものでございま

す。 

 ４番、地域支援事業費、計４億３７６万４,０

００円は、前年比４,７７９万５,０００円の増で

ございます。主な増額の理由の１つ目は、玉名市

包括支援センターの機能強化でございます。近年

のケアマネージャー不足を背景に、包括支援セン

ターが直接介護予防サービス計画を作成する数が

増加する傾向にあります。その影響で、いわゆる

包括的支援事業に従事しづらい傾向が続いており

ます。このため、特に三職種、社会福祉士、主任

ケアマネージャー、保健師を適正に配置し、日常

生活圏域ごとに地域の相談を受け、課題を整理し

て安心して暮らすことのできる地域となることを

目指すものでございます。 

 ２つ目に、高齢者の増加に伴う認知症対策の強

化でございます。認知症施策総合推進事業により、

令和６年度のチームオレンジの立ち上げを見据え、

包括支援センターに配置する認知症地域支援推進

員を１人増加するほか、認知症、高齢者等の見守

り策として、新たに行方不明時にスマートフォン

のアプリを用い捜索を行なう事業を玉名圏域定住

自立圏事業として実施する予定としております。 

 ３つ目に、地域包括ケアシステムの構築に向け、

生活支援体制整備事業を活用し、５年度から岱明

地区に生活支援コーディネーター１人と、協議体

の設置をする予定としております。これらを通じ

て互助を基本とした生活支援サービスが創出され

るよう取り組みを進めてまいります。 

 介護予防事業、日常生活支援総合事業、一般介

護予防事業と第８期高齢者福祉計画及び介護保険

計画に基づき、多くの事業を充実しております。

超高齢社会を迎え、今後これに対応できるよう体

制整備を図ってまいります。 

 以上で、議第１２号令和５年度玉名市介護保険

事業特別会計予算の説明を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で、執行部の説

明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第１２号について、質疑及び委員間討議あり

ませんか。 

○委員（作本幸男君） 作本です。 

 補正の時にも話が出たんですが、介護度４、５

の方の自宅の介護ですよね。それに補助金と言い

ますか、１０万円だったですかね。１家族当たり

１０万円だったですよね。それは今年度というか、

５年度は幾らになっていますか、予算は。あれは

介護じゃなかったですかね。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 一般会計で

出してます。５０万円。 

○委員（作本幸男君） ５０万円。それで、

ちょっとその時聞けばよかったですけど、介護で

すけんよかですかね。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） どうぞ。 

○委員（作本幸男君） 結局、あれはお知らせと

いうか、周知は市政だよりだけだけんな。 

 それと、介護度４、５というのは、もう玉名市

で今何名ぐらいですか。 

 ちょっといいですか、作本です。 

 結局、私が何を言いたいかというと、４、５と

いうのは、もう相当数の数じゃないと思うんです

よね。受けられる、４、５というのがですね。 

 それと結局、病院にかかったり、介護を使った

りする人はそれから抜けたところのこの支援とい

うのはなっとるわけですよね。ということは、お

そらく４、５というのは人数もわかっておれば、

病院にかかったり、介護施設に入ったりというの

は、もうおそらく人数はわかとっと思うとですよ

ね。見てみれば。 
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○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

長、瀬崎でございます。 

 現在、要介護４の方が６０３名、介護５の方が

３２９名ほどおられます。 

○委員（作本幸男君） 作本です。 

 これは介護施設に入っとる人が大体これわかっ

とるでしょう、何名か。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） すみません、

介護度で施設の方が何名いらっしゃるかというの

はちょっと今手元に資料ございませんけれども、

多くの方が御自宅でなく、何らか施設に入られて

いるか、病院に入られているかという方がもちろ

ん多いと思います。 

○委員（作本幸男君） 作本です。 

 ですから、５０万円だったですかね、予算がで

すね。５０万円ということは５名ですよね。５家

族ですよね。ということは、おそらくその介護の

施設に入ったり、病院に入ったり、それを差し引

きすればですよ、５名ぐらいじゃすまんと思うと

ですよね。まだたくさん自宅で見ておられる方が

多かということですよね。５名だけですんじゃお

らんはずですもんね。ですから、その辺の、おそ

らく、この１０万円の支給というのはですね、そ

の知らない人が多いんじゃないかなと思うとです

よ。このこと委員会で何回か聞いたことあっとで

すけど、特別にですね、これ要するに家族の申請

でないとだめなんでしょう。基本は。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

長の瀬崎でございます。 

 申請自体は御本人は無理なので御家族が来られ

るということになります。基本的にいろいろ１０

万円を差し上げるにしても条件がございますので、

非課税世帯であるとか、いろんな、先ほども申し

ましたように、ショートステイを長く使われてい

ない方だったりとか、御入院をされたことがない

方とか、そういう１年間を通してずっとお家で見

ていらっしゃる方というふうにかなり狭まっては

きます。ただ、委員がおっしゃるように、周知自

体が広報のみですので、少ないかもしれません。 

○委員（作本幸男君） ちょっと５名ではおそら

く少ないと思うわけですよ。ですから、そういう

方には、行政のほうからただお知らせじゃなくて、

直接家族の方にこういう補助がありますよという

のはお知らせはどんなですか。しちゃいかんわけ

ですか。してもいいわけですか。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

長の瀬崎でございます。 

 一度、ケアマネージャーさんたちを集めて集団

指導を行なう場面がございますので、その際にこ

のサービスがあるということについてお知らせは

したいと思います。 

○委員（作本幸男君） したいと思いますて、し

ていないんですか。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） しています。 

○委員（作本幸男君） しています。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） しています

ので、こういうのがあるということをもう一度、

再度、今年度もやっていきたいと思います。 

○委員（作本幸男君） ぜひその辺を徹底しても

らえば、この数じゃ、５名というのはちょっと考

えられんわけですよね。 

 それと前から言いよっですけど、せっかく自宅

で４、５というのは、相当ひどい介護を受ける方

ですもんね。ですから、家族で見ているというの

は、１０万円でどうこうという話じゃないんです

が、もう少しですね、前から言いよっとが、もう

少しその額を上げたらどうですか。これ国のあれ

ですか。国だけの。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

長の瀬崎でございます。 

 いえ、単費でございます。 

○委員（作本幸男君） ということは、玉名市の

単独で上げたり下げたりというのはできるわけで

しょうね。これ最初からずっと１０万円でしょう。

ですから、もうこれだけ介護料がいろいろかかっ

ている中で、自宅で介護をされるというならです
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ね、もう少し上げたらどうかなて、前からその辺

あたりは言っているんですが、１０万円で今のと

ころは留まっているわけですけど、もう少し考え

てもらえればなと思っているんですが。ここでお

そらく答えはでないんですけど。そのあたりよろ

しくお願いします。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに、どうぞ。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 ４款の歳出のほうの、４款の１の介護予防のと

ころで介護予防等生活支援サービス事業費という

のがあるかと思います。これ令和３年度の決算の

ときに聞いた話なんですけれども、ここ５、６年

の推移を見てみると、要支援１、２が少なくなっ

てきてて、その分要介護１から５が多くなってき

ているというような推移があって、この介護予防

生活支援サービス事業というのがいきいき活動

だったり、ゆたっと元気、あと通いの場というこ

とをやられている事業だと思うんですけども、こ

れらの目的というのが健康増進することで、なる

べく介護のほうに上がらずに要支援で止まってい

たい。もしくはグレードダウンしていきたいとい

う内容だと思うんですけれども、この４款の１項

の生活支援サービス事業費が令和４年度に比べて

減額になっているんですね。令和５年度はウィズ

コロナのほうでだいぶ活動もスタートするかと思

うんですけれども、むしろ令和４年度のほうがコ

ロナ禍で活動できていなかったと思うんですが、

この減額理由について教えていただければと思い

ます。 

 あと、予算書の３９０ページなんですが、ここ

のところの予算書ですね。令和５年度の当年度予

算と前年度予算の数字と、この予算資料のほうの

数値が違うんですけれども、これは何か理由があ

りますでしょうか。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 委員長、す

みません、調べてお返事いたします。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかには。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 認定調査費のとこなんですけど、前年度はを調

査ば延ばしてよかったけんということで、補正で

減らされておったと思うんですけど、今年、その

延ばした分と来年せなん部分が重なってくると思

うから、日数が増えるということで説明あったん

ですけど、人は増やんでも日数ば増やすというこ

とですか。それで対応できるとですか。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） どの程度増

えるかというのがわからないというのも一つあり

ますし、今後のこのコロナの状況というのが国の

ほうでも来年度については、市町村の状況に応じ

ることも可能というところもございます。なので、

絶対コロナ等で入れなかったりとかする場合とか

は延長せざるを得ないのかなというふうには考え

ております。ただ、やはり増えるというのは確実

だなというところで、やっぱり日数を増やせば行

ける件数が増えますので、一応それで対応をしよ

うと思います。もしそれでも回りこなせないよう

であれば、また補正を組むしかないのかなという

ところでございます。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 じゃあ場合によっては、来年度、市町村の判断

で延ばしてもいいというのあるけん、そういうの

も入れながらしていくということですかね。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

長、瀬崎でございます。 

 コロナ以前でも今の１２名で何とか回していま

したので、少し日数が増えたというところでプラ

スアルファがあるっていうところで対応したいな

と思っているところでございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 ５１ページの地域包括支援センター事業費の中

で、前年度の当初比で２,７００万円増加するの

は、専門職員を増やすという話だったですけど、

専門職をそれだけ増やせば、今までしよった包括

支援センターの事業として今年はこういうことも

しますよとか、改善するようなことは何かあっと

ですかね。 
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○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

長、瀬崎でございます。 

 まず、今まで介護予防事業についてのケアプラ

ンを立てるのは、包括支援センターが立てるとい

うことになっております。ただ、人数が非常に少

のうございまして、委託もできるというところで

やっておりまして、そのケアプラン自体をセン

ターのほうから委託を、各事業所に委託をして予

防プランも委託をしながらやっていたところでご

ざいますけれども、今、ケアマネージャーがかな

り不足しておりまして、その予防プランを、委託

していた予防プランがかなり包括支援センターの

ほうに戻ってきておりまして、予防プランを立て

るのに非常に力を入れられているというところが

あって、それでは、本来の地域づくりとかいうこ

とができない。このままではいけないということ

で、一応、まずはプランを立てれる人をきちんと

雇った上で、それから、そのプランを立てて収入

があった分に関しては、そちらにちゃんと補充、

その金でその補充してもらって、それからきちん

と三職種を各地区に、４地区あるんですけれども、

その４地区にきちんと専門職を置いてそこに相談

ができるようにするという、その体制をつくりた

いというのが一つです。 

 そこの内の一つで、生活支援コーディネーター

等がおりまして、地域の中の状況を把握して課題

等を見つけまして、地域ケア会議を行いながら、

その地域は地域で解決を、その課題を解決してい

こうというような体制づくりをやりたいというと

ころでやっております。来年度は第２層協議体と

いうところで、岱明のほうで事業所のほうと一緒

にやろうという予定をしております。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、私は、今、

今回のようなことになる背景というかな、今まで

は包括支援センターでケアプランばつくるのが手

薄だったけん事業所にお願いしよったわけですよ

ね。ところが、事業所のほうからもう断ってきた

と。包括支援センターのほうにお返ししますみた

いな、そっちでつくってくれと。当初、この包括

支援の事業がスタートしたとはそこだったんです

よね。そういうことでスタートしたばってん委託

しよったと。委託することによって、今度はそこ

で事業所の囲い込みというようなこともある意味

プランつくってその事業所でいろいろ面倒みるみ

たいなことでなっていきよったわけですよ。事業

所がそのプランづくりを断るということについて

は、やっぱ介護事業自体がもうちょっと今の需要

に応じて任せきらんような状況になってきよっと

ですかね。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

長、瀬崎でございます。 

 介護保険が始まったのが平成１２年ですかね、

もう２０年ほど経っておりますけれども、その時

に一気にケアマネージャーさんというのはできま

して、ある程度ケアマネを取られる方がいらっ

しゃって、その方がもう何十年も経って、今はも

う７０代でも現役でちょっとやられているような

状況もありまして、辞めていかれるケアマネー

ジャーさんがたくさんいらっしゃいます。では、

新しいケアマネージャーさんがその分できている

かというとそうでもなく、かなりケアマネー

ジャーさんの高齢化が今言われておりまして、こ

こ２、３年後には本当にどうなるのだろうかとい

うほどケアマネージャーさんが高齢化されている

状況でございます。なので、多分事業所としては、

介護保険の認定を受けていらっしゃる方の点数と

いうのが高うございます。予防プランはちょっと

安うございます。ですので、どうしても高いほう

のプランは自分たちで立てないとちゃんとわかっ

ていらっしゃるんですけど、予防プラン自体は包

括型でやられるんだから返しますというような形

になっているのが現状でございます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 やっぱりケアマネージャーさんも年寄りになっ

てきてもうしませんて言いなはっとそれまでだけ

んですね。そういう意味じゃ、今介護に携わって



 

 －43－

おるような若手の職員さんたちもですね、現役の

時に研修制度としてケアマネの資格に挑戦すると

いうかな、これはかなりいろんな生活保護のこと

も勉強せんといかん。福祉全般のことを勉強せん

といかんけんとても職員のスキルアップには効果

的と思うとですけど、そういう何か制度はなかっ

ですかね。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） ケアマネー

ジャーさん自体はやっぱり試験を受けられてい

らっしゃるようで、人数はそれなりにいらっしゃ

るというケアマネージャーさんの情報ではありま

す。それでもケアマネージャーをするか、介護職

をするかというところになってくるんですけれど

も、やはりケアマネージャーさんの負担とか、仕

事の量とか、そういった部分もあるのかなとは思

います。やはりケアマネージャーとして動いても

らいたいというところも含めて人材確保をやはり

しなければならないということで、今回、少額で

はございますが、人材確保のための予算も取って、

希望される方についてはその事業所さんが育てて

いただかないといけないので、その事業所さんの

ほうにケアマネさんの研修とか、受験料とか、そ

ういったものを補助をするというような形の予算

をちょっと取らせていただいている状況でござい

ます。これで取られたら、更新にもお金がかかる

ので、その更新のお金もすべて出して、それを受

けられた方につきましては、玉名市内で３年間は

ちゃんとケアマネージャーをしてくださいねとい

うようなお約束のもと、補助を出すというような

形で今回予算としてあげております。 

○委員（前田正治君） わかりました。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに、はい、どう

ぞ。 

○委員（大野豊重君） すみません、大野です。 

 予算書のほうはあれでしたね、予防介護と生活

支援の会計年度任用職員分が、ですよね。はい。

これがちょっと予算書のほうでは合計、がっちゃ

んこされてたんで。じゃあさっきの令和４年と５

年の差額の分だけ教えていただければ。 

○委員長（多田隈啓二君） 私のほうから一言。 

玉名市の総合事業サービスされておりますけど、

介護予防の中で日常生活支援ということで要支援

１、２の方を対象にされております。その総合事

業サービスの中のちょっと聞きたいのが訪問型

サービスの中のふれあい活動事業サービスのシル

バー人材されとると思いますけど、数、年間の数

と喫緊の増減をお聞きしたいというのと。緩和型

サービスの事業所をされている方の内容をお伺い

したいと思います。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

長、瀬崎でございます。 

 まず、ふれあい家事支援サービスなんですけれ

ども、こちらはシルバー人材センターのほうに委

託して生活援助、調理、掃除、ごみ出し等をやっ

ていただく支援サービスになります。これが今現

在６３２人の方が御利用になっておりまして、１

月末現在ですね。２,９７０回利用のほうがあっ

ております。 

 ふれあい家事支援事業では、買物サービスのほ

うは行なっておりませんけれども、基準型の緩和

の訪問サービスというのをやっておりまして、こ

ちらのほうでは、買物代行のほうも行なっており

ます。ただこちらのほうの全体の人数しかわから

なくて、この中で買物代行を何人なさっているか

わかりませんけれども、全体として延べ人数では

２,３０２名の方が御利用いただいているという

状況でございます。 

 ふれあい家事支援サービスの需要については、

令和２年度では月の平均が４０.６人、令和３年

度では４９.６人、令和４年度では６３.４人とか

なりこのサービスについては需要が増えてきてい

る状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（多田隈啓二君） はい、ありがとうご

ざいます。 

 やはり、この増えていっているって安心したん
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ですけど、やっぱりこの買物支援、ごみ出し支援

はですね、今から高齢化の時代に大変大切な事業

だと思います。その中で１点、基準緩和型サービ

ス事業だと買物支援までできますけど、これやっ

ぱり資格等がいると思いますけど、これにケアマ

ネージャーさんたちは入っておられるんですかね。

どうなんですかね。 

○高齢介護課長補佐兼事業所指導係長（中川真紀

代さん） 高齢介護課課長補佐兼事業所指導係の

中川です。 

 この事業に関しまして、独自緩和というような

事業に関しては、ケアマネージャー入っておりま

すが、ふれあい家事支援の分についてもケアマ

ネージャー自身は入ってはおります。 

○委員長（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 先ほど来、説明の中でケアマネージャーさんの

不足とか、また負担増が結構この辺でとられてい

るのかなというのもあります。やはり、さっき前

田委員さん言われたとおり、この負担軽減もしな

がら、そしてまた、これもう少しケアマネー

ジャーさんに頼らず介護の支援等もできるように

今後は検討していただきたいなと思います。 

 最後に１点だけ、今後、これを市民の方に、６

５歳以上の方に要支援１、２の方に広める周知方

法としてどのように周知していかれるのか、最後

お伺いしたいと思います。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

長の瀬崎でございます。 

 周知方法としては、毎月の広報、あとそれから、

年齢到達になった方には文書を差し上げてますの

で、そういった中に織り込んでいったり、あとは

かなりの人数、予防活動をされておりますので、

その予防活動をしている中で周知のほうは行なっ

ていけたらいいかなと思っております。 

○委員長（多田隈啓二君） はい、多田隈です。 

 ぜひ、そういういろんな予防活動されておられ

る方に周知していただきまして、１回１５０円と

いうふれあい家事支援サービスあるということは、

すごく低料金でありますので、ぜひ周知のほどを

よろしくお願いします。 

 以上です。 

 ほかに。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

長、瀬崎でございます。 

 先ほど大野委員の御質問であった訪問型サービ

ス、介護予防日常生活総合事業費の差額について

の御質問ですけれども、予算ベースで前年同様に

出しているんですけれども、ちょっと実績ベース

で出しておりますので、予算との比較した時にマ

イナスになったということでございます。実績で

出したので、予算よりもちょっと下がってきてい

るということでございます。 

○委員（大野豊重君） 実績ベースということで

あれば、昨年度の決算でいくとおおよそ１億５,

０００万円をちょっと切ってたと思うんですよね。

１億４千ちょっと。今回、これを見ますと、２,

０００万円くらい増やした予算という認識でよろ

しいでしょうか。２,０００万円ぐらい増えてま

すよね。ごめんなさい、こっちの説明のほうの１

億６,７００万円ぐらい、負担金の部分ですよね、

これって。だから、それを計算すると大体２,０

００万円ぐらい増やしたところで見積もられたと

いうことで。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） はい、そう

いうことになります。 

○委員（大野豊重君） ということは、前年度よ

りは今年のほうが活動を増やすという認識であっ

てますか。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

長、瀬崎でございます。 

 お見込みのとおりでございます。 

○委員（大野豊重君） はい、ありがとうござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに、はい、どう

ぞ。 
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○委員（前田正治君） 前田ですけど、特別養護

老人ホームに入りたくても入れないというのが今

の実態じゃなかつかなと思うとですよ。それで、

今後、特老を造るというような計画はどっかあっ

とですかね。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 高齢介護課

長、瀬崎でございます。 

 現在、特別養護老人ホームの待ちはほぼありま

せん。数人待ち、何十人ということではなく、１

人、２人待っていらっしゃるかなというところで

ございます。ですので、特に来年度以降、この基

本計画の中で施設を増やすという予定はしており

ません。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、以前は今

もあるかどうか知らんですけど、例えば、荒尾・

玉名圏域で何か所とか、そういう割り当てみたい

なのがあっとでしょう。今はそぎゃんとはなかっ

ですかね。 

○高齢介護課長（瀬崎しのぶさん） 施設の建設

にあたっては、県と協議が必要になります。当然、

この圏域には足りないということであれば、県か

らもお勧めをされたりするんですけれども、今の

ところそういったことはございませんので、特に

建ててはいけないということではないのかと思い

ますが、玉名市としては建てる予定はございませ

ん。 

○委員（前田正治君） はい、よかです。わかり

ました。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

これより討論に入ります。議第１２号について

討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 討論なしと認めます。 

これより採決に入ります。議第１２号令和５年

度玉名市介護保険事業特別会計予算については、

全員一致をもって可決することに御異議ありませ

んか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 ここで執行部の入れ替えのため、暫時休憩いた

します。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ３時１５分 休憩 

午後 ３時２５分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（多田隈啓二君） 休憩前に引き続き委

員会を開きます。 

 次に、教育部所管の審査を行います。 

 議第１号令和４年度玉名市一般会計補正予算

（第９号）を議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課長の西川でございます。 

 これから審議いただきます教育部所管の補正予

算資料の範囲についてでございますが、予算資料

の１９ページの１５３番の岱明防災コミュニティ

センター建設事業から２２ページの１９０番、体

育施設管理運営事業まででございます。 

 各事業につきまして、担当課長より御説明をい

たしますので御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、主なものの内容につきまして御説明

いたします。よろしいでしょうか。 

 補正予算資料の１９ページをお願いいたします。 

 はじめに、１５３番、岱明防災コミュニティセ

ンター建設事業の１９２万７,０００円の減額は、

旅費から補償費までの経費で実績見込みによる事

業費の執行残につきまして減額をお願いするもの

でございます。 

 なお、この事業の財源となります防災コミュニ

ティセンター事業債につきましても事業費の実績
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見込みに伴い２８０万円を減額するものでござい

ます。 

 続きまして、１５４番、岱明防災コミュニティ

センター施設管理運営事業の４万７,０００円の

減額は、案内誘導看板改修業務の実績見込みによ

る事業費の執行残につきまして減額をお願いする

ものでございます。これは岱明防災コミュニティ

センターの案内誘導看板を防災センター県道向か

い側の駐車場と県道との敷地境界付近に設置して

ありました誘導看板の改修を行なったものでござ

います。 

 消防費につきましては以上でございます。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 教育総務課からは、２つの事業と２４ページの

第２表繰越明許費補正の２つの事業を御説明申し

上げます。 

 それでは、同じく１９ページの下から２番目、

ナンバー１５８番、奨学金事業をお願いいたしま

す。 

 ２７万円の事業費は、教育振興を目的とした寄

附に伴い、基金に使用してくださいということで

２月１５日、合同タクシー互助会様より御寄附を

いただいております。これは、教育振興特別基金

に積み立てを行なうものでございます。 

 次に、２０ページ目の中段より少し上になりま

すが、ナンバー１６３、感染症流行化における学

校教育活動体制整備事業の２,２０５万円で、こ

れは小中学校における感染の拡大を抑制し、学校

教育活動を継続するための体制を確保するため、

生活に必要な物品購入費でございます。財源とい

たしまして、国２分の１の国庫補助がございます。

内訳としましては、消耗品費１,１０２万５,００

０円、消毒液やハンドソープを購入するものでご

ざいます。備品購入費にて同額の１,１０２万５,

０００円で、サーキュレーターやＣＯ２モニター

等を購入するものでございます。この事業は限度

額が児童生徒数で決められており、５０１人以上

の玉名町小、築山小、玉名中学校で１校当たりそ

れぞれに９０万円でございます。１０１人から５

００人までが玉陵小学校が該当し、それぞれに６

７万５,０００円でございます。ほか１７校が３

００人以下でございまして、４５万円ずつでござ

います。 

 また、この事業におきましては、執行期間に要

する期間が取れないために、後で御説明します繰

越明許費補正に同額を計上いたしているものでご

ざいます。 

 教育総務課からは以上になります。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課長、西川でございます。 

 次に、１７８番、地域学校協働活動推進事業の

３４０万８,０００円の減額は、報償費から事務

費、旅費、消耗品、保険料で、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止による活動の中止により、実績

見込みによる事業費の執行残につきまして減額を

お願いするものでございます。 

 なお、この事業の財源は、県の地域学校協働活

動推進事業補助金、事業費の３分の２を活用して

おりますため、今回の事業費の実績見込みに伴い、

補助金の決定により２２７万４,０００円を減額

するものでございます。 

 コミュニティ推進課からは以上でございます。 

○文化課長（平川裕一君） 文化課課長の平川で

す。 

 資料の２２ページをお願いします。 

 １８５番、文化財保護事業の３６万５,０００

円の減額は、文化財保護審議会委員の視察研修及

び職員の県外での文化財担当者研修が新型コロナ

感染症の影響で中止、あるいは参加取りやめに

なったことで旅費２件、２６万５,０００円の減

額をお願いするものでございます。 

 また、伝統文化継承団体２件が、これも新型コ

ロナの影響で催しが中止になったことによりまし

て補助金２件、合計１０万円を支出できなかった

ことに伴う減額でございます。 
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 続きまして、１８６番、市内遺跡試掘確認調査

事業の１１２万２,０００円の減額をお願いしま

す。今年度の文化財の試掘確認調査事業費が当初

見込んでおりました事業費の上限に達しなかった

ことに伴いまして、重機借上料、報告書の印刷製

本費を減額するものでございます。 

 また、これに伴い、歳入の国支出金、国宝重要

文化財等保存整備費補助金７４万１,０００円も

減額補正をお願いします。 

 文化課からは以上です。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） スポーツ振

興課長の小山でございます。 

 引き続き、予算説明書２２ページでございます。 

 保健体育費において６１４万２,０００円の減

額をお願いするものでございます。 

 予算説明書、続きまして、１８９番、体育団体

運営支援金事業で３０万円の減額補正をお願いす

るものです。これは令和元年度から本市において

筑波大学の駅伝部が合宿を行なっておりましたが、

コロナ禍の影響もあり、令和４年度の合宿を行わ

なかったことに伴いますスポーツ合宿補助金の３

０万円の減額でございます。 

 次に、１９０番、体育施設管理運営事業で５８

４万２,０００円の減額補正をお願いするもので

ございます。これは、コロナ禍等により市民プー

ルを開けなかったことに伴い、予算執行しなかっ

た資産管理委託料の残でございます。これに伴い

まして、財源と充てておりましたプール使用料、

コロナ禍で使用が少なかったため、総合体育館の

使用料の減額と不足分について、社会教育施設整

備事業債を加えるものでございます。 

 以上です。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 ページ、２４ページ目をお願いいたします。 

 第２表繰越明許費補正のほうを御説明申し上げ

ます。 

 １０款教育費、１項教育総務費、感染症流行化

における学校教育活動体制整備事業でございます

が、２,２０５万円は、執行に要する期間が取れ

ないため繰り越すものでございます。 

 次の２項小学校費、小学校スクールバス安全装

置設置事業は、１２月補正にて追加計上した事業

でございますが、子どもたちの送迎用バスの安全

装置の整備費用で、１台当たり１８万円の２分の

１補助で９万円を助成するものでございます。１

２台分でございますが、業者の申請や取付期間を

確保するために国が今示されている令和５年６月

末までに装備の完了を予定しているものでござい

ます。 

 教育総務課からの説明は以上でございます。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） スポーツ振

興課長の小山でございます。 

 引き続き、１０款６項保健体育費、天水グラウ

ンド法面整備事業で３,３１５万９,０００円の繰

越をお願いするものでございます。令和４年度９

月議会において議決を受け、入札、工事請負契約

を締結したところでございますが、崖中腹の上段

のブロック積工につきましては、完了できるもの

となっておりますが、その後に施工予定をしてお

ります、法枠工につきましては、契約後、速やか

に法枠専門業者と交渉を進めていたところではあ

りますが、令和２年８月の豪雨の影響により、施

工業者の確保や材料等の手配が非常に困難な状態

であるという連絡を受けております。法枠工の手

配ができる時期が４月となるため、本工事を繰り

越す必要があるために、予算においても繰り越し

をお願いするものでございます。 

 スポーツ振興課からは以上です。 

○文化課長（平川裕一君） 文化課の平川です。 

 引き続き、１１款災害復旧費、５項文教施設災

害復旧費、永安寺東古墳、永安寺西古墳災害復旧

事業５４６万円を繰り越すものでございます。 

 前回、１２月議会で減額補正を御承認いただい

ておりますが、災害復旧事業費を翌年度に繰り越

すものでございます。 
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 概要でございますが、熊本地震で被災したこの

両古墳の復旧事業に取り組む中、有識者及び文化

庁の指導によりまして、当初の事業計画を変更し

た上で新たな石室の空洞調査等が必要となりまし

た。この調査実施期間が年度をまたぐ見込みであ

るため、事業費の残った分、一部５４６万円を翌

年度に繰り越すものでございます。 

 以上をもちまして、教育部所管に係る議第１号

の説明を終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で、執行部の説

明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 質疑及び委員間討議ありませんか。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 ２１ページの１７８番、地域学校協働活動推進

委員のところなんですけども、それの上の１７４

の学校運営協議会の件もそうなんですが、例えば、

地域学校協働推進委員については３２０万円の減

額で、おそらく当初予算では七百七、八十万円組

まれたかと思うんですね。先ほどの説明では、コ

ロナによる活動がダウンしているからということ

で、それは仕方ないことだと思うんですけども、

一番気になる点としては、単純にコロナによって

活動がダウンした分で１人当たりが活動が下がっ

ているのか。それもあると思うんですけれども、

一番聞きたいのが推進委員がいない学校があるの

かどうか。それによって減額となったのかという

のを聞きたいところです。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課長の西川でございます。 

 まず、推進委員につきましては、各学校に各１

名、もしくは大規模校、玉名中学校につきまして

は２名おります。欠員はございません。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 欠員がなければ、実際そ

の推進委員さんの人たちは交通費だとかその他の

活動費って結構個人負担でかかられてるので、そ

ういったところも今後また費用弁償の意味合いで

考慮していただければなと思います。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 ２０ページのナンバー１６５番、学校給食セン

ター事業についてちょっとお尋ねします。 

 賄い材料費が減額の１,９００万円程度計上し

てありますけど、この主な原因は何ですかね。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 主な原因といたしまして、コロナ感染の流行に

より未遺棄食分が１,８９０万３,０００円ござい

まして、高騰分の見込み数の見込み値よりも減額

になったものが７４万５,０００円ということで

分析しているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、コロナの

影響でもう例えば、もう休みになったとか、そう

いったことが大きな原因ですかね。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課の西

原です。 

 新型コロナにより出席停止者数が中学校、小学

校合わせまして延べ日数で１,５７３日、各種行

事による欠食日数が３９６日、学年・学級閉鎖に

よる日数分が１６日、長期欠席者等で１１６人分

の影響が出ている状況でございます。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

 以上で、議第１号令和４年度玉名市一般会計補

正予算（第９号）に関する質疑及び委員間討議は

すべて終結しましたので、これより討論に入りま

す。議第１号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 討論なしと認めます。 

これより採決に入ります。議第１号令和４年度

玉名市一般会計補正予算（第９号）については、
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全員一致をもって可決することに御異議ありませ

んか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認め、

さよう決定いたしました。 

 次に、議第９号令和５年度玉名市一般会計予算

を議題といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課長の西川でございます。 

 これから、審議いただきます教育部所管の当初

予算資料の範囲についてでございますが、３０

ページの３７１番の岱明防災コミュニティセン

ター建設事業から３６ページの体育施設管理運営

事業でございます。各事業ごとに担当課長が説明

をいたしますので御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 それでは、主な内容につきまして御説明いたし

ます。 

 予算資料の３０ページをお願いいたします。 

 ３７１番、岱明防災コミュニティセンター建設

事業の４,４５３万６,０００円は、センター建設

に要する経費で手数料及び外構工事第２期分の完

了払い金でございます。内容といたしましては、

手数料１万２,０００円は、建築確認として必要

な工作物完了検査申請手数料でございます。 

 外構工事第２期４,４５２万４,０００円は、防

災コミュニティセンター本体工事完了後に行なっ

ております敷地内舗装等の外構仕上げ工事を行な

う外構工事第２期分の完了払い金６０％でござい

ます。 

 センター建設完了後の令和４年の１１月２４日

から事業を実施しておりまして、２年度にまたが

る事業で令和５年６月１６日を完了予定、工期は

６か月間となっております。 

 なお、この事業の財源といたしまして、防災コ

ミュニティセンター整備事業債、緊急防災・減災

事業債、充当率１００％、４,４５０万円を充当

するものでございます。 

 次に、３７２番、岱明防災コミュニティセン

ター施設管理運営事業の１,１０５万９,０００円

は、岱明防災コミュニティセンター管理運営に要

する経費で、内容といたしましては、燃料費、光

熱費、施設運営業務委託費、施設維持管理業務委

託料などでございます。 

 なお、この事業の財源は、防災コミュニティセ

ンター使用料などを充当するものでございます。 

 消防費につきましては、以上でございます。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 教育総務課からは新規事業を中心に６事業を御

説明申し上げます。 

 同じく、３０ページ目の下から４段目、３７４

番、事務局費（一般管理費）４９５万９,０００

円は、スクールバス検討委員会関連経費で５２万

１,０００円、教育総務費に係る事務費等に要す

る経費が４４３万８,０００円で、財源といたし

まして、県費の奨学金返還事務委託金６万２,０

００円がございます。 

 スクールバス運行検討委員会は、現在、玉陵小、

大浜小、小浜小の３校で運行している状況でござ

いますが、各学校によって状況が異なっているこ

とから、学校、保護者、地域の意見を調書をいた

しまして、玉名市全体としてスクールバス運行に

関する方針を決定し、今後、学校再編によるス

クールバスを運行する校区がさらに増えることか

ら、玉名市内におきまして統一した基準にて運行

していきたいというふうに考えております。検討

にあたっては、通学距離だけではなく、通学路の

安全性や子どもたちの体力向上の観点も考慮し、

検討を図っていきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 次に、ページ、３１ページの３８４番を御説明

しますが、次に御説明いたします資料のほう、天

水中学校区小学校建設概要（案）を用意しており

ますのでお配りしてよろしいでしょうか。 
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○委員長（多田隈啓二君） はい、大丈夫です。 

○教育総務課長（西原正信君） それでは、お手

元に届きましたでしょうか。よろしくお願いいた

します。 

ナンバー３８４番、学校規模適正化事業（天水

中学校校区）の２,０７９万８,０００円のうち、

主なものは、天水小中学校校舎増改築工事基本設

計業務委託でございます。 

業務委託のほうで１,７９５万７,０００円で、

天水中学校区小学校建設概要（案）を見ていただ

きますようお願いいたします。 

天水中の一部を改修し、小学校校舎を併設し、

特別教室の一部は小学校、中学校で共有化を図る

予定でございます。小学校校舎の新設は、ＲＣ造

建てで約２,８５０平米、中学校校舎の改修も検

討しているところでございます。 

 小中の共有のプールも予定いたしており、令和

９年４月開校を目指して進めているところでござ

います。 

 この天水中学校校区の小学校建設概要（案）の

基本方針として、統合後の小学校は現在の天水中

学校の位置とし、施設一体型で小中一貫した教育

を推進していきます。 

 また、天水中学校と併設することから、中学校

の一部を改修し、小学校校舎を建設したいという

ふうに考えております。特別教室や体育施設につ

いては、中学校と小学校で既存施設の共有化を図

り、具体的には天水中学校内に小学校の校長や職

員室等を設け、新小学校校舎に玉水、小浜小学校

を統合した必要な教室数を確保した規模を建設い

たします。 

 また、地理的にも天水体育館や天水図書館も近

いことから、児童生徒の遊歩道等も併せて整備す

ることによって、いろいろな近隣の施設を活用し

た授業も検討してまいります。 

 スケジュールといたしましては、令和５年に基

本設計、令和６年に実施設計、令和７年に校舎建

築、令和８年に校舎、プール等を整備し、令和９

年４月には開校できるように、開校予定で進めて

いきたいというふうに考えております。 

 財源的には、５５％の国庫補助金を活用し、有

利な起債、過疎債を利用し、充当率１００％、交

付税算入率７０％を活用していきたいというふう

に考えているところでございます。 

 続きまして、３１ページ目の３８６番、小中学

校照明ＬＥＤ化改修事業で３２２万円で、年次計

画、５か年計画にて順次進めていき、各小中学校

の体育館及び武道館等の照明を計画的にＬＥＤ化

し、省電力化や照明灯具、特に水銀灯の製造中止

による器具交換等を図るため、令和５年度は玉名

中、玉南中、有明中学校、玉名町小学校、大浜小

学校、横島小学校の体育館の整備を進めてまいり

ます。 

 財源といたしまして、起債を２４０万円充当し

ているところでございます。 

 次に、ナンバー３８７、学校規模適正化事業

（有明中学校校区）では、１０４万６,０００円

は、豊水小と大浜小との再編経費で、新しい学校

づくり委員会の開催経費や小学校跡地部会等、ま

た、校歌の新しい学校の校歌作詞作曲に要する経

費でございます。 

 有明中学校区の豊水小と大浜小の学校再編の状

況でございますが、豊水小学校での説明会を４回、

大浜小学校校区で３回、横島小学校区で１回、計

８回の説明会を行なっております。 

 このほか非公式にても２回ほど保護者との意見

交換会を行なっているところでございます。 

 今月に入りましてからも３月２日の日に豊水小

の学校運営協議会の委員の皆様にこれまでの経緯

の報告を行ない、これからの進め方を報告したと

ころでございます。 

 保護者の御意見の中には、早急に進めるのでは

なく、児童の交流をしていったらよいと思うとか、

急すぎるとか御意見をいただいているところでご

ざいますが、令和５年度から複式学級が２学級と

なることもあり、まずは新年度に入り、豊水小の
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授業参観を保護者の皆様や地域の方々に実際に見

ていただきまして、その後に住民説明会を開催し、

進めていきたいというふうに考えているところで

ございます。 

 続きまして、ページ、３３ページ目をお願いい

たします。 

 ４３６番の小学校施設改修事業２,７３５万４,

０００円ですが、主なものとして、横島小学校受

水槽改修工事に１,９６１万円を計上し、これは

横島小の受水槽が老朽化し、破損をしているため、

今後飲み水の水質に影響が出ないように改修を行

なうものでございます。 

 このほか、高道小学校の特別支援教室の空調設

備に２００万円で、特別支援教室の２教室を空調

設備改修を行なうものでございます。 

 最後に、３４ページ目の４５８番をお願いいた

します。 

 中学校施設改修事業で１１億７,６３７万５,０

００円で、岱明中学校校舎の改築工事に８億９,

５８４万円です。このほか、岱明中の武道場建設

工事が２億４,７７５万９,０００円。岱明中以外

にもございまして、有明中学校特別教室トイレ改

修工事が１,０００万円にて整備を行なうもので

ございます。 

 岱明中学校の改修計画といたしまして、現在の

グラウンド上に校舎及び武道場の施設を建築した

上で、既存校舎棟を令和７年度に解体し、解体後

のエリアにグラウンドとして整備するように計画

しているところでございます。 

 財源といたしましては、学校施設環境改善交付

金で３分の１の補助でございますが、１億８,２

００万２,０００円。中学校施設整備事業債で、

こちらは９０％充当と７５％充当がございますが、

７億８,２４０万円を充当するものでございます。 

 教育総務課からは、以上で説明を終わります。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課の西川でございます。 

 ４６２番、地域学校協働活動推進事業の７５２

万７,０００円は、地域学校協働活動推進員や放

課後子ども教室に関する経費で、地域学校協働本

部運営委員会委員報酬から消耗品費でございます。 

 内容といたしましては、地域学校協働本部運営

委員会委員報酬６名分で７万円、報償費７１７万

６,０００円、旅費８万４,０００円、消耗品費１

０万３,０００円などでございます。 

 なお、この事業の財源といたしまして、県の地

域学校協働活動推進事業補助金として事業費の３

分の２、５０１万５,０００円を充当するもので

ございます。 

 次に、４６４番、二十歳を祝う会開催事業につ

いて御説明いたします。 

 ４６４番、二十歳を祝う会開催事業の９６万９,

０００円は、二十歳を祝う会実行委員会への委託

料でございます。実行委員会委託料の内訳は、会

場使用料、案内状発送に係る切手代、記念品代等

です。令和４年４月１日に民法の一部改正により、

成年年齢が二十歳から１８歳に引き下げられまし

たが、玉名市におきましては、これまでどおり、

二十歳を対象に二十歳を祝う会として来年度は令

和６年の１月に実行委員会形式で開催するもので

ございます。 

 次に、４７２番、岱明町ホタルの里維持管理事

業１２９万７,０００円は、岱明町平木田にあり

ますホタルの里の施設整備や周辺環境の維持管理、

調査に要する経費で、消耗品費、修繕料、委託料

及び借上料などでございます。 

 内容といたしましては、岱明町ホタルの里保全

隊に委託しまして、ホタルの飼育や鑑賞会の開催、

追息調査、生態に関する研究等を委託しまして、

ホタルの繁殖活動を通じてホタルの里づくり、環

境保全を進め、環境意識の効用を図っているもの

でございます。 

 最後に、４７６番の図書館システム事業の１,

１３７万８,０００円は、電算システムによる貸

出し管理や電子図書館の運営等に関する経費で、

図書データ作成業務委託料は、本の背表紙に貼っ
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てありますバーコードで、図書館の資料をコン

ピュータで管理するための図書データ作成業務委

託料でございます。 

 また、使用料８５７万７,０００円につきまし

ては、図書資料の貸し借り等の業務を行なうため

に電気通信回線を使用した公共図書館向け管理シ

ステムサービス使用料をはじめ、図書館ホーム

ページの利用料や電子図書クラウド使用料及び新

年度分の電子書籍１,０００タイトル分の使用料

などでございます。 

 なお、この事業の財源といたしまして、玉名圏

域電子図書館事業を構成する、玉名市ほか３町、

玉東町、なごみ町、南関町から定住自立圏事業費

負担金としまして、１３７万６,０００円を充当

するものでございます。 

 コミュニティ推進課からは、以上でございます。 

○文化課長（平川裕一君） 文化課の平川です。 

 資料の３５ページをお願いします。 

 文化課からは６つの事業について御説明いたし

ます。 

 ４７９番、文化財保護事業の１,９６４万７,０

００円は、文化財の指定、既に指定してある文化

財の維持管理、あるいは伝統芸能への補助等に要

する費用でございます。 

 主なものとしまして、指定文化財除草伐採等の

業務委託１,２１２万４,０００円でございますが、

国指定重要文化財でございます、旧玉名干拓施設

や熊本藩高瀬米蔵跡のほか、国・県・市指定文化

財７件分の除草伐採業務委託でございます。本件

は、国の国有文化財管理費補助金１２万円を充当

いたします。 

 なお、旧玉名干拓施設につきましては、例年堤

防南側への除草剤散布を年３回実施しております

けども、令和５年度から２年の計画で末広開

き、・・・開きの堤防北側水路際の雑木伐採も併

せて行うこととしております。 

 続きまして、同じく３５ページ、４８２番、文

化財保護活用施設整備事業の１億１３５万９,０

００円は、主に旧石貫小学校の建物を文化財の保

管活用する施設として改修するための費用でござ

います。この内７,５００万円の財源といたしま

して、社会教育施設整備事業債を活用することと

しております。 

 旧石貫小学校の建物は、老朽化が進行している

ため、今後、長期に渡って活用していくための改

修工事が必要となります。今回、計上しておりま

す工事請負費１億円の主な内訳は、劣化が進行し

ております建物の外壁及び屋根回りの防水工事、

あるいは建物内各設備の改修工事、旧小学校時代

の設備撤去、文化財収蔵棚の設置等の費用になり

ます。 

 また、既設の合併浄化槽も老朽化によって一部

破損しておりますため、規模を縮小したものを新

設し、既存のものを撤去する予定です。 

 続きまして、４８４番、博物館総務費の６５８

万３,０００円は、博物館総務に係る事務費等に

要する経費でございます。博物館の常設展を検討

する委員会委員５名分の報酬８万７,０００円の

ほか、光熱水費４５６万１,０００円を計上して

おります。 

 続きまして、４８６番、博物館施設管理運営業

務４４７万３,０００円は、施設の保全管理に要

する経費でございます。 

 内訳の主なものは、博物館協議会委員１０名分

の報酬１８万８,０００円。また、空調機器の保

守点検業務委託費７４万８,０００円などでござ

います。 

 続きまして、４９０番、文化振興事業費の３１

３万２,０００円は、郷土芸能団体や市民文化祭

関係団体への補助金等で、内訳の主なものといた

しまして、玉名市文化協会への補助金２６５万円

をはじめ、郷土芸能団体への補助金でございます。 

 また、報償費の２７万５,０００円のうち、２

０万円につきましては、全国大会出場者への激励

金。７万５,０００円は、市民文化祭の出場者を

表彰する賞品代でございます。 
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 最後に、４９１番、音楽の都づくり事業５０６

万３,０００円をお願いします。音楽の都玉名づ

くりを推進するための費用で、主なものといたし

まして、市民音楽祭業務委託費２５０万円や幼稚

園、保育所、小学校に音楽のアーティストを派遣

するアウトリーチ事業委託料１１７万６,０００

円等でございます。 

 文化課からは以上です。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） スポーツ振

興課長の小山でございます。 

 引き続き、予算資料３５ページをお願いいたし

ます。 

 スポーツ振興課からは５事業御説明いたします。 

 ４９５番、体育団体運営支援事業６７９万４,

０００円は、スポーツ推進員報酬６１名分、２１

０万５,０００円、スポーツ協会補助金２９１万

９,０００円、スポーツ合宿補助金３０万円等で

ございます。 

 次に、４９６番、競技スポーツ大会補助事業１,

４３２万４,０００円は、全国大会や国際大会へ

の出場者への激励金として報償費２００万円、玉

名ハーフマラソン大会補助金１,１７２万４,００

０円、金栗駅伝大会補助金５０万円、全九州高校

レスリング大会補助金１０万円でございます。 

 ４９７番をお願いします。フルマラソン大会運

営事業３,０２１万４,０００円は、大会準備等に

伴います時間外等で５５万円、横島いちごマラソ

ン実行委員会への補助金２,９３１万６,０００円

等でございます。 

 ４９８番お願いします。 

 中学校部活動地域移行支援事業１９１万６,０

００円は、地域移行健康委員会委員５名分の報酬

２９万円、部活動外部指導員への報償費として８

６万４,０００円、令和５年度より部活動地域

コーディネーターを会計年度任用職員で雇用する

予定としておりますコーディネーターが使用する

パソコンの備品購入費として２７万５,０００円

を計上しております。 

 次に、５００番、体育施設管理運営事業４億１

７９万１,０００円は、指定管理業務委託費５,６

０５万７,０００円、公共施設予約システム保守

管理業務委託料２１７万８,０００円、天水体育

館中規模改修工事２億８,４１１万円等でござい

ます。 

 財源として、天水体育館中規模改修の財源とい

たしましては、社会教育施設整備事業債のメ

ニューの中の過疎債を１００％充当する予定と

なっております。 

 以上で、教育部所管に関する議第９号の説明を

終わります。 

○委員長（多田隈啓二君） 以上で、執行部の説

明は終わりました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 議第９号について質疑及び委員間討議ありませ

んか。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 １点目は質問しようと思ってたんですけども、

これはもう先ほど答弁いただいたんで要望だけな

んですが、３７４番のスクールバス検討委員会の

新規事業なんですが、これから統廃合の分も含め

て検討されるということなので、ぜひここに地域

住民、いわゆる交通弱者との混乗事業、混乗事業

も含めて検討いただければというふうに思います。

これは答弁の必要ありません。 

 質問のほうになるんですが、ナンバー４１１及

び４４３、４１１のほうと４４３同じなんですが、

小学校と中学校でわかれてますけれども、樹木剪

定、伐採等の予算ですね。小学校のほうで約４７

０万円、中学校で１９０万円ついてますけれども、

これちょっと予算が少ないというふうに思うんで

すね。いわゆる学校の中の樹木とかそういったと

ころですので、これ毎年毎年何か定期的に係るも

のではないというふうに思ってますので、学校で

すから、やはりその子ども安心・安全、あと校舎

の保護、校舎の保護ですね。そういったところも

含めまして、やっぱり必要なところには補正を組
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んででも追加措置をやっていただきたいっていう

のです。そこのところいかがでしょうか。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 小学校管理事業の中の樹木伐採の件でございま

すけど、各小中学校のほうから１０月の段階で事

務の先生であったり、校長先生方から新年度予算

に関して要望を伺いまして、新年度に対する要望

等でその樹木伐採のほうも必要に応じて計上して

いるところでございます。各小中学校の状況に応

じて予算化を今図っているところでございます。

令和４年度からは樹木伐採ではございませんけ

ど、各小中学校１回でございますと除草業務委託

のほうも１回ずつは入れているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） じゃあそこはある程度前

年度実績とかで組んでいるんじゃなくて、前年度

の１０月ぐらいに切りたいところ、翌年度の予算

のところを各小中学校からあげてきていただいて

やっているということなので、言い換えれば１０

０％できている。１年以内にできているという認

識でよろしいですか。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原ですけど、予算のある中でできうる限りで今

対応を行なっているところではございますけど、

実際、緊急性がある場合は、予算流用してからで

も執行、樹木伐採等も行なっている状況でござい

ます。 

○委員（大野豊重君） 大野です。 

 はい、その件はわかりました。 

 それに関連して、各小中学校の各学校の予算書

のほうですけれども、予算がいろいろ項目ごとに

わかれていますけども、その中に原材料というの

が各小学校、中学校割り当てられているかと思う

んですね。少ない予算ですけれども。その原材料

に差があるのはなぜなのかといったところが教え

ていただければと思います。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 先ほど申しましたとおり、１０月中旬ぐらいに

各小中学校の事務の先生、校長先生に要望を伺っ

て、または緊急的に来年度要することがあるのか

ということを多く明かした上で予算計上を図って

いるわけですので、少しずつ各小中学校では差が

あるのが普通のような状況というふうに考えてい

るんですけど。 

○委員（大野豊重君） いや、原材料です。 

 例えば、小学校に予算資料でいくと２４５とか

２５７とかですね。この原材料というのは、いわ

ゆるちょっとした作業に応じて何か原価的に借り

上げたものに対して支給するものではない。それ

じゃない。そもそもこの原材料ってどういう予算

なんですか。 

○教育部長（藤森竜也君） 部長の藤森ですけど

も、今委員がおっしゃったのは機械借上料とかの

重機とかそういうものだと思うんですが、原材料

は山砂とか砕石とかそういったものなので、運動

場とか学校の駐車場の管理とか、そういうのに使

うものがほとんどじゃなかろうかと思います。 

○委員（大野豊重君） はい、大野です。 

 いわゆる駐車場だとか、運動場だとか、中庭だ

とかそういったところのちょっとした整備という

ところなんですけれども、じゃあそれで差がある

のも、先ほど課長から答弁いただいたとおり、１

０月の段階で翌年度の当初予算のところであげて

きているというところなんですかね。 

○教育総務課長（西原正信君） 大野委員がおっ

しゃられるとおり、各小中学校のヒアリングの結

果を基に予算計上を図っているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） はい。その件はわかりま

した。ありがとうございました。 

 次なんですけども、先ほど学校協働活動推進委

員の欠員は令和４年度についてはいないというこ
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とだったんですけども、令和５年度は欠員予定、

いわゆる辞められてもう次新しく後任が決まって

いる状況ということで、令和５年度はスタートと

いうことで考えてもよろしいでしょうか。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課の西川でございます。 

 現在、各学校長に対しまして、次年度の推進委

員さんの選任についてお願いしているところでご

ざいます。今、ぼちぼち学校のほうから回答があ

がっているところであります。今のところ欠員に

ついてはまだ報告はあっていません。もし欠員の

場合があったら、私どもも積極的に人選に御協力

して、推進委員さんを選任していただくように努

めてまいります。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） 推進活動は了解いたしま

した。 

 続けていきます。大野です。 

 ナンバー４９５、スポーツ合宿の補助金で３０

万円、先ほどでは令和４年度は筑波大学のほうが、

陸上部だったですかね。来ないということなんで

すけども、ここでまた今年もつけられているので、

これはまた同じその筑波大に特化しての予算計

上っていうことで。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） スポーツ振

興課長の小山です。 

 この補助金が名称はスポーツ合宿という補助金

となっておりますけれども、令和元年度に皆さん

御存じのとおり、大河ドラマでいだてんがあった

ときに、筑波大学が合宿をするということで、新

たに筑波大学が合宿できる時に補助金を出しやす

いというような形での新しく作った補助金でござ

いまして、要件がございますけども、ほかの大学

でも完全にできないということではございません。

要件としては。人数と宿泊の日数等々をクリアす

ればできますので。筑波大学等が今年はやらない

ということで早く打診がいただければ、ほかの大

学にでも打診ができるものというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） はい、ありがとうござい

ます。大野です。 

 これは今別の大学でもということであるんです

けども、これはその大学に捉われず、ほかの競技

でもよろしいんですか。それともいだてんのドラ

マに関しての予算なんですか。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） スポーツ振

興課長の小山です。 

 陸上に関して特化したものではございません。

そういったことをうたっている補助金ではござい

ませんので、ほかの競技でも可能でございますが、

人数、日数等々になると逆に実業団であったりと

か、そういったところのほうが可能性があるのか

なというふうに私は考えております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） はい、大野です。 

 わかりました。もしその筑波専属だとか、その

陸上専属だとか、ドラマであれば、ちょっとこの

名称を変えたほうがいいのかなというふうには

思ってましたんで、そこはわかりました。 

 ただ、もう少し充実させて欲しいというふうに

思うんですね。今まではこの件も何回か聞いたこ

とあったんですけども、やはり全体的な予算の中

で捻出するのが難しい中で出してきていただいて

いるのは重々ありがたいことなんですが、例えば、

所管は違うんですけども、ｅスポーツの合宿のほ

うで５００万円なんですね。でもこのスポーツ合

宿補助金で３０万円、つくばで、令和元年度のい

だてんドラマに関して、どっちがそのドラマ館も

億単位でかけてつくって、一過性にしないという

方針の中でやってきたのに、その中の一つなのに、

３０万円、でもかたやｅスポーツで５００万円と

いうことであれば、ちょっとここは見直しはかけ

ていく必要性があるんじゃないかなと思いますし、

当然、そのｅスポーツのほうにおいては、ツーリ

ズム関係との兼ね合いがあるので性質が違うとい
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うことは重々わかるんですけれども、もう少しそ

のこところは御検討いただければなというふうに

は思いますけれども。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） スポーツ振

興課長の小山です。 

 今、大野委員おっしゃったとおり、一般質問で

もされたと思いますが、財源が伴わないというこ

とで３０万円で今現行やっておりますけれども、

御存じのとおり、ふるさと納税であったり、企業

版のふるさと納税でスポーツの振興にということ

でかなりの納税をいただいております。そういっ

たところを財政課とちょっと協議をいたしまして、

今後、そういったものに充てれないかという協議

をしてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） はい、よろしくお願いい

たします。 

 次の質問も私毎回言っているんですけども、そ

の全国大会、国際大会出場への激励金のところで、

もうここは玉名市内だけで活動しているんではな

くって、玉名市に由来のある選手、いわゆる大学

生、ふるさと選手、この辺りにも条件を緩和して

いけるようにお願いをしたいというふうに思って

いるんですけど、ここについてはまだ検討はされ

ておられないでしょうか。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） スポーツ振

興課長の小山です。 

 以前、大野委員からは何回も御質問いただいた

と思いますけれども、現在のところは、玉名市在

住というところになっております。おっしゃると

おり、親元を離れて大学生あたりで東京であった

り、大阪であったり、首都圏の強い大学に行かれ

て活動されている学生さんの方かなりいらっしゃ

ると思います。その中で全国大会、世界大会出場

されている方もいらっしゃいます。その中で、私

たちがちょっとすぐにふんぎれないのが、そこ大

学がある市町村についてもいろんな補助金を持っ

ていらっしゃいまして、二重の補助金になる可能

性があると。激励金になるというところもござい

ますので、今後、そういったところを確認し合い

ながら、どちらかの激励金が対象になるというよ

うなことができればですね、できるかなと、激励

金として支出ができるんではないだろうかという

ふうには考えております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） はい、大野です。 

 二重の補助金、それはそれでよろしいんじゃな

いんですか。金額次第だと思うんですよ。中には、

例えば対象選手が小学生だったら、保護者の分の

旅費まで出すところもあるんですね。お隣山鹿市

なんかそういった採用されてますし、昨年、年末

サッカーワールドカップ盛り上がりました。今Ｗ

ＢＣ、盛り上がっています。じゃあ玉名市に住民

票があって、玉名市から出てても、玉名市から

やっぱり何もしないということになっちゃいます

ので、やはりそこはしっかり、もしかしたらその

選手がそういったところで、今度は社会人に本当

になって出て行った時にふるさと納税してくれる

かもしれないですし、また、いろんな玉名市外の

人脈もしっかりつなげていきましょうという取組

もされてますので、こういった細かなところから

の対応をお願いしたいというふうに思っておりま

す。 

 この件については、以上です。 

 あと１件よろしいですか。 

 別件です。大野です。 

 資料４９８番、中学校部活動地域移行支援なん

ですけれども、先ほどの説明では、５名の昨年か

らやられている委員会と外部コーチに８６万円、

コーディネーター用のＰＣということで、先進地

の視察の旅費とかそういう考えっていうのはあり

ますか。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） スポーツ振

興課長の小山でございます。 

 今、先進地につきましては、今現在、検討委員

会、昨日行ないましたけれども、そちらのほうの
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中でも話が出まして、新年度になって今ですね、

どこかと言いますと、長崎に１件、人口が４万人

強のところで積極的にやられて、スポーツ庁の長

官も視察に来られたというようなところがござい

ます。そこに視察に行ったらどうだということも

出ておりますので、当然、当初予算には間に合い

ませんでしたが、行くんだということが決まれば

６月の議会で補正でも組ませていただければなと

いうふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） そういった旅費関係も

しっかり整備していただいて、ここのところ、本

当もう目と鼻の先まできていますし、もうスター

トしているところもありますので、いろんな整備

の充実を図っていただきたいというふうに思いま

す。 

 先ほどの説明の外部コーチの８６万円、これは

どういう内容になりますか。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） スポーツ振

興課長の小山でございます。 

 外部コーチといいますのが、今、部活動指導員

というのは別に学校のほうに２名入っていると思

いますけれども、お仕事をされている中で夕方か

ら外部指導者として御協力いただいている方がい

らっしゃいます。そういった方をですね、誰でも

というわけではございませんが、ある程度の認定

をした上で、市内に６校今中学校ございますが、

積算の基礎としては各中学校に１人ずつの６校、

６名の３時間の月１２日の１２か月の時給１,０

００円で計算をいたしますとこの金額になるとこ

ろでございます。 

○委員（大野豊重君） ここは、例えば、今６校

ということは、いわゆる６団体になりますよね。

バレーが６でもいいし、サッカー３、野球３でも

いいですし、ここはじゃあちゃんとした増えてき

たときに、そこはまた補正で検討できるというこ

とでよろしいでしょうか。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） スポーツ振

興課長の小山でございます。 

 一応、今現在では６校ということにしておりま

すけども、へたすれば２校で２名ずつということ

も考えられますし、そこはこれからどのくらいの

外部指導者が認定できるかというところもござい

ますし、多くなれば当然のごとく補正で対応させ

ていただければというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（大野豊重君） はい、大野です。 

 わかりました。そこでもめてくるのが、必ずな

ぜあの人がよくって俺はだめなんだという話に

なってくるので、そこはある程度のガイドライン

というところで、日本スポーツ協会とかそういう

とこが出している資格ありますよね、コーチ登録

のやつ。ああいうので差別化を図っていければと

いうふうに思いますので、そこも併せて検討のほ

うをお願いいたします。 

 以上です。ありがとうございます。 

○委員（中村慎吾君） すみません、中村です。 

 ３１ページの３８４番、この天水中学校の校舎

造りで、先ほど資料もいただきましたけれども、

すみません、ここに地図が記載されておりまして、

一応２か所校舎側と運動場側という形で記載がご

ざいますけれども、これっていうのは、もう一応

この２か所に場所をもうある程度絞り込んでこの

基本設計業務に入るということでよろしいんで

しょうか。 

○教育総務課長（西原正信君） 現在、この小学

校建設概要案におきまして、校舎を運動場に建設

したパターンと校舎を正門の横の駐輪場のところ

に建設した案を、あくまでも案でございまして、

この配置、位置も含めて基本設計の中で叩いてい

こうというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員（中村慎吾君） 中村です。 

 でしたら、皆さんも御存じのとおり、今いろん

なこの学校に関しては少々いろいろございまして、

少しでも地域の意見とかももし取り入れていただ
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けるなら、やっぱ取り入れていただいて、この配

置場所から検討もお願いしたいとちょっと考えて

います。 

 また、その中でいろいろ先ほど話したように、

これまでの経緯とかもいろいろありましたけれど

も、一応そこら辺を踏まえてということで検討を

またされるということでよろしいんですか。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 今、委員のほうからおっしゃられたとおり、い

ろいろな意見もいただいておりますので、それも

含めて検討していきたいというふうに考えている

ところでございます。 

 以上です。 

○委員（中村慎吾君） 中村です。 

 ありがとうございます。あとはちょっとこれは

要望にもなるかもしれませんけれども、この一帯、

天水地区の一応災害避難場所にもなっております

ので、せっかく新設で小学校も建設されるってい

うことであれば、ひょっとしたら難しいかもしれ

ませんけれども、防災等いろいろ一緒に含めた上

でですね、せっかくでしたらいいものをつくって

いただきたいと思いますので、お願いしたいと

思っておりますけれども。 

○教育部長（藤森竜也君） 教育部長の藤森です。 

 確かに、今議会にはこの建設場所の再検討を求

める陳情も出されているように、一部の方からは

やはりこの場所がどうしても水没というか、浸水

地区にあるからということで適当ではないという

ようなお話も、御意見もいただいております。今

回の議会で文教厚生委員会にそちらのほう付託

なっておりますので、また後日、同じようなお話

になるかと思いますけども、私どもとしては、や

はりこの天水中と併設した小中一貫で子どもたち

の教育環境を整えるというのが一番の目的に持っ

ております。 

 それから、浸水に関しましては、確かに、この

図面でいうと左のほうですよね。学校から西側に

５０１の堤防まで、５０１号の道路までが田んぼ

のところが低うございまして、こちらが大雨の時

には確かによく浸水はしております。ただ、この

浸水の理由は、下流のこの呑崎樋門のところが満

潮の時は逆流しないように閉めますので流れなく

なる。それはポンプでアップしますけど、このポ

ンプの改修もできてますし、川のほうも昨年浚渫

もしております。環境としては、以前よりはよく

なっていると思いますし、また、浸水に関しては、

運動場、校舎のところまでは来た事実はほぼほぼ

ないということでございますので、なぜじゃあ災

害のマップで色が付いているかといいますと、あ

れは菊池川の堤防が切れた時に、菊池川の水が尾

田川を越えてまでいきますよというような想定に

なっているもんですから色が付いているんですけ

ども、今までの通常の雨であれば浸水は田んぼだ

けで、農地だけですむというような状況でござい

ますので、そういったところを見まして、建設の

位置についても、校舎の位置についても、そこは

含めて検討したいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員（中村慎吾君） はい、中村です。 

 ありがとうございました。しっかり検討してい

ただいて、安心で子どもたちが学べる学び舎をつ

くっていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員（田畑久吉君） 田畑でございます。 

 今、天水中学校の件で中村委員のほうからいろ

いろ御意見が出ました。私もこの場所については、

ハザードマップにも冠水の印が出ておりますよね。

これを承知の上でここを進められるのか。増改築

を進められるのか。それをちょっとまず確認した

いと思います。それを承知で進められるのか。 

○教育部長（藤森竜也君） 教育部長の藤森です。 

 今の御質問に対しては、承知しとるかというと

当然承知しております。先ほど申したとおりでご

ざいます。浸水の理由もわかっておりますし、そ

の堤防決壊がなければ学校まで浸かるようなこと
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はないというふうに踏んでおります。 

 以上です。 

○委員（田畑久吉君） はい、田畑です。 

 一応、今の確認をしましたんでいいんですけど

も、そのハザードマップでもあれは１メートル何

十センチかね、冠水するようになってますよね。

それを御存じの上で進めるということで今確認し

ましたのでそれで結構です。 

○委員（近松惠美子さん） 近松です。 

 まとめてちょっと数をお伺いしたいんですけど

も、要保護援助費ですか、その対象児童の数と準

要保護の数。不登校の子どもの数。それから、発

達障がいの支援員の数を要求するための数があり

ますよね、このくらいの子どもがいるからこのく

らいの支援員を、あの数をお伺いします。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 まず、小学校の要保護の人数でございますけど、

要保護が８名、準要保護が４５５名。 

 次に、中学校のほうを申します。要保護が４名、

準要保護が２７４人でございます。 

○委員（近松惠美子さん） あと不登校の子ども。

不登校もあれですね、完全不登校とそれから、あ

れは何十日以上でしょう。それと準不登校みたい

な子どももいますよね。 

○委員長（多田隈啓二君） 今、近松委員の質疑

中ではございますが、１時間超えたということで、

議事の都合により、暫時休憩して、４時５０分か

ら再開したいと思います。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ４時４０分 休憩 

午後 ４時５０分 開議 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（多田隈啓二君） 休憩前に引き続き委

員会を開きます。 

○教育総務課長（西原正信君） 先ほど近松委員

のほうから質問がありました、支援が必要な児童

生徒数のほうを令和４年度で申し上げます。 

 小学校全体で３２３人、特別支援教育支援員数

が３６人、特別支援学級に在籍している児童数が

１３５人。 

 続きまして、中学校のほうを申します。 

 支援が必要な生徒数が１３９人、特別支援教育

支援員数が１１人、特別支援学級に在籍している

生徒数が６２人でございます。 

 不登校に関しましては、また指導主事のほうか

ら御説明申し上げます。 

○教育総務課指導主事（成瀬陽一君） 教育総務

課指導主事、成瀬です。 

 不登校の数ですが、まず３０日以上休んだ児童

生徒の数から申し上げます。 

 まず、小学校のほうが６０人です。中学校のほ

うが１３０人です。これ２月末現在です。その内、

不登校が理由で休んでいる児童生徒の数です。小

学校が３０人、そして中学校が８７人になってお

ります。 

 以上です。 

○委員（近松惠美子さん） 先ほどスポーツのい

ろんな優秀な子に対する試合とかそういうことに

対する援助みたいなのもありましたけど、教育委

員会全体で見るといろんな問題があって、不登校、

多分これどんどん増えているんですよね。どんど

ん増えているんですよ。小学校でこの３０日以上

休む子が６０人、中学校で１３０人。子どもはど

んどん減っているけど、不登校ものすごく増えて

いるんですね。どうにもできてないじゃないです

か。別にこう責めているわけじゃないですよ。ど

うにかしていかないといけないという子がもうこ

れだけいるんですね。タマにゃん教室あるけど、

あのお粗末なとこですね。あれでももし予算があ

るなら、送迎してあげるならもうちょっと来れる

と思うんですよ。バス出してあげれば。あのタマ

にゃん教室に天水から来れますか。岱明の鍋から

来れますかということなんですよね。こういうと

ころもお金をどうにかしなくちゃいけないと。 

 さらに、貧しい、生活保護レベルが１２人、こ



 

 －60－

れ準保護は、生活保護の１.５倍ぐらいだったで

すかね、生活費が。準保護の人ですね。その生活

に非常に厳しいレベルの人が７００人余りいるわ

けですね。そして、そこに発達障がいの子がいま

したね。こういうふうに発達障がいとまでいかな

いけども支援を要する子ども、そういう子どもが

合わせて４５０人ぐらいいますね。そして、その

支援学級に行っている子と合わせると７００いま

すね。いっぱい問題の子いますよね。私は、申し

訳ないけど、スポットライト浴びている子には

ほっといてもいいと思っているんですよ。こうい

う困った子に優先的に予算をあげないといけない。

こんな子がいるということをやっぱり忘れちゃい

けないと思うんですね。シングルマザーも増えて

ますよね。シングルマザーは非常に生活厳しいで

すよね。こんな中で学童保育の７,０００円です

か、８,０００円ですか、２人入れると１万４,０

００円になりますね。これが厳しくて学童に入れ

られない子だっていますよね。もう３０年前です

けど、３４年前ですけど、大牟田にいた時は、学

童保育が所得が少ない子は４,０００円でしたも

んね。何か３分の２だったんですよ。この時代に

なっても所得が少ない子は学童保育３分の２にな

らないじゃないですか。１,０００円ぐらいしか

安くないじゃないですか。こういうもっともっと

お金を出さないといけない子どもが、この子たち

が将来障害年金で暮らすのか、生活保護で暮らす

のか、引きこもりになるのかって子がいっぱいい

るということを忘れないでお金の配分を考えて欲

しいと思いますね。スポットライト浴びている子

は、その後の生活も保障されているんですよ。こ

の子たちの一生はどうなるかということを、どれ

だけこの子たちにお金かけたらいいか、自立でき

るかっていうことがわかんないですね。もうお金

がないから、市全体もそんなに余裕ないからこの

不登校の子どもに対して、あんなといっちゃ申し

訳ないけども、タマにゃん教室しかできない。私

は送迎付きでせめて健康センターでも不登校の子

が集まるようになったら、体育館で遊べる、みん

なで御飯作って遊べる、あそこの公園に行って遊

べる、すると気持ちも違うんじゃないかとか思い

ますよね。もっと人がたくさんいたら良かったの

にと。 

 こないだ支援員の先生方とお話した時も、とて

も人が足りないと。子どもたちがずっと見てられ

ないと言われましたよね。その支援員の数も今、

教育長も言われましたけど、すごく増えてて、昔

はこんなにいなかったと言われましたよね。合併

した当時支援員はゼロでしたよ。今何十人ですか、

聞いてみただけで４７人ですかね。子ども減った

のに４７人、合併当時ゼロでしたよ。それでも足

りないって、今の子どもたち何なんですかってい

うことなんですけども。いろんな要望がいろんな

立場から、議員から出てきますけども、このこと

を忘れちゃいけないと。これだけの子がいてこれ

だけの子に十分なことができてなくて、どんどん

どんどん数が増えているんだということを。子ど

もが少ない少ないと言いながら、少ない子どもが

今こんな状態だということを。打つ手が足りなく

て増えるばっかりだということを考えながら、総

合的にこういうことも考えながら教育委員会とし

て予算配分を考えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員（松本憲二君） すみません、松本です。 

 今、ちょっと近松委員がおっしゃったように、

その結局、不登校だったりとか、１回僕は文教厚

生委員会の中でも質問ていうか、結局、小学校あ

たりの統廃合で空いた校舎、フリースクールみた

いなのをしてみてはどうですかという提案は１回

したことがあります。その教育委員会としまして

も、日本全国で不登校の子たちが行けるような学

校というのがいっぱいできよっとですよね。フ

リースクールでですよ。ＮＰＯ法人とかでよくテ

レビのコメンテーターでも、そのフリースクール

を結局運営されているそのコメンテーターの女性

の方が出ておられたりよくしますよね。やっぱり
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その不登校だったり、やっぱりなかなか学校に行

けない子たちが集まってくる。自然と集まってく

る。やっぱりそういう先進事例のやっぱり学校あ

たりに行って、そういうのをこうどういうふうな

運営をされているのかというのをしっかりやっぱ

りしていけば、その校舎もまだ、今月瀬小学校も

まだ空いているような状態。それと、今まだ小天

東小学校も空いているような状態っていうのが

やっぱりあります。今後、小学校もずっと、今豊

水と大浜の合併の話も出てますし、そんな中で

やっぱり動物であったりだとか、自分の好きなこ

とができる、その学校に行けばですよ。僕は絵が

大好きだからその絵をしっかりずっと１時間、も

う６時間でも絵だったらずっと書くとかですよ。

やっぱりそういう学校が１校ぐらいあってもいい

のかなと思うとですよね。したら、近隣の市町村

からでも、ああ玉名にあんないい学校があるらし

いよっていうことで、送って来られる方は送って

来られるかもしれないし、僕はちょっとそういう

のを先進事例をしっかり踏まえた中で、やっぱり

その子たちにちゃんと向き合っていただいて、そ

ういう学校の立ち上げというのもやっぱり検討し

ていただきたいなというふうに思います。 

○委員（近松惠美子さん） 近松です。 

 教育長の御意見を聞くのを忘れましたので、教

育長から一言。 

 それと、今度、議会改革で行く伊那市、伊那小

学校っていうのは、とても通知表もないし、何も

時間のピンポンもないみたいな、そんな非常に自

由な学校ですので、行く時間ないみたいですけど、

紹介しておきます。 

 じゃあ教育長から。 

○教育長（福島和義君） 教育長、福島です。 

 ２人の委員さんから今不登校のこと、状況から

のお話があったところですが、私も、だけど教育

委員会としても、非常に今数が増えているという

ことで、これ厳しい状況だなというふうに思って

おります。そういう中で、これ何かできないかな

ということを常々校長先生、教頭先生あたりとも、

それから、学校でもいろんな策は考えながら進め

ていただいていると思います。そういう中であり

ますけども、特に、これはもう全国的な状況から

して、コロナ禍の中で非常に生活のリズムが変

わってきたということでの基本的な生活習慣、夜

遅くまでなっているということが大きな要因でも

あるという、学校に不登校になるところの大きな

要因にもなっていると、一般的に思います。 

 それから、それと絡めてインターネット、これ

をやはりのめり込んでいっている。そういうやは

り生活のリズムの崩れ、これも大きいかなという

ふうに思います。 

 それから、そういうところからやはり人間関係

あたりも非常にトラブルになりやすい要素が出て

きていると、そういう要因は以前にない問題が今

出てきていると思います。 

 朝起きれない要因がいっぱい出てきているって

いうところをまずは非常に危惧をしているし、こ

の辺りも家庭教育も含めてやっていかないかんな

というふうに思っているところであります。そう

いう中で、各学校、それぞれに支援員の数もあり

ましたが、支援員のほうは数が、私が現役おった

ときからするともう倍増以上してますので、非常

にそういう人的な面では足らないと言いながらも

手厚くなっているということで、そういう方々も

不登校の子どもたち、朝来とらんなら見に行くと

かですね、そういうこともしていただいた上での

今の現状になっています。だから、非常にその辺

りが一概には言えないところが原因があるという

ふうに思っていますが、そのために、いろんな対

策、これをやっていかないかんということがある

わけですが、近松委員がおっしゃったように、タ

マにゃん教室っていうものを不登校の子どもたち

が通えるようにはしているところでありますけど

も、やはり少し環境的にはこれも厳しいかなと思

いますので、さっき松本委員がおっしゃったよう

に、学校の空いたところ、あるいは公共施設でも
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そういうところないかなということも考えており

ます。だから、そういうところも総合的に考えな

がら、やはり子どもたちの居場所となるところを、

受け皿をやはり作っていくという方向は十分こう

検討しながら進めていきたいと思います。ここま

で増えてきているといころは非常に危機感を持っ

ています。本年度特に増えてきていますので、ど

うにかならんだろうかという思いはいつも持って

教育委員会内部でも話はしているところでありま

す。そういう、見解にはなりませんけども。 

○委員（近松惠美子さん） これは多分、人もお

金もいることだろうと思うから、現状でこれだけ

であることに対して、決して責めているわけじゃ

ないですけども、何一つ改善してないんですよね。

増える一方なんですよね。これやっぱり大きく認

識しないといけないと思いますよ。目の前の仕事

をしてればいいという問題じゃないんですよね。

やっぱり声高にどうにかお金をくれと、予算をく

れということを言っていって、人をくれというこ

とをやっていって、やっぱり成果を出して欲しい

と思いますね。３か月で成果を出せないのはプロ

じゃないっというのを私は聞いてきているんです

よね、ずっと、職員の頃から。必ず数で成果を出

すということを目指してやっていただきたいと。

そのためには、どこに集中してお金を使うかを考

えて欲しいということを要望して終わります。 

○委員（山下桂造君） 山下です。 

不登校のことで、私が思っているのは、もう率

直に言いますけども、一度ウィングスクールを見

に行ってください。熊本にあります。ＮＨＫで放

送されました。もう全然考え方が違います。やっ

ぱり子どもたちが来れないのは、ちょっと先生た

ちもある意味雁字搦めになっているところがすご

く問題だと思うんですよね。私も実際、友達と

行っていろいろ見せてもらいました。決して学校

に行ってなかった子どもが来て、来はじめて、そ

して学力も伸びていっているという学校です。既

存の考え方でいけば絶対失敗するようなものだと

も思います。ただ、一点、そういうのを玉名に

作ったら、これはすごいことになると思います。

玉名でやってみたって。ものすごく市でやるとい

うことは難しいかもしれませんけども、すごく今

注目を浴びている学校で、こないだ私が行ってる

時は、岩手から中学生が見に来てました。それだ

け評判集めているところです。見学者もいっぱい

でもう断るしかないというふうなところも言われ

てます。私も一緒にまた行きますので、一緒に

行ってみませんか。 

 以上です。 

○委員（立川信之君） はい、立川でございます。 

 先ほどいろいろ天水中学校のことであそこは水

没するとかいろいろあったですけれど、天水にお

ります住人としましてお話します。 

 昨年、一昨年だったですかね、８月大雨が降り

ましたけれど、中学校は全然浸からんだったです。

あの付近見た消防団の方から聞きましたけれど、

５０１に近いところが浸かりました。天水中学校

は今まで浸かったことというのはなかろうと思い

ます。大体、私が大浜の本村というところにおっ

てから、消防団とか活動しよりましたけれど、大

体浸かっところは、一番浸かっところは呑崎の熊

本柑橘というところがあるんですけれど、あそこ

が一番浸かっですね。あそこに呑崎の樋門がある

んですけれど、あそこの樋門の性能がやっぱり昔

は悪かったけんですね、よう浸かりよりました。

先ほど説明も部長からありましたけれど、樋門を

変えてあるですもんね。性能もようなってますし、

そしてまた、中学校の前の石橋川、こないだあれ

の浚渫工事も終わりました。裏のほうの、あっち

は何川になっとですかね、裏の橘川かな、何て言

いますかね、あそこの浚渫も終わっとです。です

から、もう浸かる可能性というとは限りなく低く

なっとですね。ですから、あそこに小学校を建て

られても全然大丈夫と、地元の人間として思って

おります。 

 以上です。 
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○委員（前田正治君） 前田です。 

 まず、３１ページの今ありました、ナンバー３

８４の学校規模適正化事業（天水中学校区）につ

いてなんですけど、天水と玉陵校区は、公民館主

幹の設置が根本的に違っとったかと思います。そ

ういう中で、小学校の合併についても若干違うよ

うな点があっとかなっていう気もします。それで、

玉陵校区の梅林小学校区、コミュニティは梅林小

学校区です。ところが、その中心となる主幹の公

民館は玉陵小学校にあります。全くコミュニティ

の外に設置してあるわけですよね。そういう現実

が合併後発生します。 

 それで、この合併を進めるにあたって、各天水、

地区がいろいろあっと思いますけど、地区それぞ

れに出向いて行っての説明会みたいなことは実施

されたっでしょうか。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 令和４年の７月に玉水小と小天小の児童保護者

あたりに、未就学児の保護者も含めましたアン

ケートを実施しまして、その後、９月から全６回

の説明会のほうを実施いたしまして、天水町区長

会を皮切りに、前の学校運営協議会及びＰＴＡ会

員に御説明したり、小浜小校区の校区の体育館に

て学校再編説明会、１０月１８日には、玉水小学

校区の説明会のほうを行ないまして、１０月２９

日が最終日だったんですけど、この日を天水中学

校全体の学校再編の説明会を開きまして、様々な

御意見をいただいたところでございます。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、そのアン

ケート取ったり、説明会したりという方向は全協

の中でもあったけんですね、わかってます。残念

ながら参加者はそれほど多なかったなという気が

します。それで、玉陵校区の中ではかなりいろい

ろ意見が出たから、梅林校区においては、各１６

の行政区いっちょずつ公民館で説明もしてもろ

たっですよね。そういう経緯もあります。総務課

長もちょうど担当だったけん知っとなんと思いま

すけど、玉陵校区は一番最初の合併だったけん、

かなり丁寧にやってもろたかなという気はします。

ところが、今になっていろいろ声が出てくる。陳

情なんかも含めて出てくるということは、小学校

の合併について、場所も含めて、どこにするかと

いう場所も含めて。やっぱり合意形成がまだ煮詰

まっとらんとじゃないかなという気がするんです

けど、どうですかね。 

○教育長（福島和義君） 教育長、福島です。 

 今、前田委員、合意の件ありました。これにつ

いては、基本的には教育委員会としては、時間を

かけて丁寧に説明をして、できるだけ多くの方々

に合意をいただくような、気運の醸成といいます

か、そういうことを図っていきたいということで、

もうかなりの年月をかけて、私も途中から入っと

るもんだから、全部は出てないわけですが、そう

いうことでやってきているという経緯はあります。 

 まず一つは、御存じのように、学校づくり委員

会、これを約２年以上はかけとると思いますが、

９回を実施をしまして、その中で地域の代表であ

る区長さん、それから主管長さん、ＰＴＡ代表の

方、そういう方々、幅広い方々が延べ数３６名参

加していただいて、協議をしていただいています。

天水地区、特に教育課題あるとか、あるいは児童

数の推移あたりも示しながらそういう学校の場所

もですね、あとでは示して行ったところがありま

す。そういう中で、９回行なった中で段々御意見

も収束というか、方向は大体出てきたかなという

ふうには感じています。最終回の９回目、これに

ついては全員に意見をいただきました。その中で、

再編については賛成だと。あるいはやむなしと、

やむなしというのが結構あると思いますけども、

令和９年度の児童数を見てみると、玉水が８名、

それから小浜小が１５名の入学生です。だから合

わせて２３名。それから、令和１０年度も同じく、

玉水は１４人、小浜が９人の２３名。そういうと

ころでありますので、これはもうやむなしという
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声が気持ちとなってきたんではないかなというふ

うに捉えていますので、地域の代表としてそれぞ

れ出ていただいている方々ですので、そういうと

ころを踏まえていただいて機運は高まってきたと

いうふうには捉えております。 

 それから、アンケートの件、これは御存じのよ

うに、７月に行なったところで、場所を天水中の

位置にということでのアンケートを小学校保護者

と就学前の方々に取ったということで、賛否を確

認する中で、これについては明確に場所を示して

アンケートを実施をしたところ、このパーセント

についても空欄であるとか、どちらでもわからな

いという１３％の人がおられましたけども、その

ほかの８７％の割合からして７０.３％が賛成。

１６.７％が反対というような結果が出ています。

だから、おおよそその辺りの総意も出たんではな

いかなというふうに思ったところです。 

 それから、第２次の学校再編の配置計画につき

ましても、今、課長が申し上げたように、９月以

降に区長さん方から皮切りにそれぞれの校区、あ

るいは町全体で、そして対象も変えながら、そし

て、その前に私のことを言いますと、玉水と小浜

の区長さんに説明に行っています。それは昨年度

です。そういうところも何回かしながら、今回の

説明会をしているということで、これその中でも、

説明会の中でもほとんどの方が賛同いただいたか

なと、意見としてですね。反対をされる方ももち

ろん一部にはおられますけども、その一部が非常

に小さくなってきたなというふうに思います。そ

ういう意味で、やはり合意に、完全な合意という

のはなかなか得られないと思いますけども、それ

に近いんじゃないかという感触を持ったというふ

うに思っています。 

 そして、やはりこれについては、もう私が申す

までもなく、最終的には市民の代表であるここに

いらっしゃる市議会の議員さん方の御判断による

というふうに理解をしておりますので、この後は

どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 経緯も含めてそういうような動きをしながら理

解をできるだけ求めてきたと。最大限のところで

できることはやったつもりではあります。ただ、

本当、まだまだだったかもしれません。そういう

ところです。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、教育長か

らボールば投げられたけんですね、私は受け止め

て。今一最大限の努力ばせんといかんかなという

ふうに、今感じているところはありますよ。それ

でもう教育委員会と話がなかなか噛み合わんとこ

ろはあるけんですね。それは最終的には議会の判

断ということになるでしょう。私はしかしそう思

います。 

 続けて、３１ページの３９０番です。ナンバー

３９０、この給食センター事業がずっとセンター

ごとに出してありますけど、ここの調理運搬業務

委託の中身についてなんですけど、夏休み、冬休

み、春休みがあるじゃないですか。その時にここ

の調理員さんたちの待遇というかな、待遇という

とまたおかしかっですけど、夏休みの間はやっぱ

り休んでもらうということになるとですね、なか

なか今度は新年度になってからうまく集まらんと

いうような状況も出てくっと思うとですよね。今

は通年を通しての委託費の積算になっとっですか。

それとも休みは休みで、それを基に積算してあっ

ですかね、業務委託は。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 この調理運搬等の業務委託ですけど、調理員さ

んたちは、この夏休み期間を利用して夏季休暇を

取られたり、年休消化に入られている状況でござ

います。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、だけん、

夏休み、冬休み、春休みの間はもう調理師さんた

ちの人件費は払わんという前提に委託料ば積算し

てあっとですかて聞きよっとですよ。 

○教育総務課天水学校給食センター所長（本田清

隆君） 天水学校給食センター、本田と言います。 
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 今の委員さんの質問について、調理員さんは長

期休暇中が休みということではございません。そ

の間もセンター内の片付けをやられたり、あるい

はまた、休み明けの準備とか、通常できない業務

をそういった間にやられておりますので、その間、

短い期間、当然、その休みを取られる、僅かな日

数を取られることはございますけども、そういっ

た意味で通年合わせて委託されているというよう

な状況でございます。その細かい個々の休みにつ

いては、その業者さんで振り分けとか、そういっ

たのをされておりますので、そういったところで

御理解いただければと思います。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、ですから、

夏休みは例えば３０日分はもう人件費として払い

ませんよという委託の内容じゃなくて、その自由

に、夏休みのうちに取りやすい休みを取るとかそ

れはあるかもしれんですけど、全部出てきなはる

ということで積算はしてあるということですよね。 

 はい、ならわかりました。 

 続けて、３２ページのこれは４１３番、小学校

図書整備事業なんですけど、当然、何番かに中学

校図書整備事業、４４６番にも出てきます。図書

の購入については、きちんと古かつは廃棄して、

新しかつば揃えるというふうな予算の確保という

のはできとっとですかね。どがんでしょうか。 

○教育総務課係長（原田貴央君） 教育総務課の

原田です。 

 今、前田委員の御質問ですけども、この小学校

図書整備事業ですけども、これは学校の図書館に

置いておりまして、児童生徒が図書の貸出しをす

る際のその貸出しの管理を行なうシステムの補助

でございます。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、ここに関

連して聞いたっです。この事業ば説明してくれと

いうことじゃなくて、学校図書の購入については

どぎゃんなっとっとですかて。 

○教育総務課係長（原田貴央君） 図書の購入に

つきましては、小学校管理費の学校配当予算、各

学校のほうに予算措置をしておりますので、そち

らのほうから各学校で購入をされております。 

 以上でございます。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、それは、

いわゆる小学校の学校図書館、中学校の学校図書

館という、こぎゃんとば整備せんとでけんという

基準があっですよね。その基準からしては、大体

満たしているとか、あるいは、とても予算が足ら

んとかですよ。１回、新聞に熊本市の状況が出た

ですよね。ちょっと少なかというようなことが。

玉名はどうかなと思ってですね。ちなみに、年間

どれくらいなんですかね。現在の図書購入費の予

算は。小学校と小学校各校区１校当たり、中学校

１校当たり。 

○教育総務課係長（原田貴央君） 教育総務課の

原田です。 

 すみません、トータルでよろしいでしょうか。

小学校、中学校ごとのトータルで。 

○委員（前田正治君） ならトータルば割ってか

ら各小学校区で１校当たりを出してください。ま

だあとかっでよかけん。 

○教育総務課係長（原田貴央君） 後ほど回答さ

せていただきます。 

○委員（前田正治君） 続けてよかですか。 

 ３２ページの４３２番、小学校の就学援助、す

と３３ページ、４５５番の中学校の就学援助につ

いてちょっとお尋ねします。 

 児童生徒の学びを保障するということでこう

いった制度が、国の制度としてできてますけど、

玉名市はどぎゃんとに、どういった項目でこの就

学援助の助成ばしよっとかなと思って調べてみ

たっですよね。規則に書いてあるもんで。そした

らですね、国の示している項目からすると、若干

少なかっですけど、これは何か理由があっとです

かね。具体的に言うと、体育実技用具費とか、例

えば、卒業アルバム代とか、オンライン学習通信

費とかいうのは、玉名は全くなかっですけど。 
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○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 オンライン通信費におきましては、玉名市は小

中学校の保護者の中で整備通信光回線の整備をさ

れてないところにおきましては、無償にて貸出し

を行なっておりますので、その分に関しては、こ

の就学援助規則の中に設けてないような状況でご

ざいます。 

○委員（前田正治君） 前田です。 

 卒業アルバムとか、体育実技用具費、これは中

学校だけですけど、そぎゃんとの費用に関しては、

玉名では対象になっとらんですけど。何か理由が

あっとかなと思って。 

 ほんならちょっとですね、前田ですけど、よか

ですか。 

 じゃあ現在、対象になっている項目について、

その単価というか、補助額も国が示しとっとです

けど、その補助額については、国の基準どおりで

すかね、どうですか。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 国の基準額どおりで支出を行なっているところ

でございます。 

○委員（前田正治君） はい、わかりました。 

 前田ですけど、じゃあ、対象項目についても

やっぱり国がわざわざそうやって示しとるけん、

それに近づくようなやっぱり努力を今後してもら

いたいなと。 

 もう１点、併せて、就学援助の該当基準という

か、先ほどちらっと話があったですけど、準要保

護は保護基準の何倍ですかね、所得制限は。所得

の基準というのは。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 玉名市におきましては、所得基準額の１.３倍

以下で玉名市は支給しているところでございます。 

○委員（前田正治君） 前田ですけど、場所に

よっては１.２倍までこう頑張っているところも

あるというふうなこともちょっと聞きましたので、

そういうことも含めて、先ほどの対象項目も含め

てちょっと努力をしてもらいたいなというふうに

思います。 

 とりあえず、以上です。 

○委員（松本憲二君） すみません、松本です。 

 ３１ページの３８５番のこの理科教育設備整備

事業、これは中学校ですか。これは全校に適用さ

るっとですか。５５８万９,０００円。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 この事業費５５８万９,０００円におきまして

は、小学校の理科教材等顕微鏡であったり、三角

フラスコであったり、古いところから順次取り換

えを行なっているところでございます。 

○委員（松本憲二君） 小学校ですね。はい、わ

かりました。 

 それと、じゃあ続けて、３８６番の小中学校の

ＬＥＤ化のこの改修事業については、もうここに

３２０万円約あがっているわけですけども、大体

ほぼほぼもうＬＥＤ化ができとっとですかね。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 このＬＥＤ化におきましては、５か年に渡りま

して順次更新をかけていく考えで、今計画を立て

て整備を進めていくところでございます。令和５

年度が初年度でございます。 

○委員（松本憲二君） はい、すみません、松本

です。 

 このＬＥＤ化は令和５年度からとおっしゃるで

すけれども、ちょっと予算がですね。こう電気代

が非常に高騰しとるじゃないですか。だけん、そ

のＬＥＤは、今の蛍光灯あたりからやっぱりした

らものすごくこうやっぱり電気代も節約でくっと

思うとですよね。どうせこれ一般財源で補助され

るんですから、思い切って、その電気代が大体そ

の試算をすればですよ、数年前からやっぱり電気

代というのがこのロシアとウクライナの問題でで
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すよ、ものすごい電気代が今高騰しているんじゃ

ないですか。その差額というとはすぐ出てくると

思うとですよね。だけん、もうよかならですよ、

その差額で計算して、その５か年計画じゃなくて

ですよ、本年度なら本年度、令和５年なら５年度

で比較ばした時に、ＬＥＤにしたほうが安かばい

というんだったら、これはもうぜひ予算を増やし

て、早急にちょっと対応していただきたいという、

これ要望ですね、お願いしときます。 

 ４８２番、３５ページです。 

 ここで文化財で石貫小学校跡地を整備をすると、

中期の改修で約１億円かけてすると。今、この大

体あそこに、全部今玉名でばらしとった文化財を

一極集中で全部集めるというふうな計画だったで

すよ。この中規模改修が全部終わったらもう１か

所に全部集まる予定ですかね。 

○文化課長（平川裕一君） 文化課の平川です。 

 松本委員おっしゃるとおり、工事終了後は１か

所に集まる予定となっております。 

○委員（松本憲二君） はい、すみません、松本

です。 

 この中規模改修で文化財がいろいろ発掘された

ものがあると思うんですけど、その展示スペース

何かは設けなはっとですか。この中規模改修で。 

○文化課長（平川裕一君） 文化課の平川です。 

 今のところ、展示スペースというのはこの改修

費の中には入っておりません。 

○文化課文化財係長（田中康雄君） 文化課文化

財係の田中と申します。 

 松本委員、御質問の件ですが、現在の計画では、

博物館のような常設での展示をするスペースとい

うのは考えておりません。ただ、旧校舎内の中で

一番広い部屋が、以前パソコン室で使われていた

部屋になるんですけど、ここが床面積で９１平米

ほどある部屋になるんですけども、そちらの方を

一応多目的に使えるような部屋として整備をする

予定にしております。そちらのほうで、文化課の

ほうで使う目的としては、期間をある程度限定し

た展示等々を考えているんですけども、旧石貫小

学校については、その文化財関係以外で地元との

兼ね合いがございまして、例えば、選挙の当日投

票所が現在、今度、また４月に県議選ございます

けども、旧体育館をこれまで当日投票所のほうで

使われております。小学校が閉校になったあとに、

これは文化課のほうではなくて、選挙管理委員会

事務局のほうで、地元のほうと話をされているん

ですが、なかなか地元の自治公民館のほうでは、

駐車場の兼ね合いとか、あとスペース的な問題が

あって、御了解いただけなかったということで、

継続して石貫小学校で何とかできないだろうかと

いう話を受けまして、ただ体育館については、も

う全面的に倉庫的な使用の仕方をするもんですか

ら、校舎内の一番広い部屋を多目的に使うという

意味で、選挙時の当日投票所、こちらは空調も現

状入ってますけども、今回の工事の中で改修をし

ますので、空調も入った状態で夏場とか冬場の暑

い時期、寒い時期でも選挙事務ができると。投票

に来られた方も、暑い中、寒い中、投票しなくて

も、来られるまでの間はまた別ですけども、そう

いうとこもありますし、あと、現在、旧石貫小学

校は災害発生時の二次避難所になっております。

こちらも文化課所管じゃなくて、防災安全課のほ

うになるんですけども、防災安全課のほうでは、

水害対応での二次避難所は考えていないと。ただ、

地震等、特に熊本地震のような大規模地震が発生

した際の二次避難所としては考えているというこ

とで、そちらについても、まずは二次避難所とし

て開放する、順番としてスペースが足りなくなれ

ば順次ほかの部屋も解放していくことになるかと

思うんですけども、まずはこの多目的室を避難所、

二次避難所としてまず第一に開放するというよう

なところで考えておりますので、そういう意味で

多目的室というところで考えているスペースは設

けるようにしております。 

 以上です。 

○委員（松本憲二君） わかりました。 
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 説明ありがとうございました。 

 じゃあそのまま引き続き、先ほど４７９番、３

５ページ、横島の旧堤防の伐採を計画していると

いうことだったんですけども、どれぐらいの伐採

を計画しとんなっとですかね。もう水路に垂れと

る部分だけですか。全体的な伐採ば考えとなっと

ですか。 

○文化課長（平川裕一君） 文化課の平川です。 

 この事業につきましては、約５年ぐらい前です

かね、一度水路を通して伐採した樹木あたりを運

び出すという事業をやっていたかと。その時の規

模が前に水路が通っておりますので、単純に伐採

したやつを運び出すということじゃなくて、船等

に乗せてまた運び出すという、ちょっと大掛かり

な作業をしておりますので、その時と同じような

規模を考えております。 

○委員（松本憲二君） 松本です。 

 ちょうど堤防のすぐ下に排水路が、大きいのが

両方とも通っています。多分、新栄地区の上のほ

うは排水路が大きいけんがですね、その排水路、

何て言うか、管理道路みたいなのが一番下に通っ

ているんですけども、ちょっと堤防の木っていう

のは、その管理道路とはあまり関係ないと思うん

ですけども、明丑のほうは、排水路の何ていうか

な、あの狭いところはもうすぐちょうど管理道路

があって、もうやっぱり木で通れんていう方々が

その耕作者の人たちでですね、結局トラクターと

か、その車で田植え時期とか苗を運んだりする時

に当たるということで、よく苦情ばいただくとで

すよ。その排水路にももういっぱい垂れ下がっと

るし、その排水の妨げにもいっぱいなりよるわけ

ですよね。その今六枚戸のところはきれいに結構

シルバーさんか、その辺のお願いをして切ってお

られるようですけれども、全体的にやっぱりまだ

まだ見に来られている方々が結構いらっしゃると

ですね。まあ景観も悪かっですよ。とにかくです

ね。その除草剤で今、年に３回か４回ぐらいかけ

よんなるけれども、時期的にまたどうなのかなと

思うとですよね。その業者さんたちが。結構私の

腰ぐらいまで伸びた時に、除草剤ばかけたりしよ

んなはるもんだけん、石垣のほうがですね。した

ら景観も悪かし、そのせっかくその文化財に指定

されておるのに、なかなか文化財が生かし切れて

ないのかなというのば非常に思うけん、ある程度、

やっぱりしっかりした文化財の指定を受けたなら

受けたでしっかり管理をしていただいて、見に来

ていただいて、日本では１か所しかないというこ

とも、私たちその議員の中で、この菊池川流域で

ですね、去年泗水公民館だったですかね、あそこ

で受けた時に、熊本県の元職員さんから講議を受

けた時に、日本でその旧堤防であれだけの施設が

残っているのは日本で１か所しないということを

聞いたわけですよね。だけん、やっぱりそういう

面も含めた中でですね、しっかりやっぱり予算付

けをしていただいて、整備をしていただきたいな

というふうに思います。 

 じゃあ、引き続き、４９１番のこの市民音楽祭

の業務委託料２５０万円というのがあるんですけ

ども、これはどこに委託ばされるわけですか。 

○文化課長（平川裕一君） 文化課の平川です。 

 市民音楽祭の実行委員会を組織しまして、そこ

に委託をしております。 

○委員（松本憲二君） はい、わかりました。 

 それとじゃあもう１点、お願いします。 

 フルマラソン大会運営事業４９７万円の中で、

ちょうど先月終わりましたよね。ここに補助金と

して、だから今年、令和５年も約２,９００万円

計上してあるわけですけれども、その収支的に今

年の大会を振り返って、わかりますか、もう収支。 

 わかっていない。 

 じゃあこれは大体令和４年開催があったじゃな

いですか。それと同じぐらいの金額っていうふう

に考えてよかっですか。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） スポーツ振

興課長の小山です。 

 同額で計上させていただいていると思います。 
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○委員（松本憲二君） わかりました。ありがと

うございます。 

 最後に、３６ページのナンバー５００、天水の

体育館の中規模改修、これこう雨漏りがだけん

どっからしよるか分からんということで、非常に

悩ましい問題だったですよね。何回も何回も修理

するけども、なかなかこれ約金額的に２億８,０

００万円、約３億円弱ぐらい係るんですけども、

もう雨漏りの心配は、これなくなっとですか。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） スポーツ振

興課長の小山です。 

 雨漏りがないようにということで設計なり、施

工をお願いするところでございますが、１００％

ということは私の口からは申し上げにくいところ

でございます。 

 ただ、本当に屋根部分だけではなく、壁面との

境であったりとか、そういったところもちゃんと

やってもらうようにということでお願いをしてい

るところでございます。 

 以上です。 

○委員（松本憲二君） これはもちろん中規模改

修だけんが、全体的に何ていうか、塗装のやり替

えだったりとかていうのも含まれとるわけですよ

ね。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） スポーツ振

興課長の小山です。 

 基本的に中規模改修ですので、今、傷んでいる

ところを元の状態に戻す。大規模になればいろん

な設計変更しますけど、中身の変更もしますけど、

中規模ですので、元あった形に戻すというところ

までですので、外壁も当然入っておりますし、多

分、御心配されているのは壁に水がこう浮いて何

ていいますか、垂れたような形、ああいったやつ

も改修をする予定にしております。 

○委員（松本憲二君） 松本です。 

 せっかくですよ、その過疎にも指定されて、そ

の過疎債が十分もう使えるようなこの施設という

のもあるんで、よかならその大規模改修のほうが

よかったつじゃないかなと思うとですよね。下の

駐車場もでこぼこでこぼこして、非常に乗り入れ

がしにくいような状態でもありますし、塗装が剥

げているところ、天水の支所がせっかくこうやっ

ぱりきれいになって、全体的にあの辺が活性化し

ていく中で、若干塗装も剥げとったり、ちょっと

見栄えん悪かなとは思いよったですよね。だけん、

よかなら、もう思い切って大規模改修のほうにも

着手してもよかったつかなとは思うんですけど、

その辺、課長はどがん思となっですか。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） スポーツ振

興課長の小山です。 

 今、確かにおっしゃるように、過疎債を使って

大規模改修ということも当然考えられますけれど

も、何ていいますか、先ほどおっしゃった駐車場

の部分、あれにつきましては、全部外してしまっ

てやりなそうとしても、元々の地盤が柔いといい

ますか、緩いといいますか、そういう状態なので、

どうしても経年、何年か経てばああいう状態にな

るということが考えられるということでございま

すので、今回につきましては、今凹凸がある部分

については、アスファルト入れて平らに戻します。

ラインを引き戻す。なので、見た感じではきれい

になるはずです。また、そこから数年して落ち込

みます。地盤の構造上、間違いなく落ちると思い

ますので、そういった場合は、また上から補修を

かけていくというような工法が一番いいだろうと

いうことで中規模改修でやるということになって

おりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員（松本憲二君） はい、すみません、松本

です。 

 やっぱりあれだけいい体育館というのはなかな

か今から建設しようと思ってもそれはもう数十億

円、多分今、物価も高騰しているしですね、やっ

ぱりちょうど体育館の構造で言えば３階なんです

よね。あれだけのその観客フロアがあるような体

育館てね、もうやっぱなかなか、今からやっぱで

きんわけですよね。だけんこう大事に大事に、早
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め早めにその過疎債があるときに、全体的に補修

なり、この長く使えるような対策をしっかり

ちょっと取っていただきたいなというふうにお願

いをしておきます。 

 以上です。 

○委員（山下桂造君） 二十歳を祝う会について

なんですけれども、ここ合併後に１月３日にする

ようになったみたいに話を聞いております。これ

を１月３日と言ったらば、市役所の職員も大体休

みの日でもあるというのもありますし、私も個人

的なこと言うとあれなんでしょうけど、３日の日

に来るというのはやっぱり大変なことかもしれな

い。そういうのずっと続けて来られてますので、

この二十歳を祝う会を成人の日に持っていったら

どうでしょうかと思って、検討していただければ

ということでのお願いです。 

 以上です。 

○コミュニティ推進課長（西川慶一郎君） コ

ミュニティ推進課長の西川でございます。 

 二十歳を祝う会につきましては、毎年、成人式

の実行委員会というのがございまして、そちらの

ほうに委託をしてやっておるわけですけども、こ

の実行委員会も今年４月に依頼をかけまして、募

集をしまして１４名ほど、６中学校と玉名高校附

属中学を含めて７中学校の１４名で一応組織して、

その中でその辺りを開催日について意見等をお聞

きしたいと思っております。 

 合併後、１月３日を実施しておりますのも、や

はり新成人の方がやはりお正月に帰って来る時に、

もう１月３日のほうがみんなが集まりやすいとい

うことで、今まで意見を聞いて実施をしていると

ころであります。いろんな成人の日にしたらどう

かとか、そういった意見もありますので、また成

人者、二十歳を祝う会の実行委員会の方々に意見

をお聞きして、また祝う日の会の日時設定を検討

させていただきたいと思います。 

 以上でよろしいでしょうか。 

○教育総務課天水学校給食センター所長（本田清

隆君） すみません。先ほど前田委員の質問に対

しての回答した内容で、一部ちょっと補足させて

いただきたいと思います。 

 給食センターへの業務委託について、調理員の

業務日についてちょっと御質問に対して補足させ

ていただきます。 

 基本的に仕様書上の業務日としまして２項目ご

ざいまして、ア、イとありまして、一つ目が、原

則として休日及び土曜日、日曜日並びに教育委員

会で定める業務日を除く給食実施日ということに

なっております。二つ目に、給食始めと終わりの

準備、整理期間及び研修会、その他給食業務に必

要な日となっておりまして、先ほど申し上げた私

のところが、イの部分の片付けや休み明けの準備

というところがイの部分になるかと思います。先

ほど申し上げたのがちょっと誤解を生じるといけ

ませんので、補足させていただきます。 

 以上です。 

○委員（前田正治君） ちょっとすみませんね、

前田ですけど、それは誤解しました。 

 教育委員会が定めた日ということだけん、夏休

み、冬休み、春休みは給食はなかでしょう。だけ

んその日は除いて人件費を積算するということで

しょう。ということは、委託業者はですよ、夏休

み、春休み、冬休みは、ごめんばってんもう休ん

でくれと言わんといかんごつなっとじゃなかっで

すか。 

○教育総務課天水学校給食センター所長（本田清

隆君） 原則、給食実施日ということになります

が、２項目目で申し上げた、給食始めと終わりの

準備、整理期間ていうことでありますので、長期

休みの始まりと長期休暇の終わりの期間にそれぞ

れやはり準備と整理の期間が必要になりますので、

必ずしも給食実施日イコール業務日ていうことに

はなりませんので、そのやっぱり準備期間、整理

期間は出勤していただいて業務を行なっていただ

くというところになっておるかと思います。 

 以上でございます。 
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○委員（前田正治君） 前田ですけど、いやいや、

だけんですよ、基本的には夏休みとか長期学校が

休みの時は調理員さんたちも休みということで積

算ばしてあるわけでしょう。それとももうそこが

私は問題だと言いよるわけですよ。年間を通じて

こう、もちろん土曜、日曜、休日は学校休みだけ

ん給食はなかという計算でよかばってんですよ。

夏休み、春休み、冬休みはやっぱきちんと出ても

らって中の掃除とか清掃とかいろんなことをして

もらってですよ、休まんでよかような予算措置ば

してくださいて言いよっとですよ。そがんせんと

今度は新年度の調理員確保もなかなか難しか。大

体アルバイトせなんけんですね、来よる人は。そ

こばちょっと聞いたわけです。 

○教育総務課天水学校給食センター所長（本田清

隆君） 前田委員がおっしゃったことについて、

今後検討課題にしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員（中尾嘉男君） はい、中尾ですけども、

まず、ちょっと先ほどの天水中学校の件について、

この先ほど資料もらいました。この件について、

ちょっと質問させていただきます。 

 校舎の運動場に建設した場合と、校舎の正門側

に建設した場合と２つありますね。これは校舎の、

今現在建っている校舎の西側、これ西側はどうい

う状況に今なっていますか。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 校舎の正門に建設した場合が右側の図になりま

して、ちょうど③の黄色い部分でございますけど、

現在は、体育館の。 

○委員（中尾嘉男君） そこば言いよっとじゃな

かったい。西側ばいいよっとたい。西側、校舎の。 

○教育部長（藤森竜也君） 教育部長の藤森です

けども、中尾議員が御質問のは、この図面の左側、

田んぼのほうですよね。この長四角が２つあると

ころ。これについては、もう既に市の土地でござ

いまして、高さも田んぼではなくて運動場と同じ

ぐらいの高さになっとると。ここについては、例

えば、通学バス等が必要になればバスの転回所と

か、あと先生たちの駐車場とかそういったものに

使えるかなとは想定はしております。間に水路と

道路がありますので、一体的に使うというのは

やっぱりちょっと難しいかなと、今のところは

思っておりますけども、基本設計の中でそこは

ちょっといろんなお知恵も、専門家のお知恵もお

借りできたらなとは思います。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども、いいで

すか。 

 私がね、何でこの西側は、この写真の左側て言

うたかというとね、やはり校舎、運動場に建てた

場合、その今従来の校舎があるね。これとの間隔。

それと、そのこの正門側に建てた時に予定のとこ

れは何かな、何かね、これは、２番は。体育館体

育館、体育館との距離、この辺がちょっと違和感

のあっとじゃあかろうかなて思ってね、ちょっと

写真の左側はどうなっているかなというようなこ

とを聞きました。よければね、これまだ計画の段

階だから、ここを取得するには、これはまた買収

かなんかせないかんけども、ちょっとその辺も検

討してもろたほうがよかっじゃなかろうかなとい

うふうに思います。これはもう要望しときます。 

 それとね、これはページ数で３４ページ、４５

８番、岱明中学校の新築についてお尋ねします。 

 今度予算が出ておりますね。８億９,５００万

円。それと武道場が２億４,７００万円。それと

解体、これ１期てしてあるな、１,８００万円。

この予算でもうすべてがでくっとね。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 本年度校舎建築におきましては、４割の部分を

予算化しております。来年度校舎建築において６

割を予算化して、最終年度に既存校舎の解体費用

であったり、グラウンドの整備費用を計上予定で

ございます。 

○委員（中尾嘉男君） はい、中尾ですけど、２



 

 －72－

か年に渡って今比率をおっしゃったけども、そう

いうことでくっとね。やっぱ一つの学校をつくっ

とには２年かかっても、２年かかっても１回で入

札をして、落札をしてもろて、工期は２年なら２

年ということじゃなかつね。何か、今ん、ちょっ

ともう１回はっきり。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 補助事業の申請におきまして、補助全体の４

０％分を令和５年度に要望いたしまして、令和６

年度に６０％を充てるというふうに協議済みでご

ざいます。 

○委員（中尾嘉男君） ほっだけん、今の説明の

やり方じゃちょっとおかしかっじゃなかつね。大

体予算的に仮に２０億円かかるならば、工期は２

年で来年度は負担行為かなんかをしてせなんと

じゃなかつね。 

 ならちょっとよか。もう時間も経っとるけん、

なら次の質問をするけん、その間、よかね。 

 あのね、最後の５００万円だったかな、ちょっ

と私はようといさぎわからんばってんが、要する

に、桃田運動公園のグラウンドね、これちょっと

以前に教育部長と話をしたんだけども、その後、

やはり利用者と話をした結果ね、やはり令和７年、

８年に建設予定ということをおっしゃったもんだ

けん、そのまま言うたつよね。そしてら、まあど

がんか方法ばとって、前倒しででけんですかとい

うような話があったわけよ。ほっで、あれを修理、

改築ごろっともうボードをうっぱなって新しい掲

示板がでくっとかなというふうに思うけども、ど

がんかその辺は短縮でけんね、事業は、期間は。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） スポーツ振

興課長の小山でございます。 

 今現在のところでは、工期通りと言いますか、

計画通りということで考えております。ただ、先

ほどちょっと申し上げましたけれども、今、ス

ポーツに向けてのふるさと納税であったり、企業

版のふるさと納税がかなり申込みといいますか、

来ておりますので、そういったところを充てれな

いかというところをですね、財政当局と話し合い

をした上で、期間を短くできるようであれば、私

どもも早くやりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾です。 

 保護者会のほうから言わせればね、要するに、

今何球で何やそのストライクがどしことか、全然

わからんち言いなるわけよ。それを生徒がね、選

手がこればプラカードかなんか作って持ってこう

してしよるて。１回ね、担当課を試合中に呼んで

くださいというような話もあっとるわけたい。

ほっで、そういうことで、何かこの前ちょっと部

長の回答では、何か高野連がどうのこうのちゅう

ようなこつも何かちょっとおっしゃったごたる気

もするしね、何かしゃんむり今の現在のつば修理

せんならせんちゃよかて、何かがやっぱり少し大

きめのね、金のちっと下がってもピシッとわかる

ようななんをしてくださいという要望たい。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） スポーツ振

興課長の小山でございます。 

 今、中尾委員おっしゃいましたＳＢＯ、ストラ

イク、ボール、アウトの表示でございますけれど

も、バックネット、スコアボードにつきましても、

その部分だけははっきり見えるような状態になっ

ているかと思いますが。 

○委員（中尾嘉男君） 見えんて言わしたがね。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） 確かにです

ね、点数については、私どもも確認をしておりま

す。全然ついてないわけではないんですが、やは

り明るいと見えないと。夕方であれば見えるんで

すけれども、ついてないわけではないんですよ。

球といいますか、の関係の発色がちょっと悪いと

いうようなところでございまして、ついてないわ

けではないけれども、明るいと見えないというの

が現状でございます。 

○委員（中尾嘉男君） その原因は何ね、原因は。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） 球の劣化と
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言いますか、基盤から全部やり直さないとできな

いと。 

○委員（中尾嘉男君） 基盤からやり直さなん。 

○スポーツ振興課長（小山晃生君） それに併せ

まして、そのＳＢＯ表示、アウト、ストライク、

ボールにつきましては、玉名工業の先生にお願い

をして、そこの部分だけは球を変えていただくと

言いますか、やったという経緯がございますので、

見えないということはちょっと考えられないのか

なと、私たちは思っておりますが。 

 以上でございます。 

○委員（中尾嘉男君） よければね、そういうこ

とで前倒しでそういうそのふるさと寄附金なんか

のお金が用途がでくっとであればね、どがんか考

えてくださいよ。 

○委員（大野豊重君） 桃田球場のバックボート

じゃなくて、点数板のほうは、今おっしゃられた

とおり、玉名工業高校の電子化の先生にお願いを

して、私も裏に入って、あれがですね、今建付け

が溶接だったんですね。それを剝がしていいから、

そのあとシリコンで流し込んで、ＬＥＤだけは当

時のものなのでもう売ってないんですよ。なので、

以前最初につけられた時よりももっと明るい色の

ＬＥＤを今つけています。確か先週の日曜日だっ

たか、さらにまた追加でやってられるはずなんで

すね。そこもずっと去年から私が残った材料とか

を、実験で残った材料とかをストックしといてく

ださいというふうにお願いをしてて、余った時に、

自分が時間ができた時にその改修をちょっとやり

にいきますということを聞いてて、それが昨日

だったか、先週末だったか、野球連盟のほうから

もう工事というか、その改修に来られて点数が全

部見えるようになってありがとうございましたと

いう連絡が入ったんで、だから、そこが誰が、僕

もちょっとそこはっきりまだ学校の先生に確認し

てないので、そこはちょっと確認しなきゃいけな

いなと思ったところだったんで。 

○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども、私が教

育部長に電話したつは１週間、１０日ぐらい前

だったろ。 

○教育部長（藤森竜也君） もうちょっと前だっ

たと思います。 

○委員（中尾嘉男君） それでその時、すぐ言い

に行ったたい。そしたら、私が今言うたごつば言

いなるわけたいね。それで１回見に来てください

て。なら、今変わっとっとね、また、内容が。 

○委員（大野豊重君） そうですね、私は半年前

に行った時には、確かに、ボール、ストライク、

アウトはもうはっきり見えてたんで、それが見え

なくなるということは、まずないかなと思います

し、それはオンラインで私も確認しましたので。 

○教育部長（藤森竜也君） 教育部長の藤森です。 

 先ほどの岱明中学校の施設改修に関する中尾委

員の御質問に対してですけども、今日のこちらの

予算の説明資料の中に入ってますのは、令和５年

度分の予算でございますので、全体事業の約４割、

先ほど課長が申しましたとおり４割、あと残りの

６割を来年度、次の年、令和６年度の予算に計上

します。その関連上、当然入札は１本でせんとい

かんので、２か年分を１本でせんといかんので、

この資料に載ってないんですけども、以前からお

配りしてます予算書、予算書の１３ページに第２

表債務負担行為というのがございますけども、そ

こで令和６年度で岱明中学校校舎改築工事という

ことで１３億４,３７６万３,０００円、このちょ

うど１.５倍ぐらいになるんですけども、そちら

のほうを組んでますので、こちらも併せて議決い

ただければ入札は２か年分ということでできるこ

とになります。今までこの庁舎の工事とか、市民

会館とか２か年かかるものについては同じ方法で

いつもやっておりますので、あるはずだと思って

探したんですけど、申し訳ないです。こちらのほ

うにちょっと載ってないので、ちょっと課題でこ

ちらにも債務負担行為載せるようにちょっと言わ

んといかんなと、今思ったところでございます。 

 以上です。 
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○委員（中尾嘉男君） 中尾ですけども、大体な

ら工事は２か年。 

○教育部長（藤森竜也君） 工期はですね。 

○委員（中尾嘉男君） それで、もう令和６年に

は完成する。グラウンドはそれからちゅうこつか

な。本体の解体をしてグラウンドをするから、７

年ぐらいまでかかるちゅうこつかな。完成がね。 

 今の段階で、これには載っとらんけども、トー

タルで幾らかかっとね。 

 ほんでね、私が言いたいのは、今度の予算はそ

うだけども、やはりわかるようにね、しとかなん

とじゃなかつかなて思うとたいね。今度から始

まっていくとだけん、令和５年から。のうちの令

和５年度の予算はこっだけですよというこつがわ

かっとけば、ぎゃんと聞く必要も何もなかったい。 

○教育部長（藤森竜也君） 教育部長の藤森です。 

 確かに、中尾委員おっしゃるとおり、こうやっ

て複数年度に渡る事業の場合は、全体の事業量と

いうのを一つのこういった１枚資料を作りまして

お配りして説明するべきだったなと、今になって

申し訳ないですけども思っております。どういた

しましょうか。 

○委員（中尾嘉男君） よかよか、そっだけわ

かっとんならば。これで今年が全体の４０％ぐら

いというような感覚で。全体では２７億円ね。 

○委員（𠮷田真樹子さん） 𠮷田です。 

 すみません、ちゃっと終わります。 

 さっき前田委員が言われた就学援助事業のとこ

ろで通信費のレンタルは無償でしてるて言われま

したけど、私が質問した時に、令和７年で、それ

はあと２年後に終わるて言われたので、その援助

対象になるのであればきっちりそこに入れていた

だくと助かられると思いますので、その辺はしっ

かりとお願いいたします。 

 以上です。 

○教育総務課長（西原正信君） 教育総務課長の

西原です。 

 その件も含めまして、今後継続するように検討

してまいります。 

 それと先ほど前田委員のほうから御質問があり

ました、１校当たりの図書費でございますけど、

小学校費で全体で３６４万４,０００円で、１校

当たりに直しますと２４万３,０００円になりま

す。中学校費の図書購入費で全体で２６０万８,

０００円で、６校で割りますと１校当たり４３万

４,０００円になります。 

 それと理科教材の購入費、松本委員のほうから

ありました、理科のほうは小中学校分、両方含ま

れておりましたので訂正申し上げます。小学校費

で３４８万１,０００円、中学校費で２１０万８,

０００円でございます。申し訳ございません。 

○委員（前田正治君） はい、ありがとうござい

ました。 

 学校図書整備についても、就学援助についても、

そのお金は補助金じゃなくて一般財源でくっとで

すよね。交付税措置がされていると思いますので、

そこら辺はきちっと担当課が予算要求ばしっかり

してほしかっですよ。ということを言うときます。 

 お願いします。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに質疑及び委員

間討議ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これにて質疑及び委

員間討議を終結いたします。 

以上で、議第９号令和５年度玉名市一般会計予

算に関する質疑及び委員間討議はすべて終結しま

したので、これより討論に入ります。議第９号に

ついて討論はありませんか。 

   ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員（前田正治君） はい。私は、この令和５

年度一般会計予算につきまして、評価できる点と

しては、高校３年生までの医療費の無料化とか、

会計年度任用職員の賃金の引き上げとか、そうい

う点、ほかにもいろいろあります。しかしながら、

マイナンバーカード取得の推進、一つはですね。

カード取得について、これまでポイントを付与し
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てまで推進を図ってきました。総務省はカード取

得率を各市町村に競わせて交付金に差ばつくっぞ

というようなことも言って、さらに拍車をかけて

いるというかな、というふうに思います。マイナ

ンバーカード取得は、これはあくまで任意である

にも関わらず、公金受取りの紐付けや、あるいは

健康保険証の紐付けなど、今の国会に改正案が出

ております。個人情報の利活用の考えてみると一

辺倒で、個人情報について国民の不安をよそにマ

イナンバーカードを持つことを強要するようなそ

ういった予算措置については、私は反対をします。 

 今一つは、天水地区小学校の統廃合の計画なん

ですけど、議会に陳情が出ていると、見直しの陳

情が出されているというその背景には、先ほども

言いましたけど、地域住民の小学校統廃合に向け

ての合意形成について、執行部の努力がまだ足り

ないんじゃないかなというふうに私は判断し、時

期尚早の予算計上だなというふうに考えます。 

 以上で、反対の理由といたします。 

○委員長（多田隈啓二君） ほかに討論はありま

せんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） これより採決に入り

ます。議第９号令和５年度玉名市一般会計予算に

ついては、全員一致をもって可決することに御異

議ありませんか。 

   ［「異議あり」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 異議がありますので、

挙手により採決いたします。 

 議第９号について可決することに賛成の諸君の

挙手を求めます。 

   ［賛成者挙手］ 

○委員長（多田隈啓二君） 賛成多数であります。

よって、議第９号については、可決すべきものと

決しました。 

以上で、今期予算決算委員会に付託されている

案件の審査はすべて終了いたしました。 

ここでお諮りいたします。委員長報告の作成に

つきましては、委員長に御一任願いたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（多田隈啓二君） 御異議なしと認めま

す。よって、さよう決定いたしました。 

これにて予算決算委員会を閉会いたします。 

お疲れさまでした。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 ６時１９分 閉会 
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